
日本民法有關監護部分中譯條文 

7 （後見開始の審判） 

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある

者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の

親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監

督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見

開始の審判をすることができる。 

（監護開始之審判） 

對於因精神障礙，致其事理辨識

能力經常性欠缺者，家庭裁判所

得因本人、配偶、四親等內之親

屬、未成年監護人、未成年監護

監督人、保佐人、保佐監督人、

補助人、補助監督人或檢察官之

聲請，為監護開始之審判。 

8 （成年被後見人及び成年後見人） 

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに

成年後見人を付する。 

（成年受監護人與成年監護人） 

受監護開始之審判者，為成年受

監護人，應為其置成年監護人。 

9 （成年被後見人の法律行為） 

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただ

し、日用品の購入その他日常生活に関する行為について

は、この限りでない。 

（成年受監護人之法律行為） 

成年受監護人之法律行為，得撤

銷之。但日常用品之購入或其他

關於日常生活之行為，不在此

限。 

10 （後見開始の審判の取消し） 

第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、

本人、配偶者、四親等内の親族、後見人（未成年後見人及

び成年後見人をいう。以下同じ。）、後見監督人（未成年

後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。）又は

検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければ

ならない。 

（監護開始之審判之撤銷） 

第 7 條所定原因消滅時，家庭裁判

所應因本人、配偶、四親等內之

親屬、監護人（指未成年監護人

及成年監護人。以下同。）、監

護監督人（指未成年監護監督人

及成年監護監督人。以下同。）

或檢察官之聲請，撤銷監護開始

之審判。 

11 （保佐開始の審判） 

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分で

ある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等

内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は

検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができ

る。ただし、第七条に規定する原因がある者については、

この限りでない。 

（保佐開始之審判） 

對於因精神障礙，致其事理辨識

能力顯有不足者，家庭裁判所得

因本人、配偶、四親等內之親

屬、監護人、監護監督人、補助

人、補助監督人或檢察官之聲

請，為保佐開始之審判。但對於

有第 7 條所定原因者，不在此限。 

12 （被保佐人及び保佐人） 

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐

人を付する。 

（受保佐人及保佐人） 

受保佐開始之審判者，為受保佐

人，應為其置保佐人。 

附錄三  日本民法成年監護制度條文(中文、日文對照表)
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13 （保佐人の同意を要する行為等） 

Ⅰ被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同

意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定

する行為については、この限りでない。 

① 元本を領収し、又は利用すること。 

② 借財又は保証をすること。 

③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的と

する行為をすること。 

④ 訴訟行為をすること。 

⑤ 贈与、和解又は仲裁合意（仲裁法（平成十五年法律第

百三十八号）第二条第一項に規定する仲裁合意をい

う。）をすること。 

⑥ 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 

⑦ 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の

申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 

⑧ 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 

⑨ 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 

⑩ 前各号に掲げる行為を制限行為能力者（未成年者、成

年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受

けた被補助人をいう。以下同じ。）の法定代理人とし

てすること。 

Ⅱ家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若

しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲

げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同

意を得なければならない旨の審判をすることができる。た

だし、第九条ただし書に規定する行為については、この限

りでない。 

Ⅲ保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐

人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず

同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求によ

り、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 

Ⅳ保佐人の同意を得なければならない行為であって、その

同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消

すことができる。 

（應經保佐人同意之行為） 

Ⅰ受保佐人為下列行為時，應經

其保佐人同意。但第 9 條但書所定

之行為，不在此限。 

① 原本之領回，或其利用。 

② 消費借貸、保證。 

③ 以不動產或其他重要財產之

權利得喪為目的之行為。 

④ 訴訟行為。 

⑤ 贈與、和解、簽訂仲裁契約

（指仲裁法第 2 條第 1 項所

定之仲裁合意）。 

⑥ 繼承之承認或拋棄、遺產分

割。 

⑦ 對於贈與之要約為拒絕、對

於遺贈為拋棄、對於附負擔

贈與之要約為承諾、對於附

負擔遺贈為承認。 

⑧ 新建、改建、增建或重大修

繕。 

⑨ 超過第 602 條所定期間之租

賃。 

⑩ 以限制行為能力人（指未成

年人、成年受監護人、受保

佐人、受第 17 條第 1 項審判

之受補助人）之法定代理人

之身分，為前列各款行為。 

Ⅱ家庭裁判所得因第 11 條本文所

定之人、保佐人或保佐監督人之

聲請，對於前項各款所列行為以

外之行為，指定（原文：審判）

應經其保佐人同意者。但第 9 條但

書所定之行為，不在此限。 

Ⅲ對於應經保佐人同意之行為，

無損害受保佐人利益之虞，而保

佐人仍不為同意時，家庭裁判所

得因受保佐人之聲請，以許可代

替保佐人之同意。 
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Ⅳ應經保佐人同意之行為，而未

經其同意或家庭裁判所之許可

者，得撤銷之。 

14 （保佐開始の審判等の取消し） 

Ⅰ第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁

判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、

未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求

により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 

Ⅱ家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第

二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 

（保佐開始之審判之撤銷） 

Ⅰ第 11 條本文所定原因消滅時，

家庭裁判所應因本人、配偶、四

親等內之親屬、未成年監護人、

未成年監護監督人、保佐人、保

佐監督人或檢察官之聲請，撤銷

保佐開始之審判。 

Ⅱ家庭裁判所得因前項所定之人

之聲請，撤銷前條第 2 項審判之全

部或一部。 

15 （補助開始の審判） 

Ⅰ精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である

者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の

親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察

官の請求により、補助開始の審判をすることができる。た

だし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者に

ついては、この限りでない。 

Ⅱ本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、

本人の同意がなければならない。 

Ⅲ補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七

十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 

（補助開始之審判） 

Ⅰ對於因精神障礙，致其事理辨

識能力不足者，家庭裁判所得因

本人、配偶、四親等內之親屬、

監護人、監護監督人、保佐人、

保佐監督人或檢察官之聲請，為

補助開始之審判。但對於有第 7 條

或第 11 條本文所定原因者，不在

此限。 

Ⅱ因本人以外之人之聲請，為補

助開始之審判時，應經本人同

意。 

Ⅲ補助開始之審判，應與第 17 條

第 1 項之審判，或第 876 條之 9 第

1 項之審判，同時為之。 

16 （被補助人及び補助人） 

補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助

人を付する。 

（受補助人及補助人） 

受補助開始之審判者，為受補助

人，應為其置補助人。 

17 （補助人の同意を要する旨の審判等） 

Ⅰ家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補

助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の

法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならな

い旨の審判をすることができる。ただし、その審判により

その同意を得なければならないものとすることができる行

為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。 

（應經補助人同意之審判） 

Ⅰ家庭裁判所得因第 15 條第 1 項

本文所定之人或補助人、補助監

督人之聲請，指定（原文：審

判）被補助人為特定法律行為

時，應經其補助人同意。但因指
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Ⅱ本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人

の同意がなければならない。 

Ⅲ補助人の同意を得なければならない行為について、補助

人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず

同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求によ

り、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 

Ⅳ補助人の同意を得なければならない行為であって、その

同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消

すことができる。 

定而應經同意之行為，限於第 13

條第 1 項所定之行為之一部。 

Ⅱ因本人以外之人之聲請而為前

項指定者，應經本人同意。 

Ⅲ對於應經補助人同意之行為，

無損害受補助人利益之虞，而補

助人仍不為同意時，家庭裁判所

得因受補助人之聲請，以許可代

替補助人之同意。 

Ⅳ應經補助人同意之行為，而未

經其同意或家庭裁判所之許可

者，得撤銷之。 

18 （補助開始の審判等の取消し） 

Ⅰ第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後

見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官

の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならな

い。 

Ⅱ家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第

一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 

Ⅲ前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判

をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審

判を取り消さなければならない。 

（補助開始之審判之撤銷） 

Ⅰ第 15 條第 1 項本文所定原因消

滅時，家庭裁判所應因本人、配

偶、四親等內之親屬、未成年監

護人、未成年監護監督人、補助

人、補助監督人或檢察官之聲

請，撤銷補助開始之審判。 

Ⅱ家庭裁判所得因前項所定之人

之聲請，撤銷前條第 1 項審判之全

部或一部。 

Ⅲ前條第 1 項之審判及第 876 條之

9 第 1 項之審判，經全部撤銷者，

家庭裁判所應撤銷補助開始之審

判。 

19 （審判相互の関係） 

Ⅰ後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又

は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る

保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならな

い。 

Ⅱ前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人

が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開

始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは

被保佐人であるときについて準用する。 

（審判相互間之關係） 

Ⅰ家庭裁判所對於受保佐人或受

補助人為監護開始之審判時，應

撤銷其保佐開始或補助開始之審

判。 

Ⅱ前項規定，於對於成年受監護

人或受補助人為保佐開始之審判

時，或對於成年受監護人或受保

佐人為補助開始之審判時，準用

之。 

20 （制限行為能力者の相手方の催告権） （限制行為能力人之相對人之催

告權） 

102



Ⅰ制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為

能力者（行為能力の制限を受けない者をいう。以下同

じ。）となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定

めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認

するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

この場合において、その者がその期間内に確答を発しない

ときは、その行為を追認したものとみなす。 

Ⅱ制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力

者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に

対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をし

た場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発し

ないときも、同項後段と同様とする。 

Ⅲ特別の方式を要する行為については、前二項の期間内に

その方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為

を取り消したものとみなす。 

Ⅳ制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一

項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内に

その保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をするこ

とができる。この場合において、その被保佐人又は被補助

人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないとき

は、その行為を取り消したものとみなす。 

Ⅰ限制行為能力人之相對人，於

限制行為能力人成為行為能力人

後，得定一個月以上之期限，催

告其於期限內，確答是否追認其

所為得撤銷之法律行為。於此情

形，行為能力人不於期限內確答

者，視為追認其行為。 

Ⅱ限制行為能力人之相對人，於

限制行為能力人成為行為能力人

前，對其法定代理人、保佐人或

輔助人，就其權限內之行為為前

項所定之催告者，此些人不於同

項期限內確答時，亦與同項後段

同。 

Ⅲ對於須具備特別方式之法律行

為，不於前二項之期限內為方式

已具備之通知時，視為撤銷其行

為。 

Ⅳ限制行為能力人之相對人，得

催告受保佐人或受第 17 條第 1 項

審判之受補助人，於第 1 項之期限

內應經其保佐人或補助人追認。

於此情形，受保佐人或受補助人

不於期限內為已經追認之通知

時，視為撤銷其行為。 

121 （取消しの効果） 

取り消された行為は、初めから無効であったものとみな

す。 

（撤銷之效果） 

法律行為經撤銷者，視為自始無

效。 

121-

2 

（原状回復の義務） 

Ⅰ無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者

は、相手方を原状に復させる義務を負う。 

Ⅱ前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務

の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行

為が無効であること（給付を受けた後に前条の規定により

初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、

給付を受けた当時その行為が取り消すことができるもので

あること）を知らなかったときは、その行為によって現に

利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 

（回復原狀之義務） 

Ⅰ因無效法律行為之債務履行而

受給付者，對相對人負回復原狀

之義務。 

Ⅱ因無效無償行為之債務履行而

受給付者，其受給付時不知其行

為無效（依前項規定視為自始無

效之法律行為者，其受給付時不

知其行為得撤銷）時，僅於現受
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Ⅲ第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有し

なかった者は、その行為によって現に利益を受けている限

度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力

者であった者についても、同様とする。 

利益之限度內，負返還之義務，

不受前項規定之限制。 

Ⅲ行為時無意思能力者，僅於現

受利益之限度內，負返還之義

務，不受第 1 項規定之限制。行為

時為限制行為能力人者，亦同。 

122 （取り消すことができる行為の追認） 

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が

追認したときは、以後、取り消すことができない。 

（得撤銷法律行為之追認） 

得撤銷之法律行為，經第 120 條所

定之人追認後，不得撤銷之。 

123 （取消し及び追認の方法） 

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合に

は、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によ

ってする。 

（撤銷與追認之方法） 

得撤銷之法律行為之相對人得確

定者，其撤銷或追認，以意思表

示向相對人為之。 

124 （追認の要件） 

Ⅰ取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因とな

っていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知っ

た後にしなければ、その効力を生じない。 

Ⅱ次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因とな

っていた状況が消滅した後にすることを要しない。 

① 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助

人が追認をするとき。 

② 制限行為能力者（成年被後見人を除く。）が法定代理

人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。 

（追認之要件） 

Ⅰ得撤銷之法律行為之追認，不

於撤銷原因消滅，且知其有撤銷

權後為之者，不生效力。 

Ⅱ下列情形，其前項追認，無須

於撤銷原因消滅後為之。 

① 法定代理人或限制行為能力

人之保佐人或補助人為追認

時。 

② 限制行為能力人（排除成年

受監護人。）經其法定代理

人、保佐人或補助人同意而

為追認時。 

125 （法定追認） 

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる

行為について次に掲げる事実があったときは、追認をした

ものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限り

でない。 

① 全部又は一部の履行 

② 履行の請求 

③ 更改 

④ 担保の供 

⑤ 取り消すことができる行為によって取得した権利の全

部又は一部の譲渡 

⑥ 強制執行 

（法定追認） 

得為追認時起，得撤銷之法律行

為發生下列事實時，視為已為追

認。但有異議時，不在此限。 

① 全部或一部履行 

② 履行之請求 

③ 債之更改 

④ 擔保之提出 

⑤ 因得撤銷之法律行為而取得

之權利之全部或一部之讓渡 

⑥ 強制執行 
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126 （取消権の期間の制限） 

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しな

いときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を

経過したときも、同様とする。 

（撤銷權之法定期間） 

撤銷權，自得追認時起，5 年間不

行使而消滅。自行為時起，逾 20

年者，亦同。 

602 （短期賃貸借） 

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各

号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超

えることができない。契約でこれより長い期間を定めたと

きであっても、その期間は、当該各号に定める期間とす

る。 

① 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 

② 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 

③ 建物の賃貸借 三年 

④ 動産の賃貸借 六箇月 

（短期租賃） 

無處分權人為租賃者，下列各款

之租賃，不得超過該當各款所定

之期間。以契約定較長期間時，

以該當各款所定期間為其期間。 

① 以樹木之植栽或採伐為目的

之山林之租賃  10 年 

② 前款租賃以外之土地之租賃  

5 年 

③ 建物之租賃  3 年 

④ 動產之租賃  6 個月 

644 （受任者の注意義務） 

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもっ

て、委任事務を処理する義務を負う。 

（受任人之注意義務） 

受任人處理委任事務，應依委任

之本旨，以善良管理人之注意為

之。 

654 （委任の終了後の処分） 

委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、

受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又は

その相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理すること

ができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 

（委任關係消滅後之必要處分） 

委任關係消滅者，如有急迫之情

事時， 

受任人或其繼承人或其法定代理

人，於委任人或其繼承人或其法

定代理人能處理委任事務時為

止，應為必要之處分。 

655 （委任の終了の対抗要件） 

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相

手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってそ

の相手方に対抗することができない。 

（委任關係消滅之對抗要件） 

委任關係消滅之事由，非通知他

方或他方知其事由者，不得對抗

之。 

820 （監護及び教育の権利義務） 

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をす

る権利を有し、義務を負う。 

（照護及教養之權利義務） 

行使親權之人，為子女之利益，

負有照護（原文：監護）及教養

（原文：教育）子女之權利與義

務。 

821 （子の人格の尊重等） 

親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに

当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び

（子女人格之尊重等） 

行使親權之人，為前條所定照護

及教養時，應尊重子女之人格，
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発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の

子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしては

ならない。 

同時考量其年齡及發育程度，且

不得為體罰或其他有害於子女身

心健全發展之言行。 

822 （居所の指定） 

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めな

ければならない。 

（居所之指定） 

子女，應定其居所於行使親權之

人所指定之場所。 

823 （職業の許可） 

Ⅰ子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むこ

とができない。 

Ⅱ親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可

を取り消し、又はこれを制限することができる。 

（職業之許可） 

Ⅰ子女未經行使親權之人之許

可，不得營業。 

Ⅱ行使親權之人，於第 6 條第 2 項

之情形，得撤銷前項許可或限制

之。 

824 （財産の管理及び代表） 

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関

する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子

の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意

を得なければならない。 

（財產之管理與代理） 

行使親權之人，管理子女之財

產，且就關於其財產之法律行

為，代理其子女。但發生以其子

女之行為為目的之債務者，應經

本人同意。 

826 （利益相反行為） 

Ⅰ親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為に

ついては、親権を行う者は、その子のために特別代理人を

選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 

Ⅱ親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合におい

て、その一人と他の子との利益が相反する行為について

は、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任

することを家庭裁判所に請求しなければならない。 

（利益相反行為） 

Ⅰ行使親權之父或母與其子女為

利益相反之行為時，行使親權之

人，應聲請家事裁判所，為子女

選任特別代理人。 

Ⅱ行使親權之人同時對數名子女

行使親權者，其中一人與其他子

女為利益相反之行為時，行使親

權之人，應聲請家事裁判所，為

其一方選任特別代理人。 

830 （第三者が無償で子に与えた財産の管理） 

Ⅰ無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母

にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産

は、父又は母の管理に属しないものとする。 

Ⅱ前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合にお

いて、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判

所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理

者を選任する。 

Ⅲ第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者

の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合にお

（第三人無償給與子女之財產之

管理） 

Ⅰ無償給與子女財產之第三人，

為不讓行使親權之父或母管理之

之意思表示時，該財產不由父或

母管理。 

Ⅱ前項財產，父母均無管理權

者，第三人如未指定管理人時，

家庭裁判所依子女、其親屬或檢

察官之聲請，選任管理人。 
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いて、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同

様とする。 

Ⅳ第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合

について準用する。 

Ⅲ第三人有指定管理人時，其管

理人之權限消滅，或有改任之必

要者，第三人如未另行指定管理

人時，亦與前項同。 

Ⅳ第 27 條至第 29 條之規定，於前

二項情形準用之。 

832 （財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効） 

Ⅰ親権を行った者とその子との間に財産の管理について生

じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行

使しないときは、時効によって消滅する。 

Ⅱ子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合にお

いて子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子

が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起

算する。 

（因財產管理所生親子間債權之

消滅時效） 

Ⅰ行使親權之人與其子女間因財

產管理所生之債權，自其管理權

消滅時起，5 年間不行使而消滅。 

Ⅱ管理權於子女成年前消滅者，

子女無法定代理人時，前項期

間，自子女成年或其法定代理人

就職時起起算。 

 第五章 後見 

第一節 後見の開始 

第五章  監護 

第一節  監護之開始 

838 後見は、次に掲げる場合に開始する。 

① 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権

を行う者が管理権を有しないとき。 

② 後見開始の審判があったとき。 

監護，於下列情形開始。 

① 未成年人無行使親權之人時，

或行使親權之人無管理權時。 

② 有監護開始之審判時。 

 第二節 後見の機関 

第一款 後見人 

第二節  監護之機關 

第一款  監護人 

839 （未成年後見人の指定） 

Ⅰ未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成

年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有し

ない者は、この限りでない。 

Ⅱ親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の

一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすること

ができる。 

（未成年監護人之指定） 

Ⅰ最後對未成年人行使親權之

人，得以遺囑指定未成年監護

人。但無管理權者，不在此限。 

Ⅱ行使親權之父母之一方無管理

權者，他方得依前項規定，指定

未成年監護人。 

840 （未成年後見人の選任） 

Ⅰ前条の規定により未成年後見人となるべき者がないとき

は、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の

利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未

成年後見人が欠けたときも、同様とする。 

Ⅱ未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必

要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成

（未成年監護人之選任） 

Ⅰ依前條規定，無應為未成年監

護人時，家庭裁判所依未成年人

或其親屬，或其他利害關係人之

聲請，選任未成年監護人。未成

年監護人缺位時，亦同。 

Ⅱ雖有未成年監護人，家庭裁判

所認為有必要時，得依前項所定
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年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選

任することができる。 

Ⅲ未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、

心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人とな

る者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の

有無（未成年後見人となる者が法人であるときは、その事

業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年

被後見人との利害関係の有無）、未成年被後見人の意見そ

の他一切の事情を考慮しなければならない。 

之人或未成年監護人之聲請或依

職權，更為未成年監護人之選

任。 

Ⅲ選任未成年監護人時，應考量

未成年人之年齡、身心狀態、生

活及財產狀況，將為監護人之人

之職業、經歷及其與未成年人間

利害關係之有無（將為監護人之

人為法人者，其事業之種類、內

容，以及法人及其代表人與未成

年人間利害關係之有無），未成

年人之意見及其他一切情事。 

841 （父母による未成年後見人の選任の請求） 

父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しく

は母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審

判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生

じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選

任を家庭裁判所に請求しなければならない。 

（父母聲請選任未成年監護人） 

父或母辭任親權或管理權，或受

親權喪失、親權停止或管理權喪

失之審判，因而有選任未成年監

護人之必要時，該父或母應即聲

請家庭裁判所為未成年監護人之

選任。 

842 削除 

 

刪除 

843 （成年後見人の選任） 

Ⅰ家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、

成年後見人を選任する。 

Ⅱ成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見

人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は

職権で、成年後見人を選任する。 

Ⅲ成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判

所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若し

くは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人

を選任することができる。 

Ⅳ成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態

並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及

び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無（成年後見

人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容

並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関

係の有無）、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮

しなければならない。 

（成年監護人之選任） 

Ⅰ家庭裁判所為監護開始之審判

時，應依職權選任成年監護人。 

Ⅱ成年監護人缺位時，家庭裁判

所依成年受監護人或其親屬，或

其他利害關係人之聲請或依職

權，選任成年監護人。 

Ⅲ成年監護人已選任者，家庭裁

判所認為有必要時，得依前項所

定之人或成年監護人之聲請或依

職權，更為成年監護人之選任。 

Ⅳ選任成年監護人時，應考量成

年受監護人之身心狀態、生活及

財產狀況，將為監護人之人之職

業、經歷及其與成年受監護人間

利害關係之有無（將為監護人之

人為法人者，其事業之種類、內
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容，以及法人及其代表人與成年

受監護人間利害關係之有無），

成年受監護人之意見及其他一切

情事。 

844 （後見人の辞任） 

後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を

得て、その任務を辞することができる。 

（監護人之辭任） 

監護人有正當事由時，得經家庭

裁判所之許可，辭任其職務。 

845 （辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求） 

後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選

任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新た

な後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 

（辭任之監護人聲請另行選任監

護人） 

因監護人辭任其職務，而有另行選

任監護人之必要時，該監護人應即

向家庭裁判所聲請另行選任監護

人。 

846 （後見人の解任） 

後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適

しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被

後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は

職権で、これを解任することができる。 

（監護人之解任） 

監護人有不正行為、顯著不當行

為，或其他不適任於監護職務之

事由時，家庭裁判所得依監護監

督人、受監護人或其親屬、檢察

官之聲請或依職權，解任之。 

847 （後見人の欠格事由） 

次に掲げる者は、後見人となることができない。 

① 未成年者 

② 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助

人 

③ 破産者 

④ 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配

偶者及び直系血族 

⑤ 行方の知れない者 

（監護人之消極資格） 

下列之人，不得為監護人： 

① 未成年人。 

② 經家庭裁判所免職之法定代

理人、保佐人或補助人。 

③ 破產者。 

④ 對受監護人進行訴訟或曾為

訴訟之人、其配偶或直系血

親。 

⑤ 行蹤不明者。 

 第二款 後見監督人 第二款  監護監督人 

848 （未成年後見監督人の指定） 

未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成

年後見監督人を指定することができる。 

（未成年監護監督人之指定） 

得指定未成年監護人者，得以遺

囑指定未成年監護監督人。 

849 （後見監督人の選任） 

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、そ

の親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督

人を選任することができる。 

（監護監督人之選任） 

家庭裁判所認為有必要時，得依

受監護人或其親屬，或監護人之

聲請或依職權，選任監護監督

人。 
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850 （後見監督人の欠格事由） 

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人と

なることができない。 

（監護監督人之消極資格） 

監護人之配偶、直系血親及兄弟

姊妹，不得為監護監督人。 

851 （後見監督人の職務） 

後見監督人の職務は、次のとおりとする。 

① 後見人の事務を監督すること。 

② 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判

所に請求すること。 

③ 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 

④ 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反

する行為について被後見人を代表すること。 

（監護監督人之職務） 

監護監督人之職務如下： 

① 監督監護人之職務。 

② 監護人缺位時，應即聲請家庭

裁判所選任之。 

③ 有急迫之情事時，為必要之處

分。 

④ 監護人或其代表人與受監護

人為利益相反之行為時，代理

受監護人。 

852 （委任及び後見人の規定の準用） 

第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八

百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六

十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人につ

いて、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定

は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第

八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後

見監督人について準用する。 

（委任及監護人規定之準用） 

第 644 條、第 654 條、第 655 條、

第 844 條、第 846 條、第 847 條、

第 861 條第 2 項及第 862 條之規

定，於監護監督人準用之；第 840

條第 3 項及第 857 條之 2 之規定，

於未成年監護監督人準用之；第

843 條第 4 項、第 859 條之 2 及第

859 條之 3 之規定，於成年監護監

督人準用之。 

 第三節 後見の事務 第三節  監護之事務 

853 （財産の調査及び目録の作成） 

Ⅰ後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一

箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成し

なければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所にお

いて伸長することができる。 

Ⅱ財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があると

きは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じな

い。 

（財產之調查及清冊之開具） 

Ⅰ監護人應即著手調查受監護人

之財產，於一個月以內完成調查並

開具清冊。但家庭裁判所得為期間

之延長。 

Ⅱ財產之調查及其清冊之開具，

於有監護監督人時，未經其會同

者，不生效力。 

854 （財産の目録の作成前の権限） 

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要

がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもっ

て善意の第三者に対抗することができない。 

（財產清冊開具前之權限） 

監護人於財產清冊開具完成前，

僅得為急迫之必要行為。但不得

以其對抗善意第三人。 

855 （後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務） （對受監護人有債權或債務時之

監護人報明義務） 
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Ⅰ後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負

う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に

着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならな

い。 

Ⅱ後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこ

れを申し出ないときは、その債権を失う。 

Ⅰ監護人對受監護人享有債權或

負有債務者，於有監護監督人時，

應於著手調查財產前，向其報明

之。 

Ⅱ監護人知其對受監護人享有債

權而未報明時，其債權消滅。 

856 （被後見人が包括財産を取得した場合についての準用） 

前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産

を取得した場合について準用する。 

（受監護人取得概括財產時之準

用） 

前三條之規定，於監護人就職

後，受監護人取得概括財產者，

準用之。 

857 （未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務） 

未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに

規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を

有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居

所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこ

れを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その

同意を得なければならない。 

（關於未成年受監護人身上照護

之權利義務） 

未成年監護人就第 820 條至第 823

條所定之事項，與親權人有同一

之權利義務。但變更親權人所定

之教育方法或居所，允許營業、

撤銷營業之允許或限制之者，於

有未成年監護監督人時，應經其

同意。 

857-

2 

（未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等） 

Ⅰ未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行

使する。 

Ⅱ未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権

で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使

すべきことを定めることができる。 

Ⅲ未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権

で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で

又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行

使すべきことを定めることができる。 

Ⅳ家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り

消すことができる。 

Ⅴ未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、

その一人に対してすれば足りる。 

（未成年監護人有數人時其權限

之行使） 

Ⅰ未成年監護人有數人時，共同行

使其權限。 

Ⅱ未成年監護人有數人時，家庭裁

判所得依職權，指定其中部分之人

僅得行使有關財產之權限。 

Ⅲ未成年監護人有數人時，家庭裁

判所得依職權，就有關財產之權

限，指定各未成年監護人單獨或數

人分別執行職務。 

Ⅳ家庭裁判所得依職權，撤銷依前

二項規定所為之指定。 

Ⅴ未成年監護人有數人時，第三

人之意思表示，向其一人為之為

已足。 

858 （成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮） （成年受監護人意思之尊重及身

上事項之考量） 

111



成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の

管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意

思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮

しなければならない。 

成年監護人於執行有關成年受監

護人之生活、療養看護及財產管

理之職務時，應尊重成年受監護

人之意思，並考量其身心狀態與

生活狀況。 

859 （財産の管理及び代表） 

Ⅰ後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に

関する法律行為について被後見人を代表する。 

Ⅱ第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について

準用する。 

（財產管理及代理） 

Ⅰ監護人管理受監護人之財產，並

就關於其財產之法律行為，代理受

監護人。 

Ⅱ第 824 條但書之規定，於前項情

形準用之。 

859-

2 

（成年後見人が数人ある場合の権限の行使等） 

Ⅰ成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、

数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その

権限を行使すべきことを定めることができる。 

Ⅱ家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消

すことができる。 

Ⅲ成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、そ

の一人に対してすれば足りる。 

（成年監護人有數人時其權限之

行使） 

Ⅰ成年監護人有數人時，家庭裁判

所得依職權，指定數人共同或分別

執行職務。 

Ⅱ家庭裁判所得依職權，撤銷依前

項規定所為之指定。 

Ⅲ成年監護人有數人時，第三人

之意思表示，向其一人為之為已

足。 

859-

3 

（成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可） 

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に

供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の

解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするに

は、家庭裁判所の許可を得なければならない。 

（關於成年受監護人之居住用不

動產之處分之許可） 

成年監護人代成年受監護人，就

供其居住之建築物或其基地，為

出售、出租、終止租賃、設定抵

押權或其他準此之處分時，應經

家庭裁判所許可。 

860 （利益相反行為） 

第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただ

し、後見監督人がある場合は、この限りでない。 

（利益相反行為） 

第 826 條之規定，於監護人準用

之。但有監護監督人者，不在此

限。 

860-

2 

（成年後見人による郵便物等の管理） 

Ⅰ家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって

必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信

書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後

見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関

する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第三項に規

（成年監護人就郵件等之管理） 

Ⅰ家庭裁判所認為成年監護人於

執行職務有必要時，得依成年監護

人之聲請，對於從事書信送達之事

業者，就以成年受監護人為收件人

之郵件或依關於民間業者書信送
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定する信書便物（次条において「郵便物等」という。）を

成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。 

Ⅱ前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることがで

きない。 

Ⅲ家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情

に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しく

は成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定す

る嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、

その変更の審判においては、同項の規定による審判におい

て定められた期間を伸長することができない。 

Ⅳ成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第

一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。 

達法第 2 條第 3 項所定之書信郵

件，定一定期間，囑託其應運送至

成年監護人。 

Ⅱ前項所定之囑託期間，不得超過

6 個月。 

Ⅲ家庭裁判所依第 1 項之規定審判

後，有情事變更時，得依成年受監

護人、成年監護人或成年監護監督

人之聲請或依職權，撤銷或變更依

同項規定所為之囑託。但該變更之

審判，不得延長依同項規定審判所

定之期間。 

Ⅳ成年監護人之職務結束時，家

庭裁判所應撤銷依第 1 項規定所為

之囑託。 

860-

3 

Ⅰ成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取

ったときは、これを開いて見ることができる。 

Ⅱ成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後

見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交

付しなければならない。 

Ⅲ成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け

取った第一項の郵便物等（前項の規定により成年被後見人

に交付されたものを除く。）の閲覧を求めることができ

る。 

Ⅰ成年監護人受領以成年受監護

人爲收件人之郵件等時，得開視

之。 

Ⅱ成年監護人所受領之前項郵件

等與其職務無關者，應盡速交付與

成年受監護人。 

Ⅲ成年受監護人對於成年監護

人，得請求閱覽其所受領之第 1 項

郵件等（依前項規定已交付與成

年受監護人者除外）。 

861 （支出金額の予定及び後見の事務の費用） 

Ⅰ後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、

教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき

金額を予定しなければならない。 

Ⅱ後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見

人の財産の中から支弁する。 

（支出金額之預定與監護職務之

費用） 

Ⅰ監護人於就職之初，應就受監護

人之生活、教育或療養看護、財產

管理，預定每年應支出之金額。 

Ⅱ監護人因執行監護職務所需之

必要費用，由受監護人之財產負

擔。 

862 （後見人の報酬） 

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情に

よって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に

与えることができる。 

（監護人之報酬） 

家庭裁判所得按監護人及受監護

人之資力及其他情事，自受監護

人之財產，給付監護人相當之報

酬。 
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863 （後見の事務の監督） 

Ⅰ後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し

後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は

後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査すること

ができる。 

Ⅱ家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族

その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の

財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずる

ことができる。 

（監護職務之監督） 

Ⅰ監護監督人或家庭裁判所得隨

時請求監護人提出監護事務之報

告或財產清冊，或檢查監護事務或

受監護人之財產狀況。 

Ⅱ家庭裁判所得依監護監督人、

受監護人或其親屬，或其他利害

關係人之請求或依職權，就受監

護人之財產管理或其他監護事

務，命為必要之處分。 

864 （後見監督人の同意を要する行為） 

後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一

項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをす

ることに同意するには、後見監督人があるときは、その同

意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元

本の領収については、この限りでない。 

（應經監護監督人同意之行為） 

監護人代受監護人為營業或第 13

條第 1 項各款所列之行為，或同意

未成年受監護人為之者，於有監

護監督人時，應經其同意。但同

項第 1 款所列原本之領回，不在此

限。 

865 Ⅰ後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行

為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この

場合においては、第二十条の規定を準用する。 

Ⅱ前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規

定の適用を妨げない。 

Ⅰ監護人違反前條規定所為之行

為或予以同意之行為，受監護人或

監護人得撤銷之。於此情形，準用

第 20 條之規定。 

Ⅱ前項規定，不妨礙第 121 條至第

126 條規定之適用。 

866 （被後見人の財産等の譲受けの取消し） 

Ⅰ後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の

権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すこ

とができる。この場合においては、第二十条の規定を準用

する。 

Ⅱ前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規

定の適用を妨げない。 

（受讓受監護人財產等之撤銷） 

Ⅰ監護人受讓受監護人之財產或

第三人對受監護人之權利時，受監

護人得撤銷之。於此情形，準用第

20 條之規定。 

Ⅱ前項規定，不妨礙第 121 條至第

126 條規定之適用。 

867 （未成年被後見人に代わる親権の行使） 

Ⅰ未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行

う。 

Ⅱ第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十

一条から前条までの規定は、前項の場合について準用す

る。 

（代未成年受監護人行使親權） 

Ⅰ未成年監護人代未成年受監護

人行使親權。 

Ⅱ第 853 條至第 857 條及第 861 條

至前條之規定，於前項情形準用

之。 

868 （財産に関する権限のみを有する未成年後見人） （僅有財產權限之未成年監護人） 

114



親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人

は、財産に関する権限のみを有する。 

行使親權之人無管理權者，未成

年監護人僅有關於財產之權限。 

869 （委任及び親権の規定の準用） 

第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について

準用する。 

（委任及親權規定之準用） 

第 644 條及第 830 條之規定，於監

護準用之。 

 第四節 後見の終了 第四節  監護之結束 

870 （後見の計算） 

後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人

は、二箇月以内にその管理の計算（以下「後見の計算」と

いう。）をしなければならない。ただし、この期間は、家

庭裁判所において伸長することができる。 

（監護之結算） 

監護人之職務結束時，監護人或

其繼承人，應於 2 個月內就其管理

進行結算（以下稱為「監護之結

算」）。但該期間得由家庭裁判

所延長之。 

871 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをも

ってしなければならない。 

監護之結算，於有監護監督人時，

應於其會同下進行。 

872 （未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消

し） 

Ⅰ未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前

に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契

約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後

見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とす

る。 

Ⅱ第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定

は、前項の場合について準用する。 

（未成年受監護人與未成年監護

人間之契約等之撤銷） 

Ⅰ未成年受監護人於成年後，監護

結算完成前，與未成年監護人或其

繼承人間訂立之契約，受監護人得

撤銷之。其對未成年監護人或其繼

承人所為之單獨行為，亦同。 

Ⅱ第 20 條及第 121 條至第 126 條

之規定，於前項情形準用之。 

873 （返還金に対する利息の支払等） 

Ⅰ後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見

人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、

利息を付さなければならない。 

Ⅱ後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したとき

は、その消費の時から、これに利息を付さなければならな

い。この場合において、なお損害があるときは、その賠償

の責任を負う。 

（對於返還金之利息支付等） 

Ⅰ監護人應返還與受監護人之金

額及受監護人應返還與監護人之

金額，應自監護結算完成時起，附

加利息。 

Ⅱ監護人為自己而消費受監護人

之金錢時，應自其消費時起，附

加利息；如有損害，應負賠償之

責。 

873-

2 

（成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限） 

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必

要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反するこ

とが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理するこ

とができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができ

（成年受監護人死亡後成年監護

人之權限） 

成年受監護人死亡者，除顯然反於

其繼承人之意思者外，至繼承人得

管理繼承財產為止，成年監護人於

必要時，得為下列行為。但為第 3
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る。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所

の許可を得なければならない。 

① 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為 

② 相続財産に属する債務（弁済期が到来しているものに

限る。）の弁済 

③ その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相

続財産の保存に必要な行為（前二号に掲げる行為を除

く。） 

款所列之行為，應經家庭裁判所許

可。 

① 為保存屬於繼承財產之特定

財產所必要之行為。 

② 屬於繼承財產之債務（以清償

期屆至者為限）之清償。 

③ 關於其遺體火葬或埋葬之契

約之締結，或其他保存繼承財

產所必要之行為（前二款所列

之行為除外）。 

874 （委任の規定の準用） 

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見につい

て準用する。 

（委任規定之準用） 

第 654 條及第 655 條之規定，於監

護準用之。 

875 （後見に関して生じた債権の消滅時効） 

Ⅰ第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後

見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効に

ついて準用する。 

Ⅱ前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行

為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。 

（關於監護所生債權之消滅時效） 

Ⅰ第 832 條之規定，於監護人或監

護監督人與受監護人間就監護所

生債權之消滅時效，準用之。 

Ⅱ前項消滅時效，於依第 872 條之

規定撤銷法律行為者，自其撤銷

時起算。 

 第六章 保佐及び補助 

第一節 保佐 

第六章  保佐與補助 

第一節 保佐 

876 （保佐の開始） 

保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 

（保佐之開始） 

保佐，因保佐開始之審判而開

始。 

876-

2 

（保佐人及び臨時保佐人の選任等） 

Ⅰ家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、

保佐人を選任する。 

Ⅱ第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四

条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用

する。 

Ⅲ保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反す

る行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁

判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人があ

る場合は、この限りでない。 

（保佐人及臨時保佐人之選任） 

Ⅰ家庭裁判所為保佐開始之審判

時，依職權選任保佐人。 

Ⅱ第 843條第 2項至第 4項及第 844

條至第 847 條之規定，於保佐人準

用之。 

Ⅲ保佐人或其代表人與受保佐人

為利益相反之行為時，保佐人應

聲請家庭裁判所選任臨時保佐

人。但有保佐監督人者，不在此

限。 

876-

3 

（保佐監督人） （保佐監督人） 
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Ⅰ家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、

その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監

督人を選任することができる。 

Ⅱ第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第

八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、

第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百

五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二

項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用

する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後

見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は

被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるもの

とする。 

Ⅰ家庭裁判所認爲必要時，得依受

保佐人或其親屬或保佐人之聲請

或依職權，選任保佐監督人。 

Ⅱ第 644 條、第 654 條、第 655

條、第 843 條第 4 項、第 844 條、

第 846 條、第 847 條、第 850 條、

第 851 條、第 859 條之 2、第 859

條之 3、第 861 條第 2 項及第 862

條之規定，於保佐監督人準用

之。於此情形，第 851 條第 4 款中

「代理受監護人」讀解為「代理

受保佐人或同意受保佐人為

之」。 

876-

4 

（保佐人に代理権を付与する旨の審判） 

Ⅰ家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若

しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定

の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判を

することができる。 

Ⅱ本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本

人の同意がなければならない。 

Ⅲ家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同

項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 

（賦予保佐人代理權之審判） 

Ⅰ家庭裁判所得因第 11 條本文所

定之人、保佐人或保佐監督人之聲

請，為受保佐人，就特定法律行為

為賦予保佐人代理權之審判。 

Ⅱ因本人以外之人之聲請而為前

項審判時，應經本人同意。 

Ⅲ家庭裁判所得因第 1 項所定之人

之聲請，撤銷同項審判之全部或

一部。 

876-

5 

（保佐の事務及び保佐人の任務の終了等） 

Ⅰ保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の

意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配

慮しなければならない。 

Ⅱ第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条

の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百

六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条た

だし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨

の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用す

る。 

Ⅲ第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八

百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終

了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は

保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた

債権について準用する。 

（保佐職務與保佐人職務結束等） 

Ⅰ保佐人執行保佐職務時，應尊重

受保佐人之意思，且應考量其身心

狀態與生活狀況。 

Ⅱ第 644 條、第 859 條之 2、第 859

條之 3、第 861 條第 2 項、第 862 條

及第 863 條之規定，於保佐職務準

用之；第 824 條但書之規定，於保

佐人基於前條第 1 項賦予代理權之

審判而代理受保佐人者，準用之。 

Ⅲ第 654 條、第 655 條、第 870

條、第 871 條及第 873 條之規定，

於保佐人之職務結束者，準用

之；第 832 條之規定，就保佐人或
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保佐監督人與受保佐人間就保佐

所生債權，準用之。 

 第二節 補助 第二節  補助 

876-

6 

（補助の開始） 

補助は、補助開始の審判によって開始する。 

（補助之開始） 

補助，因補助開始之審判而開始。 

876-

7 

（補助人及び臨時補助人の選任等） 

Ⅰ家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、

補助人を選任する。 

Ⅱ第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四

条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用

する。 

Ⅲ補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反す

る行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁

判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人があ

る場合は、この限りでない。 

（補助人及臨時補助人之選任等） 

Ⅰ家庭裁判所為補助開始之審判

時，依職權選任補助人。 

Ⅱ第 843條第 2項至第 4項及第 844

條至第 847 條之規定，於補助人準

用之。 

Ⅲ補助人或其代表人與受補助人

為利益相反之行為時，補助人應

聲請家庭裁判所選任臨時補助

人。但有補助監督人者，不在此

限。 

876-

8 

（補助監督人） 

Ⅰ家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、

その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監

督人を選任することができる。 

Ⅱ第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第

八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、

第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百

五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二

項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用

する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後

見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は

被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるもの

とする。 

（補助監督人） 

Ⅰ家庭裁判所認爲必要時，得依受

補助人或其親屬或補助人之聲請

或依職權，選任補助監督人。 

Ⅱ第 644 條、第 654 條、第 655

條、第 843 條第 4 項、第 844 條、

第 846 條、第 847 條、第 850 條、

第 851 條、第 859 條之 2、第 859

條之 3、第 861 條第 2 項及第 862

條之規定，於補助監督人準用

之。於此情形，第 851 條第 4 款中

「代理受監護人」讀解為「代理

受補助人或同意受補助人為

之」。 

876-

9 

（補助人に代理権を付与する旨の審判） 

Ⅰ家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補

助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のため

に特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の

審判をすることができる。 

Ⅱ第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の

審判について準用する。 

（賦予補助人代理權之審判） 

Ⅰ家庭裁判所得因第 15 條第 1 項

本文所定之人、補助人或補助監督

人之聲請，為受補助人，就特定法

律行為為賦予補助人代理權之審

判。 

Ⅱ第 876 條之 4 第 2 項及第 3 項之

規定，於前項審判準用之。 
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876-

10 

（補助の事務及び補助人の任務の終了等） 

Ⅰ第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条

の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六

十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務

について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条

第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代

表する場合について準用する。 

Ⅱ第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八

百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終

了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は

補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた

債権について準用する。 

（補助職務與補助人職務結束等） 

Ⅰ第 644 條、第 859 條之 2、第 859

條之 3、第 861 條第 2 項、第 862

條、第 863 條及第 876 條之 5 第 1

項之規定，於補助職務準用之；第

824 條但書之規定，於補助人基於

前條第 1 項賦予代理權之審判而代

理受補助人者，準用之。 

Ⅱ第 654 條、第 655 條、第 870 條、

第 871 條及第 873 條之規定，於補

助人之職務結束者，準用之；第 832

條之規定，就補助人或補助監督人

與受補助人間就補助所生債權，準

用之。 
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關於意定監護契約之法律 

輔仁大學法律學系黃淨愉副教授翻譯 

任意後見契約に関する法律 關於意定監護契約之法律 

1 （趣旨） 

この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特

別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（宗旨） 

本法特別規定意定監護契約之方式、效

力等，並同時規定監督意定監護人之必

要事項。 

2 （定義） 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号の定めるところによる。 

① 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神

上の障害により事理を弁識する能力が不十分な

状況における自己の生活、療養看護及び財産の

管理に関する事務の全部又は一部を委託し、そ

の委託に係る事務について代理権を付与する委

任契約であって、第四条第一項の規定により任

意後見監督人が選任された時からその効力を生

ずる旨の定めのあるものをいう。

② 本人 任意後見契約の委任者をいう。

③ 任意後見受任者 第四条第一項の規定により任

意後見監督人が選任される前における任意後見

契約の受任者をいう。

④ 任意後見人 第四条第一項の規定により任意後

見監督人が選任された後における任意後見契約

の受任者をいう。

（定義） 

本法中，下列各款所列用語之意義，依

該當各款所定者。 

① 意定監護契約：指委任人全部或一

部委託受任人，於其因精神障害致

事理辨識能力不足時，處理其生

活、療養看護及財產管理之相關事

務，並就委託事務賦予代理權之委

任契約；依第 4 條第 1 項之規定，

意定監護監督人被選任時起，發生

效力為宗旨之契約。

② 本人：指意定監護契約之委任人。

③ 意定監護受任人：指依第 4 條第 1

項之規定，意定監護監督人被選任

前之意定監護契約之受任人。

④ 意定監護人：指依第 4 條第 1 項之

規定，意定監護監督人被選任後之

意定監護契約之受任人。

3 （任意後見契約の方式） 

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書

によってしなければならない。 

（意定監護契約之方式） 

意定監護契約，應依法務省令所定樣式

之公證書作成之。 

4 （任意後見監督人の選任） 

Ⅰ任意後見契約が登記されている場合において、精

神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十

分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶

者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求によ

り、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げ

る場合は、この限りでない。 

① 本人が未成年者であるとき。

② 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人で

ある場合において、当該本人に係る後見、保佐

（意定監護監督人之選任） 

Ⅰ意定監護契約經登記者，本人因精神

障害致事理辨識能力不足時，家庭裁判

所依本人、配偶、四親等內之親屬或意

定監護受任人之聲請，選任意定監護監

督人。但下列情形，不在此限。 

① 本人為未成年人時。

② 本人為成年受監護人、受保佐人或

受補助人者，為本人之利益，認為

有繼續該當監護、保佐或補助之特
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又は補助を継続することが本人の利益のため特

に必要であると認めるとき。 

③ 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。 

イ 民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百四

十七条各号（第四号を除く。）に掲げる者 

ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配

偶者並びに直系血族 

ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の

任務に適しない事由がある者 

Ⅱ前項の規定により任意後見監督人を選任する場合

において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補

助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る

後見開始、保佐開始又は補助開始の審判（以下「後

見開始の審判等」と総称する。）を取り消さなけれ

ばならない。 

Ⅲ第一項の規定により本人以外の者の請求により任

意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同

意がなければならない。ただし、本人がその意思を

表示することができないときは、この限りでない。 

Ⅳ任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所

は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求によ

り、又は職権で、任意後見監督人を選任する。 

Ⅴ任意後見監督人が選任されている場合において

も、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前

項に掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意

後見監督人を選任することができる。 

別必要時。 

③ 意定監護受任人為下列之人時。 

1 民法第 847 條各款（第 4 款除外）所列

之人。 

2 對本人進行訴訟或曾為訴訟之人、其

配偶或直系血親。 

3 有不正行為、顯著不當行為，或有其

他不適任於意定監護職務之事由之人 

Ⅱ依前項規定選任意定監護監督人者，

本人為成年受監護人、受保佐人或受補

助人時，家庭裁判所應撤銷其監護開

始、保佐開始或補助開始之審判（以下

總稱為「監護開始之審判等」）。 

Ⅲ依第 1 項之規定依本人以外之人之聲

請選任意定監護監督人時，應先經本人

同意。但本人不能為意思表示時，不在

此限。 

Ⅳ意定監護監督人缺位時，家庭裁判所

依本人或其親屬或意定監護人之聲請或

依職權，選任意定監護監督人。 

Ⅴ意定監護監督人已選任者，家庭裁判

所認為有必要時，得依前項所列之人之

聲請或依職權，更為意定監護監督人之

選任。 

5 （任意後見監督人の欠格事由） 

任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族

及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができ

ない。 

（意定監護監督人之消極資格） 

意定監護受任人或意定監護人之配偶、

直系血親或兄弟姊妹，不得為意定監護

監督人。 

6 （本人の意思の尊重等） 

任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る

事務（以下「任意後見人の事務」という。）を行う

に当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心

身の状態及び生活の状況に配慮しなければならな

い。 

（本人意思之尊重等） 

意定監護人於執行有關第 2 條第 1 款所

定委託事務（以下稱為「意定監護人之

職務）時，應尊重本人之意思，並考量

其身心狀態與生活狀況。 

7 （任意後見監督人の職務等） 

Ⅰ任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。 

（意定監護監督人之職務等） 

Ⅰ意定監護監督人之職務如下： 
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① 任意後見人の事務を監督すること。 

② 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的

に報告をすること。 

③ 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権

の範囲内において、必要な処分をすること。 

④ 任意後見人又はその代表する者と本人との利益

が相反する行為について本人を代表すること。 

Ⅱ任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し

任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の

事務若しくは本人の財産の状況を調査することがで

きる。 

Ⅲ家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意

後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告

を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状

況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務につ

いて必要な処分を命ずることができる。 

Ⅳ民法第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五

十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、

第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条

の二、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の

規定は、任意後見監督人について準用する。 

① 監督監護人之職務。 

② 定期向家庭裁判所報告意定監護人

之職務 

③ 有急迫之情事時，在意定監護人之

代理權範圍內，為必要之處分。 

④ 意定監護人或其代表人與本人為利

益相反之行為時，代理本人。 

Ⅱ意定監護監督人得隨時請求意定監護

人提出監護事務之報告，或檢查監護事

務或本人之財產狀況。 

Ⅲ家庭裁判所認為必要時，得請求意定

監護監督人提出監護事務之報告，命其

檢查監護事務或本人之財產狀況，或命

其為其他關於意定監護監督人之職務之

必要處分。 

Ⅳ民法第 644 條、第 654 條、第 655

條、第 843 條第 4 項、第 844 條、第 846

條、第 847 條、第 859 條之 2、第 861 條

第 2 項及第 862 條之規定，於意定監護

監督人準用之。 

8 （任意後見人の解任） 

任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その

任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、

任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求

により、任意後見人を解任することができる。 

（監護人之解任） 

意定監護人有不正行為、顯著不當行

為，或其他不適任於監護職務之事由

時，家庭裁判所得依意定監護監督人、

本人或其親屬、檢察官之聲請，解任

之。 

9 （任意後見契約の解除） 

Ⅰ第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任

される前においては、本人又は任意後見受任者は、

いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任

意後見契約を解除することができる。 

Ⅱ第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任

された後においては、本人又は任意後見人は、正当

な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得

て、任意後見契約を解除することができる。 

（意定監護契約之解除） 

Ⅰ依第 4 条第 1 項之規定選任意定監護

監督人前，本人或意定監護受任人得隨

時以經公證人認證之書面，解除意定監

護契約。 

Ⅱ依第 4 条第 1 項之規定選任意定監護

監督人後，本人或意定監護人有正當理

由者，得經法院許可解除意定監護契

約。 

10 （後見、保佐及び補助との関係） （與監護、保佐及補助之關係） 
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Ⅰ任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁

判所は、本人の利益のため特に必要があると認める

ときに限り、後見開始の審判等をすることができ

る。 

Ⅱ前項の場合における後見開始の審判等の請求は、

任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人も

することができる。 

Ⅲ第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任

された後において本人が後見開始の審判等を受けた

ときは、任意後見契約は終了する。 

Ⅰ意定監護契約經登記者，家庭裁判所

認為為本人之利益有特別必要時，始得

為監護開始之審判等。 

Ⅱ於前項情形，意定監護受任人、意定

監護人或意定監護監督人，亦得聲請監

護開始之審判等。 

Ⅲ依第 4 條第 1 項之規定選任意定監護

監督人後，本人受監護開始之審判等

時，意定監護契約終止。 

11 （任意後見人の代理権の消滅の対抗要件） 

任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、

善意の第三者に対抗することができない。 

（意定監護人代理權消滅之對抗要件） 

意定監護人之代理權之消滅，非經登

記，不得對抗善意第三人。
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成年後見制度

いざという時のために
知って安心

成年後見登記制度

せい ど

とき

し あん しん

せいけんこうねん

せい どせいき

ほう む しょう みん じ きょく

とうけんこうねん

法務省民事局

附錄四  日本法務省成年監護制度、成年監護登記制度宣傳手冊  
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見
けん

制
せい

度
ど

制
せい

度
ど

の概
がい

要
よう

本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

になった
後
あと

に、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

によって選
せん

任
にん

さ
れた成

せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

が本
ほん

人
にん

を法
ほう

律
りつ

的
てき

に支
し

援
えん

する制
せい

度
ど

（本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

に応
おう

じて、「後
こう

見
けん

」、「保
ほ

佐
さ

」、「補
ほ

助
じょ

」の３つの制
せい

度
ど

がある。）

本
ほん

人
にん

が十
じゅう

分
ぶん

な判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

を有
ゆう

する時
とき

に、あらかじめ、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

とな
る方

かた

や将
しょう

来
らい

その方
かた

に委
い

任
にん

する事
じ

務
む

（本
ほん

人
にん

の生
せい

活
かつ

、療
りょう

養
よう

看
かん

護
ご

及
およ

び財
ざい

産
さん

管
かん

理
り

に関
かん

する事
じ

務
む

）の内
ない

容
よう

を定
さだ

めてお
き、本

ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

になっ
た後

あと

に、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

がこれらの事
じ

務
む

を本
ほん

人
にん

に代
か

わって行
おこな

う制
せい

度
ど

申
もうし

立
たて

手
て

続
つづき

家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

に後
こう

見
けん

等
とう

の開
かい

始
し

の申
もうし

立
た

てを行
おこな

う必
ひつ

要
よう

①�本
ほん

人
にん

と任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる方
かた

との間
あいだ

で、本
ほん

人
にん

の生
せい

活
かつ

、療
りょう

養
よう

看
かん

護
ご

及
およ

び財
ざい

産
さん

管
かん

理
り

に関
かん

する事
じ

務
む

について任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

に代
だい

理
り

権
けん

を与
あた

える内
ない

容
よう

の契
けい

約
やく

（任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

）を締
てい

結
けつ

➡�この契
けい

約
やく

は、公
こう

証
しょう

人
にん

が作
さく

成
せい

する
公
こう

正
せい

証
しょう

書
しょ

により締
てい

結
けつ

することが
必
ひつ

要
よう

②�本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

になっ
た後

あと

に、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

に対
たい

し、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

の選
せん

任
にん

の申
もうし

立
た

て

申
もうし

立
た

てをすることが
できる方

かた
本
ほん

人
にん

、配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

、四
よん

親
しん

等
とう

内
ない

の親
しん

族
ぞく

、
検
けん

察
さつ

官
かん

、市
し

町
ちょう

村
そん

長
ちょう

など
本
ほん

人
にん

、配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

、四
よん

親
しん

等
とう

内
ない

の親
しん

族
ぞく

、
任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる方
かた

（注
ちゅう

１）

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

、�
任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

の権
けん

限
げん

制
せい

度
ど

に応
おう

じて、一
いっ

定
てい

の範
はん

囲
い

内
ない

で代
だい

理
り

したり、本
ほん

人
にん

が締
てい

結
けつ

した契
けい

約
やく

を
取
と

り消
け

すことができる。

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

で定
さだ

めた範
はん

囲
い

内
ない

で代
だい

理
り

することができるが、本
ほん

人
にん

が締
てい

結
けつ

した契
けい

約
やく

を取
と

り消
け

すことはでき
ない。

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

等
とう

（注
ちゅう

２）
の選

せん

任
にん

必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の判
はん

断
だん

で
選
せん

任
にん

全
ぜん

件
けん

で選
せん

任
にん

（注
ちゅう

１）   本
ほん

人
にん

以
い

外
がい

の方
かた

の申
もうし

立
た

てにより任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

の選
せん

任
にん

の審
しん

判
ぱん

をするには、本
ほん

人
にん

の同
どう

意
い

が必
ひつ

要
よう

です。ただし、本
ほん

人
にん

が
意
い

思
し

を表
ひょう

示
じ

することができないときは必
ひつ

要
よう

ありません。
（注

ちゅう

２）   後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

等
とう

＝ 任
にん

意
い

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

における任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

 
法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

における後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

、保
ほ

佐
さ

監
かん

督
とく

人
にん

、補
ほ

助
じょ

監
かん

督
とく

人
にん

2
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法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

とは、どんな制
せい

度
ど

ですか？Q3

本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

の程
てい

度
ど

に応
おう

じて、「後
こう

見
けん

」、「保
ほ

佐
さ

」、「補
ほ

助
じょ

」の３つの制
せい

度
ど

が用
よう

意
い

されています。
「後

こう

見
けん

」、「保
ほ

佐
さ

」、「補
ほ

助
じょ

」の主
おも

な違
ちが

いは、次
つぎ

の表
ひょう

のとおりです。

後
こう

見
けん

保
ほ

佐
さ

補
ほ

助
じょ

対
たい

象
しょう

となる方
かた

判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が欠
か

けてい
るのが通

つう

常
じょう

の状
じょう

態
たい

の
方
かた

判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が著
いちじる

しく不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

な方
かた

判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

な
方
かた

申
もうし

立
た

てをすることが�
できる方

かた

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の�
同
どう

意
い

が必
ひつ

要
よう

な行
こう

為
い

(注
ちゅう

４)

民
みん

法
ぽう

13条
じょう

１項
こう

所
しょ

定
てい

の
行
こう

為
い

(注
ちゅう

５)(注
ちゅう

６)(注
ちゅう

７)

申
もうし

立
た

ての範
はん

囲
い

内
ない

で家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が審
しん

判
ぱん

で定
さだ

める「特
とく

定
てい

の法
ほう

律
りつ

行
こう

為
い

」(民
みん

法
ぽう

13条
じょう

１項
こう

所
しょ

定
てい

の行
こう

為
い

の一
いち

部
ぶ

)(注
ちゅう

３)(注
ちゅう

５)(注
ちゅう

７)

取
とり

消
け

しが可
か

能
のう

な行
こう

為
い

日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に関
かん

する行
こう

為
い

以
い

外
がい

の行
こう

為
い

(注
ちゅう

４)
同
どう

上
じょう

(注
ちゅう

５)(注
ちゅう

６)(注
ちゅう

７)
同
どう

上
じょう

(注
ちゅう

５)(注
ちゅう

７)

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

に�
与
あた

えられる�
代
だい

理
り

権
けん

の範
はん

囲
い

財
ざい

産
さん

に関
かん

するすべての
法
ほう

律
りつ

行
こう

為
い

申
もうし

立
た

ての範
はん

囲
い

内
ない

で家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が審
しん

判
ぱん

で定
さだ

める「特
とく

定
てい

の法
ほう

律
りつ

行
こう

為
い

」(注
ちゅう

３)

同
どう

左
さ

(注
ちゅう

３)

(注
ちゅう

３)   本
ほん

人
にん

以
い

外
がい

の方
かた

の申
もうし

立
た

てにより、保
ほ

佐
さ

人
にん

に代
だい

理
り

権
けん

を与
あた

える審
しん

判
ぱん

をする場
ば

合
あい

、本
ほん

人
にん

の同
どう

意
い

が必
ひつ

要
よう

になります。補
ほ

助
じょ

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

や補
ほ

助
じょ

人
にん

に同
どう

意
い

権
けん

・代
だい

理
り

権
けん

を与
あた

える審
しん

判
ぱん

をする場
ば

合
あい

も同
おな

じです。
(注

ちゅう

４)   成
せい

年
ねん

被
ひ

後
こう

見
けん

人
にん

が契
けい

約
やく

等
とう

の法
ほう

律
りつ

行
こう

為
い

（日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に関
かん

する行
こう

為
い

を除
のぞ

きます。）をした場
ば

合
あい

には、仮
かり

に成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

の同
どう

意
い

があったとしても、後
あと

で取
と

り消
け

すことができます。
(注

ちゅう

５)   民
みん

法
ぽう

13条
じょう

１項
こう

では、借
しゃっ

金
きん

、訴
そ

訟
しょう

行
こう

為
い

、相
そう

続
ぞく

の承
しょう

認
にん

・放
ほう

棄
き

、新
しん

築
ちく

・改
かい

築
ちく

・増
ぞう

築
ちく

などの行
こう

為
い

が挙
あ

げられています。
(注

ちゅう

６)   家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の審
しん

判
ぱん

により、民
みん

法
ぽう

13条
じょう

１項
こう

所
しょ

定
てい

の行
こう

為
い

以
い

外
がい

についても、同
どう

意
い

権
けん

・取
とり

消
けし

権
けん

の範
はん

囲
い

とすることができます。
(注

ちゅう

７)   日
にち

用
よう

品
ひん

の購
こう

入
にゅう

など日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に関
かん

する行
こう

為
い

は除
のぞ

かれます。

本
ほん

人
にん

、配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

、四
よん

親
しん

等
とう

内
ない

の親
しん

族
ぞく

、検
けん

察
さつ

官
かん

、市
し

町
ちょう

村
そん

長
ちょう

など（注
ちゅう

３）
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法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

の事
じ

例
れい

　本
ほん

人
にん

は２年
ねん

前
まえ

に統
とう

合
ごう

失
しっ

調
ちょう

症
しょう

を発
はっ

症
しょう

し、半
はん

年
とし

前
まえ

から幻
げん

覚
かく

や妄
もう

想
そう

等
とう

の症
しょう

状
じょう

が悪
あっ

化
か

したため、入
にゅう

院
いん

していま
す。本

ほん

人
にん

の家
か

族
ぞく

構
こう

成
せい

は母
はは

一
ひと

人
り

子
こ

一
ひと

人
り

であったところ、その母
はは

が２か月
げつ

前
まえ

に死
し

亡
ぼう

しました。唯
ゆい

一
いつ

の親
しん

族
ぞく

で
ある叔

お

母
ば

は、引
ひ

き続
つづ

き本
ほん

人
にん

が生
せい

活
かつ

に必
ひつ

要
よう

な医
い

療
りょう

や福
ふく

祉
し

サービスを受
う

けられるようにしたり、本
ほん

人
にん

が亡
ぼう

母
ぼ

から相
そう

続
ぞく

した自
じ

宅
たく

の登
とう

記
き

手
て

続
つづき

や自
じ

動
どう

車
しゃ

の処
しょ

分
ぶん

等
とう

を行
おこな

えるようにしたりするため、後
こう

見
けん

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
た

てをしました。
　家

か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の審
しん

理
り

を経
へ

て、本
ほん

人
にん

について後
こう

見
けん

が開
かい

始
し

されました。そして、叔
お

母
ば

は遠
えん

方
ぽう

に居
きょ

住
じゅう

している
ことから成

せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

になることは困
こん

難
なん

であり、後
こう

見
けん

事
じ

務
む

として、不
ふ

動
どう

産
さん

の登
とう

記
き

手
て

続
つづき

等
とう

が想
そう

定
てい

されたこと
から、司

し

法
ほう

書
しょ

士
し

が成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

に選
せん

任
にん

されました。
　本

ほん

人
にん

は、退
たい

院
いん

後
ご

は住
す

み慣
な

れた自
じ

宅
たく

で引
ひ

き続
つづ

き生
せい

活
かつ

をしたいという意
い

向
こう

を有
ゆう

していたため、成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

は、その意
い

向
こう

を尊
そん

重
ちょう

し、自
じ

宅
たく

は売
ばい

却
きゃく

せずに、維
い

持
じ

費
ひ

のかかる自
じ

動
どう

車
しゃ

だけを売
ばい

却
きゃく

することにしました。

❶本
ほん

人
にん

の状
じょう

況
きょう

：統
とう

合
ごう

失
しっ

調
ちょう

症
しょう

　　❷申
もうし

立
たて

人
にん

：叔
お

母
ば

❸成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

：司
し

法
ほう

書
しょ

士
し後

こう

見
けん

開
かい

始
し

事
じ

例
れい

　本
ほん

人
にん

は１年
ねん

前
まえ

に夫
おっと

を亡
な

くしてから一
ひと

人
り

暮
ぐ

らしをしていました。以
い

前
ぜん

から物
もの

忘
わす

れが見
み

られましたが、最
さい

近
きん

症
しょう

状
じょう

が進
すす

み、買
かい

物
もの

の際
さい

に１万
まん

円
えん

札
さつ

を出
だ

したか５千
せん

円
えん

札
さつ

を出
だ

したか、わからなくなることが多
おお

くなり、日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に支
し

障
しょう

が出
で

てきたため、長
ちょう

男
なん

家
か

族
ぞく

と同
どう

居
きょ

することになりました。本
ほん

人
にん

は、住
す

んでいた自
じ

宅
たく

が老
ろう

朽
きゅう

化
か

し
ていることもあり、この際

さい

自
じ

宅
たく

の土
と

地
ち

、建
たて

物
もの

を売
う

りたいと長
ちょう

男
なん

に相
そう

談
だん

しました。そこで、長
ちょう

男
なん

は、保
ほ

佐
さ

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
た

てをし、併
あわ

せて土
と

地
ち

、建
たて

物
もの

を売
ばい

却
きゃく

することについて代
だい

理
り

権
けん

付
ふ

与
よ

の審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
た

てをしました。
　家

か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の審
しん

理
り

を経
へ

て、本
ほん

人
にん

について保
ほ

佐
さ

が開
かい

始
し

され、長
ちょう

男
なん

が保
ほ

佐
さ

人
にん

に選
せん

任
にん

されました。長
ちょう

男
なん

は、
家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

から居
きょ

住
じゅう

用
よう

不
ふ

動
どう

産
さん

の処
しょ

分
ぶん

についての許
きょ

可
か

の審
しん

判
ぱん

を受
う

け、本
ほん

人
にん

の自
じ

宅
たく

を売
ばい

却
きゃく

する手
て

続
つづき

を進
すす

める
ことができました。

❶本
ほん

人
にん

の状
じょう

況
きょう

：中
ちゅう

程
てい

度
ど

の認
にん

知
ち

症
しょう

の症
しょう

状
じょう

　　❷申
もうし

立
たて

人
にん

：長
ちょう

男
なん

❸保
ほ

佐
さ

人
にん

：申
もうし

立
たて

人
にん保

ほ

佐
さ

開
かい

始
し

事
じ

例
れい

　本
ほん

人
にん

は、最
さい

近
きん

お米
こめ

を研
と

がずに炊
た

いてしまうなど、家
か

事
じ

の失
しっ

敗
ぱい

がみられるようになり、また、貸
かし

金
きん

業
ぎょう

者
しゃ

からの借
しゃっ

金
きん

を繰
く

り返
かえ

すようになりました。困
こま

った長
ちょう

男
なん

が家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

に申
もうし

立
た

てをし、併
あわ

せて本
ほん

人
にん

が他
た

人
にん

か
らお金

かね

を借
か

りたり、他
た

人
にん

の借
しゃっ

金
きん

の保
ほ

証
しょう

人
にん

となることについて同
どう

意
い

権
けん

付
ふ

与
よ

の審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
た

てをしました。
　家

か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の審
しん

理
り

を経
へ

て、本
ほん

人
にん

について補
ほ

助
じょ

が開
かい

始
し

され、長
ちょう

男
なん

が補
ほ

助
じょ

人
にん

に選
せん

任
にん

されて同
どう

意
い

権
けん

が与
あた

えら
れました。その結

けっ

果
か

、本
ほん

人
にん

が長
ちょう

男
なん

に断
ことわ

りなく貸
かし

金
きん

業
ぎょう

者
しゃ

から借
しゃっ

金
きん

をしたような場
ば

合
あい

には、長
ちょう

男
なん

がその契
けい

約
やく

を取
と

り消
け

すことができるようになりました。

❶本
ほん

人
にん

の状
じょう

況
きょう

：軽
けい

度
ど

の認
にん

知
ち

症
しょう

の症
しょう

状
じょう

　　❷申
もうし

立
たて

人
にん

：長
ちょう

男
なん

❸補
ほ

助
じょ

人
にん

：申
もうし

立
たて

人
にん補

ほ

助
じょ

開
かい

始
し

事
じ

例
れい

4
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成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

には、どのような人
ひと

が 
選
えら

ばれるのでしょうか？Q4

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の役
やく

割
わり

は何
なん

ですか？Q5

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

は、本
ほん

人
にん

のためにどのような保
ほ

護
ご

・支
し

援
えん

が必
ひつ

要
よう

かなどの事
じ

情
じょう

に応
おう

じて、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が選
せん

任
にん

することにな
ります。本

ほん

人
にん

の親
しん

族
ぞく

以
い

外
がい

にも、法
ほう

律
りつ

・福
ふく

祉
し

の専
せん

門
もん

家
か

や市
し

民
みん

後
こう

見
けん

人
にん

その他
た

の第
だい

三
さん

者
しゃ

や、福
ふく

祉
し

関
かん

係
けい

の公
こう

益
えき

法
ほう

人
じん

その他
た

の法
ほう

人
じん

が選
えら

ばれる
場
ば

合
あい

があります。成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

を複
ふく

数
すう

選
えら

ぶことも可
か

能
のう

です。また、
成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

を監
かん

督
とく

する成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

などが選
えら

ばれることもあ
ります。
　なお、後

こう

見
けん

開
かい

始
し

等
とう

の審
しん

判
ぱん

を申
もう

し立
た

てた人
ひと

において特
とく

定
てい

の人
ひと

が成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

に選
えら

ばれることを希
き

望
ぼう

していた場
ば

合
あい

であっても、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が希
き

望
ぼう

どおりの人
ひと

を成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

に選
せん

任
にん

するとは限
かぎ

りません。
希
き

望
ぼう

に沿
そ

わない人
ひと

が成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

に選
せん

任
にん

された場
ば

合
あい

であっても、
そのことを理

り

由
ゆう

に後
こう

見
けん

開
かい

始
し

等
とう

の審
しん

判
ぱん

に対
たい

して不
ふ

服
ふく

申
もうし

立
た

てをするこ
とはできませんので、ご注

ちゅう

意
い

ください。

A

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

は、本
ほん

人
にん

の生
せい

活
かつ

・医
い

療
りょう

・介
かい

護
ご

・福
ふく

祉
し

など、本
ほん

人
にん

の身
み

のまわりの事
こと

柄
がら

にも目
め

を配
くば

りながら
本
ほん

人
にん

を保
ほ

護
ご

・支
し

援
えん

します。具
ぐ

体
たい

的
てき

には、本
ほん

人
にん

の不
ふ

動
どう

産
さん

や預
よ

貯
ちょ

金
きん

などの財
ざい

産
さん

を管
かん

理
り

したり、本
ほん

人
にん

の希
き

望
ぼう

や体
からだ

の状
じょう

態
たい

、生
せい

活
かつ

の様
よう

子
す

等
とう

を考
こう

慮
りょ

して、必
ひつ

要
よう

な福
ふく

祉
し

サービスや医
い

療
りょう

が受
う

け
られるよう、介

かい

護
ご

契
けい

約
やく

の締
てい

結
けつ

や医
い

療
りょう

費
ひ

の支
し

払
はらい

などを行
おこな

った
りします。もっとも、食

しょく

事
じ

の世
せ

話
わ

や実
じっ

際
さい

の介
かい

護
ご

などは、一
いっ

般
ぱん

に成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の職
しょく

務
む

ではありません。
　また、成

せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

はその事
じ

務
む

について家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

に報
ほう

告
こく

するなどして、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の監
かん

督
とく

を受
う

けることになります。

A

保護・支援
ほ ご し えん

せい ねんこう けん にん とう

成年後見人等

ほん にん

本人
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成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

の申
もうし

立
た

てをする方
かた

がいない場
ば

合
あい

は、 
どうすればよいのでしょうか？Q6

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

や保
ほ

佐
さ

制
せい

度
ど

を 
利
り

用
よう

した場
ば

合
あい

には、資
し

格
かく

などの 
制
せい

限
げん

はありますか？

Q7

株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

の取
とり

締
しまり

役
やく

をしていますが、 
後
こう

見
けん

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

を受
う

けた後
あと

も、 
取
とり

締
しまり

役
やく

を続
つづ

けられるのでしょうか？

Q8

身
み

寄
よ

りがないなどの理
り

由
ゆう

で、申
もうし

立
た

てをする方
かた

がいない認
にん

知
ち

症
しょう

の高
こう

齢
れい

者
しゃ

、知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

者
しゃ

、精
せい

神
しん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

の方
かた

の保
ほ

護
ご

・支
し

援
えん

を図
はか

るため、市
し

町
ちょう

村
そん

長
ちょう

等
とう

に法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

（後
こう

見
けん

・保
ほ

佐
さ

・補
ほ

助
じょ

）の開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
たて

権
けん

が与
あた

えられています。

A

これまで、各
かく

種
しゅ

の法
ほう

律
りつ

において、成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

又
また

は保
ほ

佐
さ

制
せい

度
ど

を利
り

用
よう

することにより、医
い

師
し

、税
ぜい

理
り

士
し

等
とう

の資
し

格
かく

や公
こう

務
む

員
いん

等
とう

の地
ち

位
い

を失
うしな

うなど、本
ほん

人
にん

の権
けん

利
り

を制
せい

限
げん

する規
き

定
てい

が定
さだ

められていました
が、令

れい

和
わ

元
がん

年
ねん

に「成
せい

年
ねん

被
ひ

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の権
けん

利
り

の制
せい

限
げん

に係
かか

る措
そ

置
ち

の適
てき

正
せい

化
か

等
とう

を図
はか

るための関
かん

係
けい

法
ほう

律
りつ

の整
せい

備
び

に
関
かん

する法
ほう

律
りつ

」等
とう

が成
せい

立
りつ

し、上
じょう

記
き

権
けん

利
り

を制
せい

限
げん

する規
き

定
てい

は削
さく

除
じょ

されました。今
こん

後
ご

は、各
かく

資
し

格
かく

・職
しょく

種
ぎょう

・営
えい

業
ぎょう

許
きょ

可
か

等
とう

に必
ひつ

要
よう

な能
のう

力
りょく

の有
う

無
む

については、個
こ

別
べつ

に判
はん

断
だん

されることになります（注
ちゅう

８）。

（注
ちゅう

８）   ただし、株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

の取
とり

締
しまり

役
やく

等
とう

については、Ｑ８のとおりです。

A

令
れい

和
わ

元
がん

年
ねん

に「会
かい

社
しゃ

法
ほう

の一
いち

部
ぶ

を改
かい

正
せい

する法
ほう

律
りつ

」等
とう

が成
せい

立
りつ

し、成
せい

年
ねん

被
ひ

後
こう

見
けん

人
にん

及
およ

び被
ひ

保
ほ

佐
さ

人
にん

も株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

の取
とり

締
しまり

役
やく

に就
しゅう

任
にん

できることとなりました。もっとも、取
とり

締
しまり

役
やく

等
とう

は、その資
し

質
しつ

や能
のう

力
りょく

等
とう

を踏
ふ

ま
えて株

かぶ

主
ぬし

総
そう

会
かい

で選
せん

任
にん

されるため、取
とり

締
しまり

役
やく

等
とう

への就
しゅう

任
にん

後
ご

に判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が低
てい

下
か

して後
こう

見
けん

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

を受
う

けた
場
ば

合
あい

には、一
いっ

旦
たん

はその地
ち

位
い

を失
うしな

うこととされており、再
ふたた

び取
とり

締
しまり

役
やく

等
とう

に就
しゅう

任
にん

するためには、改
あらた

めて株
かぶ

主
ぬし

総
そう

会
かい

の決
けつ

議
ぎ

等
とう

の所
しょ

定
てい

の手
て

続
つづき

を経
へ

る必
ひつ

要
よう

があります。

A

後見開始の審判
けんこう かい し ぱんしん

再　任
さい にんい

取締役等の
地位を失う

とりしまりやくとう

ち うしな

ぎ

株主総会の決議等の
所定の手続

かぶ ぬし そうかい けつ

ていしょ つづきて

とう

6
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任
にん

意
い

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

とは、どんな制
せい

度
ど

ですか？Q9

本
ほん

人
にん

が十
じゅう

分
ぶん

な判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

を有
ゆう

する時
とき

に、あらかじめ、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる方
かた

や将
しょう

来
らい

その方
かた

に委
い

任
にん

す
る事

じ

務
む

の内
ない

容
よう

を公
こう

正
せい

証
しょう

書
しょ

による契
けい

約
やく

で定
さだ

めておき、本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

になった後
あと

に、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

が委
い

任
にん

された事
じ

務
む

を本
ほん

人
にん

に代
か

わって行
おこな

う制
せい

度
ど

です。

A

本人
ほん にん

公証人
こうしょうにん

東京法務局
きょうとう ほう きょくむ

にん い こうけんけいやく

こうせいしょうしょさくせい
任意後見契約の
公正証書作成

とう き

登　記

にん い こうけんけいやく

任意後見契約

にん い こう けん じゅ にんしゃ

任意後見受任者

にん い こう けん じゅ にんしゃ

任意後見受任者

にん い こうけんけいやく

任意後見契約

嘱  

託

し
ょ
く

た
く

ほん にん じゅう ぶん はん だん のう りょく ときゆう

本人が十分な判断能力を有する時

本人
ほん にん

ほん にん はん だん のう りょく ときかてい

本人の判断能力が低下した時

本人
ほん にん にん い こう けん にん

任意後見人

にん い こう けん かい し

任意後見の開始

家庭裁判所
ていか さい しょばん にん い こう けん かん とく にん

任意後見監督人

にん い こう けん かん とく にん

任意後見監督人

任意後見監督人
選任の申立て

（本人、任意後見
受任者等から）

任意後見
監督人を
選任

にん い こうけん かん とくにん

にん いほんにん こう けん

にん い こう けん

かん とく にん

せん にん
じゅ にんしゃとう

せん もうしたにん

監督
かん とく

保護・支援
ほ ご し えん
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任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

はいつから委
い

任
にん

された事
じ

務
む

を
始
はじ

めるのですか？Q10

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

の役
やく

割
わり

は何
なん

ですか？Q11

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

にはどのような人
ひと

が 
選
えら

ばれるのでしょうか？Q12

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

は、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

を選
せん

任
にん

した時
とき

から効
こう

力
りょく

が生
しょう

じます。任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

は、この時
とき

から、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

で委
い

任
にん

された事
じ

務
む

を本
ほん

人
にん

に代
か

わって行
おこな

います。
　なお、任

にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる方
かた

は、本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が低
てい

下
か

した場
ば

合
あい

には、速
すみ

やかに任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

の�
選
せん

任
にん

の申
もうし

立
た

てをすることが求
もと

められます。

A

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

の役
やく

割
わり

は、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

が任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

の内
ない

容
よう

どおり、適
てき

正
せい

に仕
し

事
ごと

をしているか
を、任

にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

から財
ざい

産
さん

目
もく

録
ろく

などを提
てい

出
しゅつ

させるなどして監
かん

督
とく

することです。また、本
ほん

人
にん

と任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

の利
り

益
えき

が相
そう

反
はん

する法
ほう

律
りつ

行
こう

為
い

を行
おこな

うときに、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

が本
ほん

人
にん

を代
だい

理
り

します。任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

はその事
じ

務
む

について家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

に報
ほう

告
こく

するなどして、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の監
かん

督
とく

を受
う

けることになります。

A

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

は、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

によって選
せん

任
にん

されますが、その役
やく

割
わり

等
とう

から、本
ほん

人
にん

の親
しん

族
ぞく

等
とう

では
なく、第

だい

三
さん

者
しゃ

（弁
べん

護
ご

士
し

、司
し

法
ほう

書
しょ

士
し

、社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

士
し

等
とう

の専
せん

門
もん

職
しょく

や法
ほう

律
りつ

、福
ふく

祉
し

に関
かか

わる法
ほう

人
じん

など）が
選
えら

ばれることが多
おお

くなっています。なお、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる方
かた

や、その近
ちか

い親
しん

族
ぞく

（任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる
方
かた

の配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

、直
ちょっ

系
けい

血
けつ

族
ぞく

及
およ

び兄
きょう

弟
だい

姉
し

妹
まい

）等
とう

は任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

にはなれません。

A

　本
ほん

人
にん

は、記
き

憶
おく

力
りょく

や体
たい

力
りょく

に衰
おとろ

えを感
かん

じ始
はじ

めたことなどから、将
しょう

来
らい

に備
そな

えて、できる限
かぎ

り自
じ

宅
たく

で生
せい

活
かつ

を続
つづ

けた
いといった生

せい

活
かつ

に関
かん

する希
き

望
ぼう

などを伝
つた

えた上
うえ

で、長
ちょう

女
じょ

との間
あいだ

で任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

を結
むす

びました。その数
すう

か月
げつ

後
ご

、
本
ほん

人
にん

は脳
のう

梗
こう

塞
そく

で倒
たお

れ、左
ひだり

半
はん

身
しん

が麻
ま

痺
ひ

するとともに、認
にん

知
ち

症
しょう

の症
しょう

状
じょう

も現
あらわ

れました。そのため、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

の
相
あい

手
て

方
がた

である長
ちょう

女
じょ

が任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

選
せん

任
にん

の審
しん

判
ぱん

を申
もう

し立
た

て、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の審
しん

理
り

を経
へ

て、弁
べん

護
ご

士
し

が任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

に選
せん

任
にん

されました。
　長

ちょう

女
じょ

は、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

として、事
じ

前
ぜん

に把
は

握
あく

していた本
ほん

人
にん

の意
い

向
こう

を尊
そん

重
ちょう

し、本
ほん

人
にん

が在
ざい

宅
たく

で福
ふく

祉
し

サービスを受
う

け
られるようにしました。

❶本
ほん

人
にん

の状
じょう

況
きょう

：脳
のう

梗
こう

塞
そく

による認
にん

知
ち

症
しょう

の症
しょう

状
じょう

　　❷任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

：長
ちょう

女
じょ

❸任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

：弁
べん

護
ご

士
し

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

 
選
せん

任
にん

事
じ

例
れい

8
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法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

を利
り

用
よう

したいのですが、 
法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
た

てに必
ひつ

要
よう

な 
費
ひ

用
よう

はどのくらいかかるのでしょうか？

Q13

後
こう

　見
けん

保
ほ

　佐
さ

補
ほ

　助
じょ

申
もうし

立
たて

手
て

数
すう

料
りょう

（収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

） 800円
えん

800円
えん

（注
ちゅう

９） 800円
えん

（注
ちゅう

10）

登
とう

記
き

手
て

数
すう

料
りょう

（収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

）※ 2,600円
えん

2,600円
えん

2,600円
えん

その他
た

（注
ちゅう

11）（注
ちゅう

12）

※当
とう

分
ぶん

の間
あいだ

、登
とう

記
き

印
いん

紙
し

も使
し

用
よう

することができます。

(注
ちゅう

9) 保
ほ

佐
さ

人
にん

に代
だい

理
り

権
けん

を付
ふ

与
よ

する審
しん

判
ぱん

又
また

は保
ほ

佐
さ

人
にん

の同
どう

意
い

を得
え

ることを要
よう

する行
こう

為
い

を追
つい

加
か

する審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
た

てをするには、申
もうし

立
た

てごとに別
べっ

途
と

、収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

800円
えん

が必
ひつ

要
よう

になります。

(注
ちゅう

10) 補
ほ

助
じょ

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

をするには、補
ほ

助
じょ

人
にん

に同
どう

意
い

権
けん

又
また

は代
だい

理
り

権
けん

を付
ふ

与
よ

する審
しん

判
ぱん

を同
どう

時
じ

にしなけれ
ばなりませんが、これらの申

もうし

立
た

てそれぞれにつき収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

800円
えん

が必
ひつ

要
よう

になります。

(注
ちゅう

11) 申
もうし

立
た

てをするには、戸
こ

籍
せき

謄
とう

本
ほん

、登
とう

記
き

事
じ

項
こう

証
しょう

明
めい

書
しょ

、診
しん

断
だん

書
しょ

などの書
しょ

類
るい

が必
ひつ

要
よう

です。これらを
入
にゅう

手
しゅ

するための費
ひ

用
よう

も別
べっ

途
と

かかります（申
もうし

立
た

てに必
ひつ

要
よう

な書
しょ

類
るい

については、申
もうし

立
た

てをされる家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

にご確
かく

認
にん

ください。）。 

(注
ちゅう

12) 資
し

力
りょく

が乏
とぼ

しい方
かた

については、日
に

本
ほん

司
し

法
ほう

支
し

援
えん

センター (愛
あい

称
しょう

「法
ほう

テラス」)が行
おこな

う民
みん

事
じ

法
ほう

律
りつ

扶
ふ

助
じょ

による援
えん

助
じょ

(申
もうし

立
たて

代
だい

理
り

人
にん

費
ひ

用
よう

の立
たて

替
か

えなど)を受
う

けることができる場
ば

合
あい

があります。詳
くわ

しく
は法

ほう

テラスの相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

（コールセンター 0570-078374）へお電
でん

話
わ

ください。
 また、法

ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

を利
り

用
よう

する際
さい

に必
ひつ

要
よう

な経
けい

費
ひ

を助
じょ

成
せい

している市
し

町
ちょう

村
そん

もあります。詳
くわ

しく
は各

かく

市
し

町
ちょう

村
そん

の窓
まど

口
ぐち

へお問
と

い合
あ

わせください。

(注
ちゅう

13) 申
もうし

立
た

てをされる家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

にご確
かく

認
にん

ください。

(注
ちゅう

14) 後
こう

見
けん

と保
ほ

佐
さ

では、必
ひつ

要
よう

なときには、本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

の程
てい

度
ど

を医
い

学
がく

的
てき

に十
じゅう

分
ぶん

確
かく

認
にん

するために、
医

い

師
し

による鑑
かん

定
てい

を行
おこな

いますので、鑑
かん

定
てい

料
りょう

が必
ひつ

要
よう

になります。鑑
かん

定
てい

料
りょう

は個
こ

々
こ

の事
じ

案
あん

によって
異
こと

なりますが、ほとんどの場
ば

合
あい

、10万
まん

円
えん

以
い

下
か

となっています。

　法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

の利
り

用
よう

開
かい

始
し

後
ご

に、成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

から請
せい

求
きゅう

があった場
ば

合
あい

には、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の判
はん

断
だん

により、
報
ほう

酬
しゅう

の支
し

払
はらい

が必
ひつ

要
よう

となります。

連
れん

絡
らく

用
よう

の郵
ゆう

便
びん

切
きっ

手
て

（注
ちゅう

13）、鑑
かん

定
てい

料
りょう

（注
ちゅう

14）

A

9
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法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

を利
り

用
よう

したいのですが、申
もうし

立
た

てから 
開
かい

始
し

までどれくらいの期
き

間
かん

がかかるのでしょうか？Q15

法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

が開
かい

始
し

した後
あと

で、制
せい

度
ど

の利
り

用
よう

を 
やめることはできますか？Q16

審
しん

理
り

期
き

間
かん

については、個
こ

々
こ

の事
じ

案
あん

により異
こと

なり、一
いち

概
がい

には言
い

え
ませんが、多

おお

くの場
ば

合
あい

、申
もうし

立
た

てから法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

の開
かい

始
し

までの期
き

間
かん

は、４か月
げつ

以
い

内
ない

となっています。鑑
かん

定
てい

手
て

続
つづき

や成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の候
こう

補
ほ

者
しゃ

の適
てき

格
かく

性
せい

の調
ちょう

査
さ

、本
ほん

人
にん

の陳
ちん

述
じゅつ

聴
ちょう

取
しゅ

などのために、一
いっ

定
てい

の審
しん

理
り

期
き

間
かん

を要
よう

することになります。

A

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

は判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

な本
ほん

人
にん

の権
けん

利
り

を保
ほ

護
ご

するための制
せい

度
ど

ですので、本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が回
かい

復
ふく

したと認
みと

められる場
ば

合
あい

でない限
かぎ

り、制
せい

度
ど

の利
り

用
よう

を途
と

中
ちゅう

でやめることはできません。A

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

公
こう

正
せい

証
しょう

書
しょ

を作
さく

成
せい

するために 
必
ひつ

要
よう

な費
ひ

用
よう

はどのくらいかかるのでしょうか？Q14

公
こう

正
せい

証
しょう

書
しょ

作
さく

成
せい

の基
き

本
ほん

手
て

数
すう

料
りょう

11,000円
えん

登
とう

記
き

嘱
しょく

託
たく

手
て

数
すう

料
りょう

1,400円
えん

法
ほう

務
む

局
きょく

に納
のう

付
ふ

する印
いん

紙
し

代
だい

2,600円
えん

その他
た

本
ほん

人
にん

らに交
こう

付
ふ

する正
せい

本
ほん

等
とう

の証
しょう

書
しょ

代
だい

、登
とう

記
き

嘱
しょく

託
たく

書
しょ

郵
ゆう

送
そう

用
よう

の切
きっ

手
て

代
だい

など

　上
じょう

記
き

費
ひ

用
よう

とは別
べつ

に、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

選
せん

任
にん

の申
もうし

立
た

て費
ひ

用
よう

が必
ひつ

要
よう

となります。
　契

けい

約
やく

の内
ない

容
よう

によっては、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

に対
たい

する報
ほう

酬
しゅう

の支
し

払
はらい

が必
ひつ

要
よう

となります。
　また、任

にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

から請
せい

求
きゅう

があった場
ば

合
あい

には、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の判
はん

断
だん

により、報
ほう

酬
しゅう

の支
し

払
はらい

が必
ひつ

要
よう

と
なります。

A

多くの場合、４か月以内
げつ い ないばおお あい

10
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成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

制
せい

度
ど

とはどんな制
せい

度
ど

ですか？Q17

登記されていないことの
証明書の交付請求

「変更の登記」の申請
（登記されている方の住所変更など）

とう きへん

とう き かた しょじゅう こうへん

こう しん せい

東京法務局

後見登録課

法定後見の登記

東京法務局以外の
法務局・地方法務局

家庭裁判所

公証人

登記の嘱託

法定後見（後見・保佐・
補助）の開始の審判、任
意後見監督人の選任の
審判

●本人　●成年後見人　●保佐人
●補助人　●成年後見監督人
●保佐監督人　●補助監督人
●任意後見人　●任意後見受任者
●任意後見監督人
●本人の配偶者
●四親等内の親族　など

●法定後見・任意後見を受けて
いない方

●本人　●成年後見人　●保佐人
●補助人　●成年後見監督人
●保佐監督人　●補助監督人
●任意後見人　●任意後見受任者
●任意後見監督人
●本人親族などの利害関係人

任意後見契約の
公正証書を作成

ほうていこうけん こうけん ほ さ

とう き しょくたく

「終了の登記」の申請
（本人の死亡など）

とう き しんせいしゅうりょう

とう き

しょうめいしょ こう ふ せいきゅう

か てい さい ばん しょ とう きょう ほう

とうきょうほう む きょく い がい

ほう む きょく ち ほう ほう む きょく

とうけんこう か

戸籍課
かせきこ

ろく

けんこう きとうていほう

任意後見の登記
けんこう きとういにん

証明書交付
しょめい ふこうしょう

証明書交付
しょめい ふこうしょう

む きょく

こう しょう にん

ほ じょ かい し しんぱん にん

い こう

しん ぱん

にん い こう けん けい やく

こうせいしょうしょ さくせい

けんかん とくにん せん にん

登記事項の証明書の交付請求
じ こうとう き しょ こう ふしょうめい せいきゅう

ほん にん

ほ じょ にん せい ねん こう けん かん とく にん

ほ さ かん とく にん ほ じょ かん とく にん

にん い にんこう けん こう けんにん い しゃじゅ にん

にん い こう けん にんかん とく

ほん にん はい ぐう しゃ

よん しん とう ない ぞくしん

せい ねん こう けん にん ほ さ にん

ほん にん

ほう てい こう けん

かた

にん い こう けん う

ほ じょ にん せい ねん こう けん かん とく にん

ほ さ かん とく にん ほ じょ かん とく にん

にん い にんこう けん こう けんにん い しゃじゅ にん

にん い こう けん にんかん とく

ほん にん しん ぞく り がい かん けい にん

せい ねん こう けん にん ほ さ にん

ほんにん し ぼう

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

制
せい

度
ど

は、成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の権
けん

限
げん

や任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

の内
ない

容
よう

などを登
とう

記
き

官
かん

が
コンピュータ・システムを用

もち

いて
登
とう

記
き

し、また、登
とう

記
き

官
かん

が登
とう

記
き

事
じ

項
こう

を証
しょう

明
めい

した登
とう

記
き

事
じ

項
こう

証
しょう

明
めい

書
しょ

（登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

・登
とう

記
き

されて
いないことの証

しょう

明
めい

書
しょ

）を交
こう

付
ふ

する
ことによって登

とう

記
き

情
じょう

報
ほう

を開
かい

示
じ

する
制
せい

度
ど

です。

A

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

制
せい

度
ど

のイメージ

自
じ

分
ぶん

のためにみんなの安
あん

心
しん

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

制
せい

度
ど

登記官
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登
とう

記
き

はどのように 
されるのですか？Q18

どのようなときに、登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

・登
とう

記
き

されて 
いないことの証

しょう

明
めい

書
しょ

を利
り

用
よう

することができますか？Q19

東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

の後
こう

見
けん

登
とう

録
ろく

課
か

で、全
ぜん

国
こく

の成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

事
じ

務
む

を行
おこな

っています。
　後

こう

見
けん

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

がされたときや、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

の公
こう

正
せい

証
しょう

書
しょ

が作
さく

成
せい

されたときなどに、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

又
また

は公
こう

証
しょう

人
にん

からの嘱
しょく

託
たく

によって登
とう

記
き

されま
す。また、登

とう

記
き

されている本
ほん

人
にん

・成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

な
ど（注

ちゅう

15）は、登
とう

記
き

後
ご

の住
じゅう

所
しょ

変
へん

更
こう

などにより登
とう

記
き

内
ない

容
よう

に変
へん

更
こう

が生
しょう

じたときは「変
へん

更
こう

の登
とう

記
き

」を、本
ほん

人
にん

の死
し

亡
ぼう

などにより法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

又
また

は任
にん

意
い

後
こう

見
けん

が終
しゅう

了
りょう

したときは「終
しゅう

了
りょう

の登
とう

記
き

」を、申
しん

請
せい

する必
ひつ

要
よう

が
あります。この「変

へん

更
こう

の登
とう

記
き

」、「終
しゅう

了
りょう

の登
とう

記
き

」の
申
しん

請
せい

は、本
ほん

人
にん

の親
しん

族
ぞく

などの利
り

害
がい

関
かん

係
けい

人
にん

も行
おこな

うこ
とができます。
　登

とう

記
き

の申
しん

請
せい

は、書
かき

留
とめ

郵
ゆう

便
びん

で行
おこな

うことができま
す。

A

たとえば、成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

が、本
ほん

人
にん

に代
か

わって財
ざい

産
さん

の売
ばい

買
ばい

・介
かい

護
ご

サービス提
てい

供
きょう

契
けい

約
やく

などを締
てい

結
けつ

するときに、
取
とり

引
ひき

相
あい

手
て

に対
たい

し登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

を提
てい

示
じ

することによっ
て、その権

けん

限
げん

などを確
かく

認
にん

してもらうという利
り

用
よう

方
ほう

法
ほう

が考
かんが

え
られます。また、成

せい

年
ねん

後
こう

見
けん

（法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

・任
にん

意
い

後
こう

見
けん

）を受
う

け
ていない方

かた

は、自
じ

己
こ

が登
とう

記
き

されていないことの証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

を受
う

けることができます。

A

ざい さん ばい ばい

てい きょう けい やく

かい ご

成年後見人・
任意後見人等

せい ねん こう けん にん

取引相手
とり ひき あい て

登記事
項

証明書

とう き じ こう

しょうめ
いしょ

本人
ほん にん

提示
てい じ

にん い こう けん にん とう
けん げん

かく にん

とう きょう ほう む きょく

とう

とうしゅう りょう き へん こう とう き

き

公証人
こうしょうにん

家庭裁判所
ていか さい しょばん

後見開始の審判が
されたとき

かいけんこう し ぱんしん

公正証書が作成
されたとき

しょうせいこう しょ せいさく

（注
ちゅう

15）  本
ほん

人
にん

（成
せい

年
ねん

被
ひ

後
こう

見
けん

人
にん

・被
ひ

保
ほ

佐
さ

人
にん

・被
ひ

補
ほ

助
じょ

人
にん

・任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

の本
ほん

人
にん

）、

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

・保
ほ

佐
さ

人
にん

・補
ほ

助
じょ

人
にん

、成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

・保
ほ

佐
さ

監
かん

督
とく

人
にん

・補
ほ

助
じょ

監
かん

督
とく

人
にん

・

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

受
じゅ

任
にん

者
しゃ

・任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん
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どのように登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

・登
とう

記
き

されていない 
ことの証

しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

をするのですか？Q20

証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

をする場
ば

合
あい

には、請
せい

求
きゅう

者
しゃ

の住
じゅう

所
しょ

、
氏
し

名
めい

、生
せい

年
ねん

月
がっ

日
ぴ

及
およ

び資
し

格
かく

（本
ほん

人
にん

との関
かん

係
けい

）などを記
き

載
さい

した申
しん

請
せい

書
しょ

に、所
しょ

定
てい

の額
がく

（手
て

数
すう

料
りょう

）の収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

（注
ちゅう

16）を貼
は

り、必
ひつ

要
よう

な添
てん

付
ぷ

書
しょ

面
めん

（注
ちゅう

17）を添
そ

えて請
せい

求
きゅう

（注
ちゅう

18）してくだ
さい。請

せい

求
きゅう

は、返
へん

信
しん

用
よう

封
ふう

筒
とう

（あて名
な

を書
か

いて、切
きっ

手
て

を貼
は

った
もの）を同

どう

封
ふう

して郵
ゆう

送
そう

で行
おこな

うこともできます。なお、証
しょう

明
めい

書
しょ

を交
こう

付
ふ

する際
さい

には、免
めん

許
きょ

証
しょう

・マイナンバーカード（注
ちゅう

19）・
保
ほ

険
けん

証
しょう

（注
ちゅう

20）など本
ほん

人
にん

確
かく

認
にん

のための資
し

料
りょう

の提
てい

示
じ

・提
てい

供
きょう

をお
願
ねが

いしております。郵
ゆう

送
そう

で請
せい

求
きゅう

される場
ば

合
あい

には、コピーした
ものを同

どう

封
ふう

いただきますようご協
きょう

力
りょく

願
ねが

います。
　窓

まど

口
ぐち

での証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

は、東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

民
みん

事
じ

行
ぎょう

政
せい

部
ぶ

後
こう

見
けん

登
とう

録
ろく

課
か

及
およ

び東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

以
い

外
がい

の各
かく

法
ほう

務
む

局
きょく

・地
ち

方
ほう

法
ほう

務
む

局
きょく

戸
こ

籍
せき

課
か

で
行
おこな

っています。

(注
ちゅう

16)   登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

 １通につき550円
えん

 
登
とう

記
き

されていないことの証
しょう

明
めい

書
しょ

 １通につき300円
えん

 
※　当

とう

分
ぶん

の間
あいだ

、登
とう

記
き

印
いん

紙
し

も使
し

用
よう

することができます。
(注

ちゅう

17)   本
ほん

人
にん

の配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

又
また

は四
よん

親
しん

等
とう

内
ない

の親
しん

族
ぞく

が証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

をする場
ば

合
あい

には、親
しん

族
ぞく

関
かん

係
けい

を証
しょう

する書
しょ

面
めん

として作
さく

成
せい

後
ご

３か月
げつ

以
い

内
ない

の戸
こ

籍
せき

謄
とう

抄
しょう

本
ほん

や住
じゅう

民
みん

票
ひょう

等
とう

を添
てん

付
ぷ

する必
ひつ

要
よう

があります。
 また、本

ほん

人
にん

から委
い

任
にん

を受
う

けた代
だい

理
り

人
にん

が、本
ほん

人
にん

に代
か

わって証
しょう

明
めい

書
しょ

の請
せい

求
きゅう

をすることもできますが、その場
ば

合
あい

には、
委
い

任
にん

状
じょう

を添
てん

付
ぷ

することが必
ひつ

要
よう

となります。詳
くわ

しくは法
ほう

務
む

局
きょく

・地
ち

方
ほう

法
ほう

務
む

局
きょく

にお問
と

い合
あ

わせください。
(注

ちゅう

18)   登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

について、特
とく

別
べつ

の請
せい

求
きゅう

がない限
かぎ

り、住
じゅう

所
しょ

等
とう

の変
へん

更
こう

前
まえ

の登
とう

記
き

事
じ

項
こう

は記
き

載
さい

されません。
(注

ちゅう

19)   表
ひょう

面
めん

（氏
し

名
めい

・住
じゅう

所
しょ

・生
せい

年
ねん

月
がっ

日
ぴ

等
とう

が記
き

載
さい

されている面
めん

）のみをコピーしてください。
(注

ちゅう

20)   表
ひょう

面
めん

（氏
し

名
めい

・生
せい

年
ねん

月
がっ

日
ぴ

等
とう

が記
き

載
さい

されている面
めん

）のみをコピーし、保
ほ

険
けん

者
しゃ

番
ばん

号
ごう

及
およ

び被
ひ

保
ほ

険
けん

者
しゃ

記
き

号
ごう

・番
ばん

号
ごう

部
ぶ

分
ぶん

を油
ゆ

性
せい

マ
ジックで塗

ぬ

りつぶすなどしてマスキングしてください。

A

証
しょう

明
めい

書
しょ

の申
しん

請
せい

書
しょ

用
よう

紙
し

は、最
も

寄
よ

りの法
ほう

務
む

局
きょく

・地
ち

方
ほう

法
ほう

務
む

局
きょく

（最
さい

終
しゅう

ページの電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

一
いち

覧
らん

を参
さん

照
しょう

して
ください。）又

また

は法
ほう

務
む

省
しょう

のホームページの成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

のページ（https://www.moj.go.jp/
MINJI/minji95.html）からお取

と

り寄
よ

せください。

東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

民
みん

事
じ

行
ぎょう

政
せい

部
ぶ

後
こう

見
けん

登
とう

録
ろく

課
か

（東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

以
い

外
がい

の）法
ほう

務
む

局
きょく

・地
ち

方
ほう

法
ほう

務
む

局
きょく

戸
こ

籍
せき

課
か

〒102－8226
東
とう

京
きょう

都
と

千
ち

代
よ

田
だ

区
く

九
く

段
だん

南
みなみ

１－１－15　九
く

段
だん

第
だい

２合
ごう

同
どう

庁
ちょう

舎
しゃ

東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

民
みん

事
じ

行
ぎょう

政
せい

部
ぶ

後
こう

見
けん

登
とう

録
ろく

課
か

TEL．�03－5213－1234（代
だい

表
ひょう

）　03－5213－1360（ダイヤルイン）

請
せい

求
きゅう

先
さき

窓
まど

口
ぐち

郵
ゆう

送
そう

での請
せい

求
きゅう

先
さき

まど

こう ふ せい きゅう

ぐち ゆう そう
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誰
だれ

が登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

・登
とう

記
き

されていない
ことの証

しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

を請
せい

求
きゅう

できますか？Q23

証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

ができる方
かた

は、取
とり

引
ひき

の安
あん

全
ぜん

の保
ほ

護
ご

と本
ほん

人
にん

のプライバシー保
ほ

護
ご

との調
ちょう

和
わ

を図
はか

る
観
かん

点
てん

から、登
とう

記
き

されている本
ほん

人
にん

、配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

・四
よん

親
しん

等
とう

内
ない

の親
しん

族
ぞく

、成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

など一
いっ

定
てい

の方
かた

に限
げん

定
てい

されています。なお、取
とり

引
ひき

相
あい

手
て

であることを理
り

由
ゆう

に、請
せい

求
きゅう

することはできません。

A

オンラインで証
しょう

明
めい

書
しょ

を請
せい

求
きゅう

するときの 
手
て

数
すう

料
りょう

はどのようになりますか？Q22

証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

をオンラインにより行
おこな

う場
ば

合
あい

には、電
でん

子
し

データによって交
こう

付
ふ

される「電
でん

子
し

的
てき

な証
しょう

明
めい

書
しょ

」を求
もと

める方
ほう

法
ほう

と、従
じゅう

来
らい

どおりの紙
かみ

の証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

（郵
ゆう

送
そう

に限
かぎ

ります。）を求
もと

める方
ほう

法
ほう

とがあります。
　それぞれの場

ば

合
あい

について、次
つぎ

のとおりの額
がく

の手
て

数
すう

料
りょう

を電
でん

子
し

的
てき

に納
のう

付
ふ

しなければなりません。
　詳

くわ

しくは、法
ほう

務
む

省
しょう

ホームページ内
ない

の「オンライン申
しん

請
せい

」のページをご覧
らん

ください。

手
て

数
すう

料
りょう

オンラインによる請
せい

求
きゅう

窓
まど

口
ぐち

・郵
ゆう

送
そう

による請
せい

求
きゅう

証
しょう

明
めい

書
しょ

の種
しゅ

類
るい

紙
かみ

の証
しょう

明
めい

書
しょ

電
でん

子
し

的
てき

な証
しょう

明
めい

書
しょ

紙
かみ

の証
しょう

明
めい

書
しょ

登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

380円
えん

320円
えん

550円
えん

登
とう

記
き

されていないことの証
しょう

明
めい

書
しょ

300円
えん

240円
えん

300円
えん

A

オンラインによる登
とう

記
き

の申
しん

請
せい

や証
しょう

明
めい

書
しょ

の 
交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

をすることはできますか？Q21

変
へん

更
こう

及
およ

び終
しゅう

了
りょう

の登
とう

記
き

の申
しん

請
せい

や登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

及
およ

び
登
とう

記
き

されていないことの証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

は、自
じ

宅
たく

や
オフィスからインターネットにより登

とう

記
き

・供
きょう

託
たく

オンライン申
しん

請
せい

システムを利
り

用
よう

して行
おこな

うこともできます（注
ちゅう

21）（注
ちゅう

22）。

（注
ちゅう

21）   オンライン申
しん

請
せい

を行
おこな

うには、認
にん

証
しょう

機
き

関
かん

から発
はっ

行
こう

される電
でん

子
し

証
しょう

明
めい

書
しょ

を取
しゅ

得
とく

する必
ひつ

要
よう

があり、利
り

用
よう

できる認
にん

証
しょう

機
き

関
かん

は法
ほう

務
む

省
しょう

ホーム
ページに掲

けい

載
さい

されています。
（注

ちゅう

22）   手
て

数
すう

料
りょう

の額
がく

、手
て

数
すう

料
りょう

の納
のう

付
ふ

方
ほう

法
ほう

、その他
た

オンライン申
しん

請
せい

の利
り

用
よう

方
ほう

法
ほう

については、法
ほう

務
む

省
しょう

ホームページ上
じょう

の「オンライン申
しん

請
せい

」の
ページをご覧

らん

ください。

A
しん

しん せい しゃ せい きゅう しゃ

せい

とう きょう ほう む きょく

しん せいきょう たくとう き

郵送で交付

電子的な
証明書を
交付

変更・終了の
登記の申請

登記事項の
証明書及び
登記されて
いないこと
の証明書の
交付請求

ゆう

でん し てきとう きへん こう しゅうりょう

しん せいとう き

じ こう

しょうめいしょ およ

とう き

しょうめいしょ

こう ふ せいきゅう

しょうめいしょ

こう ふ

そう こう ふ

14
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●法
ほう

務
む

省
しょう

民
みん

事
じ

局
きょく

参
さん

事
じ

官
かん

室
しつ

　TEL：03ー3580ー4111（代
だい

表
ひょう

）

●法
ほう

テラス（日
に

本
ほん

司
し

法
ほう

支
し

援
えん

センター）
　TEL：0570ー0

お

7
な

8
や

3
み

7
な

4
し

（コールセンター）

●各
かく

市
し

町
ちょう

村
そん

の地
ち

域
いき

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

センター
　（障

しょう

害
がい

者
しゃ

の相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

は各
かく

市
し

町
ちょう

村
そん

）

●全
ぜん

国
こく

の弁
べん

護
ご

士
し

会
かい

●全
ぜん

国
こく

の司
し

法
ほう

書
しょ

士
し

会
かい

　（公
こう

益
えき

社
しゃ

団
だん

法
ほう

人
じん

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

センター・
　�リーガルサポート）

●日
に

本
ほん

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

士
し

会
かい

及
およ

び各
かく

地
ち

の
　「権

けん

利
り

擁
よう

護
ご

･成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

センターぱあとなあ」

●全
ぜん

国
こく

の社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

●法
ほう

務
む

省
しょう

民
みん

事
じ

局
きょく

民
みん

事
じ

第
だい

一
いち

課
か

　TEL：03ー3580ー4111（代
だい

表
ひょう

）

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

についてわからないことがありましたら、下
か

記
き

までお問
と

い合
あ

わせください。

登
とう

記
き

事
じ

項
こう

証
しょう

明
めい

書
しょ

及
およ

び登
とう

記
き

されていないことの証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

、申
しん

請
せい

用
よう

紙
し

などについて

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

について 成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

制
せい

度
ど

について

●東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

民
みん

事
じ

行
ぎょう

政
せい

部
ぶ

後
こう

見
けん

登
とう

録
ろく

課
か

　東
とう

京
きょう

都
と

千
ち

代
よ

田
だ

区
く

九
く

段
だん

南
みなみ

1ー1ー15　九
く

段
だん

第
だい

2合
ごう

同
どう

庁
ちょう

舎
しゃ

　TEL：�03ｰ5213 1ー234（代
だい

表
ひょう

）、�
03ｰ5213 1ー360（ダイヤルイン）

登
とう

記
き

の申
しん

請
せい

、証
しょう

明
めい

書
しょ

の請
せい

求
きゅう

などの手
て

続
つづき

について

●日
に

本
ほん

公
こう

証
しょう

人
にん

連
れん

合
ごう

会
かい

��TEL：03ー3502ー8050
●全

ぜん

国
こく

の公
こう

証
しょう

役
やく

場
ば

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

について

●全
ぜん

国
こく

の家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

を利
り

用
よう

するための申
もうし

立
た

ての手
て

続
つづき

や 
必
ひつ

要
よう

書
しょ

類
るい

、費
ひ

用
よう

などについて

東
とう
京
きょう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 03－5213－1360

横
よこ
浜
はま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 045－641－7976

さいたま地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 048－851－1000

千
ち
葉
ば
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 043－302－1316

水
み
戸
と
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 029－227－9911

宇
うつのみや
都宮地

ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 028－623－0921

前
まえ
橋
ばし
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 027－221－4466

静
しず
岡
おか
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 054－254－3555

甲
こう
府
ふ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 055－252－7176

長
なが
野
の
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 026－235－6611

新
にい
潟
がた
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 025－222－1561

大
おお
阪
さか
法
ほう
務
む
局
きょく
� 06－6942－9459

京
きょう
都
と
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 075－231－0199

神
こう
戸
べ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 078－392－1821

奈
な
良
ら
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0742－23－5534

大
おお
津
つ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 077－522－4692

和
わ
歌
か
山
やま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 073－422－5131

名
な
古
ご
屋
や
法
ほう
務
む
局
きょく
� 052－952－8072

津
つ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 059－228－4192

岐
ぎ
阜
ふ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 058－245－3225

福
ふく
井
い
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0776－22－5090

金
かな
沢
ざわ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 076－292－7829

富
と
山
やま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 076－441－0550

広
ひろ
島
しま
法
ほう
務
む
局
きょく
� 082－228－5765

山
やま
口
ぐち
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 083－922－2295

岡
おか
山
やま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 086－224－5659

鳥
とっ
取
とり
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0857－22－2260

松
まつ
江
え
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0852－32－4230

福
ふく
岡
おか
法
ほう
務
む
局
きょく
� 092－721－9334

佐
さ
賀
が
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0952－26－2185

長
なが
崎
さき
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 095－820－5953

大
おお
分
いた
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 097－532－3347

熊
くま
本
もと
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 096－364－2145

鹿
か
児
ご
島
しま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 099－219－2100

宮
みや
崎
ざき
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0985－22－5250

那
な
覇
は
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 098－854－7953

仙
せん
台
だい
法
ほう
務
む
局
きょく
� 022－225－5734

福
ふく
島
しま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 024－534－1933

山
やま
形
がた
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 023－625－1321

盛
もり
岡
おか
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 019－624－1141

秋
あき
田
た
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 018－862－1129

青
あお
森
もり
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 017－776－6231

札
さっ
幌
ぽろ
法
ほう
務
む
局
きょく
� 011－709－2311

函
はこ
館
だて
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0138－23－9526

旭
あさひ
川
かわ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0166－38－1165

釧
くし
路
ろ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0154－31－5015

高
たか
松
まつ
法
ほう
務
む
局
きょく
� 087－821－6191

徳
とく
島
しま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 088－622－4171

高
こう
知
ち
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 088－822－3331

松
まつ
山
やま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 089－932－0888

（令和５．12）

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

の詳
しょう

細
さい

については、法
ほう

務
む

省
しょう

のホームページの成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

のページ�
（https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html）をご覧

らん

ください。
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成年後見関係事件の概況
―令和５年１月～１２月―

最高裁判所事務総局家庭局

附錄五  日本成年監護關係事件的概況(2023年1月至12月)，日本最高法院事務總局家庭  
局編
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　本資料は、令和５年１月から１２月までの１年間における、全国の家庭裁判所の成

年後見関係事件（後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件）の処

理状況について、その概況を取りまとめたものである。

　以下の数値は、いずれも当局実情調査の結果に基づく概数であり、今後の集計整理

により、異同訂正が生じることがある。また、各項目別割合は、原則として、小数点

以下第二位を四捨五入したものであり、比率の合計が１００とならない場合及び小計

として表示されている比率と一致しない場合がある。

　なお、前年以前の数値について、所要の訂正を行うことがあるため、過去の概況に

おいて掲載した数値と一致しない場合がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年３月
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１　申立件数について（資料１）

（資料１）　過去５年における申立件数の推移

（注）　各年の件数は、それぞれ当該年の１月から１２月までに申立てのあった件数である。

○　成年後見関係事件（後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人

   選任事件）の申立件数は合計で４０，９５１件（前年は３９，７１９件）

　であり、対前年比約３．１％の増加となっている。

○　後見開始の審判の申立件数は２８，３５８件（前年は２７，９８８件）

　であり、対前年比約１．３％の増加となっている。

○　保佐開始の審判の申立件数は８，９５２件（前年は８，２００件）

　であり、対前年比約９．２％の増加となっている。

○　補助開始の審判の申立件数は２，７７０件（前年は２，６５２件）

　であり、対前年比約４．４％の増加となっている。

○　任意後見監督人選任の審判の申立件数は８７１件（前年は８７９件）

　であり、対前年比約０．９％の減少となっている。
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1,990 

6,745 
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監督人選任
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保 佐 開 始
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令和４年

令和５年
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２　終局区分について（資料２）

（資料２）　終局区分別件数

認　容 却　下 その他 認　容 却　下 その他 認　容 却　下 その他 認　容 却　下 その他

全 国 40,665 26,986 60 1,212 8,339 25 328 2,677 15 138 772 15 98

（注１）　令和５年１月から１２月までに終局した件数である。

（注２）　その他には、取下げ、本人死亡等による当然終了、移送などを含む。

任意後見監督人選任

　○　成年後見関係事件の終局事件合計４０，６６5件のうち、認容で終局した

   　ものは約９５．３％（前年は約９５．４％）である。

既 済

総 数

後　見　開　始 保　佐　開　始 補　助　開　始

認容

38,774

95.3%

却下

115

0.3%

その他

1,776

4.4%

2
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３　審理期間について（資料３）

（資料３）　審理期間別の割合

○　成年後見関係事件の終局事件合計４０，６６５件のうち、２か月以内に

　終局したものが全体の約７１．８％（前年は約７１．９％）、４か月以内

　に終局したものが全体の約９３．７％（前年は約９３．７％）である。

１月以内

38.5%

１月超え

２月以内

33.3%

２月超え

３月以内

15.3%

３月超え

４月以内

6.6%

４月超え

５月以内

2.7%

５月超え

６月以内

1.4%
６月超え

2.2%
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４　申立人と本人との関係について（資料４、５）

（資料４）　申立人と本人との関係別件数・割合

○　申立人については、市区町村長が最も多く全体の約２３．６％を占め、

　次いで本人（約２２．２％）、本人の子（約２０．０％）の順となって

　いる。

○　市区町村長が申し立てたものは９，６０７件で、前年の９，２３１件

　（前年全体の約２３．３％）に比べ、対前年比約４．１％の増加となっ

　ている。

（注１）　後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象とした。

（注２）　申立人が該当する｢関係別｣の個数を集計したもの（４０，７１７件）を母数としてい

　　　　る。１件の終局事件について複数の申立人がある場合に、複数の｢関係別｣に該当するこ

　　　　とがあるため、総数は、終局事件総数（４０，６６５件）とは一致しない。

（注３）　その他親族とは、配偶者、親、子及び兄弟姉妹を除く、四親等内の親族をいう。

親族

20,653 

50.7%

親族以外

11,031 

27.1%

本人
9,033
22.2% 配偶者

1,699
4.2%

親
2,018
5.0%

子
8,132
20.0%

兄弟姉妹
4,491
11.0%

その他親族
4,313
10.6%

法定後見人等
731
1.8%

任意後見人等
693
1.7%

検察官
0

0.0%

市区町村長
9,607
23.6%
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件数 割合 件数 割合

東 京 5,102 1,440 28.2% 広 島 877 219 25.0%

横 浜 3,394 745 22.0% 山 口 477 124 26.0%

さいたま 1,693 466 27.5% 岡 山 931 343 36.8%

千 葉 1,908 443 23.2% 鳥 取 184 63 34.2%

水 戸 568 173 30.5% 松 江 209 76 36.4%

宇 都 宮 382 112 29.3% 福 岡 1,746 269 15.4%

前 橋 534 94 17.6% 佐 賀 275 72 26.2%

静 岡 1,268 296 23.3% 長 崎 362 50 13.8%

甲 府 315 83 26.3% 大 分 262 54 20.6%

長 野 496 121 24.4% 熊 本 527 232 44.0%

新 潟 924 181 19.6% 鹿 児 島 450 109 24.2%

大 阪 3,588 648 18.1% 宮 崎 464 162 34.9%

京 都 1,293 138 10.7% 那 覇 484 99 20.5%

神 戸 2,359 315 13.4% 仙 台 409 89 21.8%

奈 良 479 104 21.7% 福 島 441 174 39.5%

大 津 487 58 11.9% 山 形 237 91 38.4%

和 歌 山 294 72 24.5% 盛 岡 303 81 26.7%

名 古 屋 1,452 340 23.4% 秋 田 201 42 20.9%

津 391 84 21.5% 青 森 389 147 37.8%

岐 阜 317 73 23.0% 札 幌 968 185 19.1%

福 井 255 59 23.1% 函 館 174 56 32.2%

金 沢 428 154 36.0% 旭 川 327 44 13.5%

富 山 462 79 17.1% 釧 路 375 138 36.8%

高 松 292 80 27.4%

徳 島 323 108 33.4%

高 知 261 83 31.8%

松 山 380 139 36.6%

総 数 40,717 9,607 23.6%

（注１）　後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象とした。

（注２）　申立人が該当する｢関係別｣の個数を集計したものであり、１件の終局事件について複数

　　　　の申立人がある場合に、複数の｢関係別｣に該当することがあるため、総数は、終局事件総

　　　　数（４０，６６５件）とは一致しない。

（注３）　市区町村別の申立件数については把握していない。

（資料５）　申立人と本人との関係別件数
　　　　　　（家庭裁判所管内別総数、市区町村長申立件数・割合）

管　内 総　数
うち市区町村長申立て

管　内 総　数
うち市区町村長申立て
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５　本人の男女別・年齢別割合について（資料６）

（資料６）　本人の男女別・年齢別割合

（注）　後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件のうち認容で終局した事件を

　　　対象とした。

○　本人の男女別割合は、男性が約４３．８％、女性が約５６．２％である。

○　男性では、８０歳以上が最も多く全体の約３５．５％を占め、次いで

　７０歳代の約２７．６％となっている。

○　女性では、８０歳以上が最も多く全体の約６３．７％を占め、次いで

　７０歳代の約１８．７％となっている。

○　本人が６５歳以上の者は、男性では男性全体の約７１．７％を、女性

　では女性全体の約８６．１％を占めている。

20歳未満

0.9%

20歳代

2.1%

30歳代

2.6% 40歳代

5.5% 50歳代

11.0%

60歳以上

65歳未満

6.2%

65歳以上

70歳未満

8.5%

70歳代

27.6%

80歳以上

35.5%

（男性）

20歳未満

0.5%

20歳代

1.1%
30歳代

1.2%

40歳代

2.7%
50歳代

5.5%

60歳以上

65歳未満

2.8%
65歳以上

70歳未満

3.7%

70歳代

18.7%
80歳以上

63.7%

（女性）
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（参考資料）　開始原因別割合

○　開始原因としては、認知症が最も多く全体の約６２．６％を占め、次いで

　知的障害が約９．９％、統合失調症が約８．８％の順となっている。

（注１）　後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件のうち認容で終局した

            事件を対象としている。

（注２）　各開始原因は、各事件において提出された診断書等の記載に基づいて分類している。

（注３）　開始原因「その他」には、発達障害、うつ病、双極性障害、アルコール依存症・て

            んかんによる障害等が含まれる。

（注４）　開始原因については平成２９年から調査を開始している。

認知症

62.6%

知的障害

9.9%

統合失調症

8.8%

高次脳機能障害

4.1%

遷延性意識障害

0.6%

その他

14.1%
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６　申立ての動機について（資料７）

（資料７）　主な申立ての動機別件数・割合

○　主な申立ての動機としては、預貯金等の管理・解約が最も多く、次いで、

　身上保護となっている。

（注１）　後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象とした。

（注２）　１件の終局事件について主な申立ての動機が複数ある場合があるため、総数は、終局事

　　　　件総数（４０，６６５件）とは一致しない。

37,531 

29,330 

17,293 

14,235 

10,300 

6,690 

2,235 

2,945 
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７　鑑定について（資料８、９）

（資料８）　鑑定期間別割合

（資料９）　鑑定費用別割合

○　成年後見関係事件の終局事件のうち、鑑定を実施したものは、全体の

　約４．５％（前年は約４．9％）であった。

○　鑑定の期間については、１か月以内のものが最も多く全体の約５３．５％

　（前年は約５３．５％）を占めている。

○　鑑定の費用については、５万円以下のものが全体の約４２．９％（前年は

　約４５．４％）を占めており、全体の約８５．３％の事件において鑑定費用

　が１０万円以下であった（前年は約８６．９％であった。）。

１月以内

53.5%
１月超え

２月以内

35.1%

２月超え

３月以内

7.5%

３月超え

４月以内

2.0%

４月超え

５月以内

0.7%

５月超え

６月以内

0.4%

６月超え

0.7%

5万円以下

42.9%
5万円超え

10万円以下

42.4%

10万円超え

15万円以下

13.5%

15万円超え

20万円以下

0.9%

20万円超え

0.3%
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（資料１０－１）　成年後見人等と本人との関係別件数・割合

（参考資料）　成年後見人等の候補者について

８－１　成年後見人等と本人との関係について（資料１０－１）

（注１）　後見等開始と同時に成年後見人等が選任された場合の数値であり、後見等開始の
　　　　後に成年後見人等が選任された事件は含まれていない。
（注２）　関係別件数とは、成年後見人等が該当する｢関係別｣の個数を集計したものであり、
　　　　１件の終局事件について複数の成年後見人等がある場合に、複数の｢関係別｣に該当
　　　　することがあるため、認容で終局した事件総数とは一致しない。

○　成年後見人等（成年後見人、保佐人及び補助人）と本人との関係をみると、
　配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが
　全体の約１８．１％（前年は約１９．１％）となっている。
○　親族以外が成年後見人等に選任されたものは、全体の約８１．９％（前年は
   約８０．９％）であり、親族が成年後見人等に選任されたものを上回ってい
   る。
○　成年後見人等と本人との関係別件数とその内訳の概略は次のとおりである。

   　　　　　関係別件数（合計）　４０，７２９件（前年３９，５７３件）
　　　　　　親　　　　　　族　　　７，３８１件（前年　７，５６０件）
　　　　　　親 　族 　以　 外   　３３，３４８件（前年３２，０１３件）
　　　　　　 うち  弁　護　士　　　８，９２５件（前年　８，６８３件）
　　　　　　　　　司 法 書 士　　１１，９８３件（前年１１，７６８件）
　　　　　　　　　社会福祉士　　　６，１３２件（前年　５，８５１件）
　　　　　　　　　市民後見人　　　　　３４４件（前年　　　２７１件）

○　令和５年１月から１２月までに認容で終局した
　後見開始、保佐開始及び補助開始の各審判事件の
　うち、親族が成年後見人等の候補者として各開始
　申立書に記載されている事件の割合は、約２２．
　０％である。

親族
7,381
18.1%親族以外

33,348
81.9%

① 親族、親族以外の別

親族の候補者有り
22.0%

親族の候補者無し
78.0%

（注）一部の能登半島地震被災地庁の令和５年１０

月～１２月分の数値は反映されていない。
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（注３）　その他親族とは、配偶者、親、子及び兄弟姉妹を除く親族をいう。
（注４）　弁護士、司法書士、税理士及び行政書士の数値は、各法人をそれぞれ含んでいる（その
　　　　内訳は、弁護士法人３０７件、司法書士法人８１１件、税理士法人２件、行政書士法人１
　　　　７件であった。）。
（注５）　市民後見人とは、弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、行政書士、精神保健福祉士
           及び社会保険労務士以外の自然人のうち、本人と親族関係（６親等内の血族、配偶者、３
　　　　親等内の姻族）及び交友関係がなく、社会貢献のため、地方自治体等（※１）が行う後見
　　　　人養成講座などにより成年後見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた上、他
　　　　人の成年後見人等 になることを希望している者を選任した場合をいう（※２、３）。
         ※１　地方自治体の委嘱を受けた社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、大学等の団体を含む。
         ※２　市民後見人については平成２３年から調査を開始しているが、同年及び平成２４年の
               市民後見人の数値は、各家庭裁判所が「市民後見人」として報告した個数を集計したも
               のである。
         ※３　当局実情調査における集計の便宜上の定義であり、市民後見人がこれに限られるとす
              る趣旨ではない。

配偶者
516
7.0%

親
490
6.6%

子
3,951
53.5%

兄弟姉妹
1,138
15.4%

その他親族
1,286
17.4%

② 親族の内訳

弁護士
8,925
26.8%

司法書士
11,983
35.9%

社会福祉士
6,132
18.4%

社会福祉協議会
1,532
4.6%

税理士
58

0.2%

行政書士
1,525
4.6%

精神保健福祉士
69

0.2%

社会保険労務士
102
0.3%

市民後見人
344
1.0%

その他法人
2,567
7.7%

その他個人
111
0.3%

③ 親族以外の内訳
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８－２　成年後見監督人等が選任された事件数について（資料１０－２）

（資料１０－２）　成年後見監督人等が選任された件数、成年後見監督人等の内訳・割合

○　認容で終局した後見開始、保佐開始及び補助開始事件（３８，００２件）
　のうち、成年後見監督人等（成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人）
　が選任されたものは１，２８７件であり、全体の約３．４％（前年は約
　３．４％）である。
○　成年後見監督人等が選任された件数とその内訳は次のとおりである。
   　　　　件　  数  （合 　計）１，２８７件（前年　１,２５６件）
　　　　　弁     　 護　 　 士　　　６３２件（前年　　６１３件）
　　　　　司     法     書    士　　　４８２件（前年　　４９１件）
　　　　　社   会   福   祉  士   　　　１４件（前年　　　　８件）
　　　　　社 会 福 祉 協 議 会　　  １２０件（前年　　１００件）
　　　　　税　　   理        士　　　　　１件（前年　　　　０件）
　　　　　そ　　   の        他　　　　３８件（前年　　　４４件）

（注１）　後見等開始と同時に成年後見監督人等が選任された事件数であり、後見等開始の後に
　　　　成年後見監督人等が選任された事件は含まれていない。

（注２）　弁護士、司法書士及び税理士の数値は、各法人をそれぞれ含んでいる（その内訳は、
　　　　弁護士法人１件、司法書士法人１６件、税理士法人０件であった。）。
（注３）　「その他」には、弁護士法人、司法書士法人、税理士法人以外の法人等が含まれる。
（注４）　成年後見監督人等については令和２年から調査を開始している。

弁護士
632
49.1%

司法書士
482
37.5%

社会福祉士
14
1.1%

社会福祉協議会
120
9.3%

税理士
1

0.1%

その他
38
3.0%
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９　成年後見制度の利用者数について（資料１１）

（資料１１）　成年後見制度の利用者数の推移

（注）　成年後見制度の利用者とは、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判がされ、現に成年後

　　　見人等による支援を受けている成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに任意後見監督人

　　　選任の審判がされ、現に任意後見契約が効力を生じている本人をいう。

○　令和5年１２月末日時点における、成年後見制度（成年後見・保佐・

　補助・任意後見）の利用者数は合計で２４９，４８４人（前年は２４５，

　０８７人）であり、対前年比約１．８％の増加となっている。

○　成年後見の利用者数は１７８，７５９人（前年は１７８，３１６人）で

　あり、対前年比約０．２％の増加となっている。

○　保佐の利用者数は５２，０８９人（前年は４９，１３４人）であり、対

　前年比約６．０％の増加となっている。

○　補助の利用者数は１５，８６３人（前年は１４，８９８人）であり、対

   前年比約６．５％の増加となっている。

○　任意後見の利用者数は２，７７３人（前年は２，７３９人）であり、対

　前年比約１．２％の増加となっている。
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成年後見制度の見直しに向けた検討 令和6年1月
法務省民事局

政府方針

28. 一般的意見第1号（2014年）法律の前にひとしく認められることを想起しつつ、
委員会は以下を締約国に勧告する。

(a) 意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び
政策を廃止し、全ての障害者が、法律の前にひとしく認められる権利を保障
するために民法を改正すること。

第二期成年後見制度利用促進基本計画（R4.3.25閣議決定 抄）
国は、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域
社会への参加等のノーマライゼーションの理念を十分考慮した上で、こうした専門
家会議における指摘も踏まえて、 成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。

（参考）障害者の権利に関する条約 （R4.10.7 抄）

第１回政府報告に関する障害者権利委員会の総括所見

現状及び課題

国内外の動向をも踏まえ、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う必要

【成年後見制度に対する主な指摘】

【令和６年２月に法制審議会に諮問】

○ 利用動機の課題（例えば、遺産分割）が解決しても、判断能力が回復しない限り利用をやめることができない。

○ 成年後見人には包括的な取消権、代理権があり、本人の自己決定が必要以上に制限される場合がある。

○ 本人の状況の変化に応じた成年後見人等の交代が実現せず、本人がそのニーズに合った保護を受けることができない。

○ 任意後見契約の本人の判断能力が低下した後も適切な時機に任意後見監督人の選任申立てがされない。

〔成年後見制度に関する国内外の動向〕
令和４年 ３月 第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定（対象期間は、令和４年度～令和８年度）
令和４年１０月 障害者権利条約の第１回対日審査に関する障害者権利委員会の総括所見

高齢化の進展、単独世帯の高齢者の増加等により成年後見制度に対するニーズの
増加・多様化が見込まれ、成年後見制度を更に利用しやすくする必要がある。

【成年後見制度を取り巻く状況】

法定後見制度：本人の判断能力が不十分になった後に、本人の判断能力に応じて家庭裁判所により選任された
①成年後見人、②保佐人又は③補助人が本人を保護、支援する制度

任意後見制度：本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人や委任する事務を契約で定めておき、本人の
判断能力が不十分になった後に、任意後見人が任意後見監督人の監督を受けつつ事務を行う制度

成年後見制度

令和４年10月1日現在、我が国の
65歳以上人口は3,624万人となり、
総人口に占める割合(高齢化率)も
29.0％となった。

附錄六
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 法定後見制度における類型の見直し

 成年後見人等の報酬の在り方

法定後見制度における
開始、終了等に関する
ルールの在り方

一定の期間制や、具体的な利用の
必要性を考慮して開始し、必要性が
なくなれば終了する仕組みを検討

利用動機の課題（例えば、遺産分割）
が解決しても、判断能力が回復しない
限り利用をやめることができない。

法定後見制度における
取消権、代理権に
関するルールの在り方

本人の同意を要件とする仕組みや、
本人にとって必要な範囲に限定して
付与する仕組みを検討

成年後見人には包括的な取消権、
代理権があり、本人の自己決定が
必要以上に制限される場合がある。

法定後見制度における
成年後見人等の交代
に関するルールの在り方

本人の状況に合わせて成年後見人等
の交代を可能とするなど適切な保護を
受けることができる仕組みを検討

本人の状況の変化に応じた成年後見人
等の交代が実現せず、本人がそのニーズ
に合った保護を受けることができない。

任意後見制度における
適切な時機の監督人
選任を確保する方策

任意後見受任者に任意後見監督人
選任の申立てを義務付ける仕組みや
申立権者の範囲の見直しを検討

本人の判断能力が低下した後も
適切な時機に任意後見監督人の
選任申立てがされず、任意後見契約の
効力が生じない。

現状及び課題 検討主な検討テーマ

その他のテーマ
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1 

平成 26 年 5 月 15 日 

後見人の行動指針 

公益社団法人 

成年後見センター・リーガルサポート

我々は、後見人が事務を行うにあたって、この行動指針を策定した。 

その目指すところは、「自己決定の尊重」、「現有能力の活用」、「ノーマライゼーション」

といった我が国の成年後見制度の基本理念を自覚するとともに、本人の自己決定を支援し

権利の制約を最小限にする世界の成年後見制度の潮流を取り入れ、より本人と向き合った

事務がなされ、適切な代弁活動をすることにより本人の最善の利益を図ることにある。 

Ａ，本人との関わり 

１，本人の性格、生活歴、障害や病気など、本人自身を知るよう努めよう。 

２，本人を知るため、定期的に面会しよう。 

３，本人の意思、希望、価値観などを尊重しよう。 

 Ｂ，本人による意思決定の支援 

 １，本人による意思決定を支援し、その決定された意思を尊重しよう。ただし、本人の身

体又は財産に重大な不利益が生じるおそれのあるときは、そのことを本人に説明し、

本人の利益に適う決定がされるよう支援しよう。 

Ｃ，代理権の行使 

１，後見人が代理権を行使するときでも、前提となる意思決定は本人にしてもらうよう 

 働きかけよう。 

２，本人による意思決定が困難で後見人が本人に代わって意思決定をするときは、本人

の意向や希望をくみ取り、推定される本人の意思に沿った決定をしよう。 

３，後見人が本人に代わって意思決定をするときは、本人の権利や行動の自由に対する

制約がより少ない方法を選択しよう。 

Ｄ，同意権、取消権の行使 

１，事後に取消権を行使することより、事前に同意権を行使することを意識しよう。 

２，同意権を行使するときは、十分な情報を本人に理解できるように伝え、本人の意思

決定を支援したうえで、同意するか否かを判断しよう。 

３，取消権の行使は、本人の身体又は財産に重大な不利益が生じるおそれがあるなど、

やむを得ない場合に限定しよう。 

附錄八  Legal Support「監護人行為指引」  
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2 

 

４，取消権を行使するときは、その必要性を本人に説明し、できる限り本人の理解を得

るようにしよう。 

 

Ｅ，本人の生活への配慮 

１，本人の意向を尊重し、本人が安定した生活を送れるよう支援しよう。 

２，本人が利用できる制度等の社会資源について情報を収集し活用しよう。 

３，本人の財産は、単に保全するだけでなく、生活の質を向上させるために活かそう。 

４, 本人を支援する人との連携を保ち、それぞれの役割を分担しながら本人の生活を支

えよう。 

５，本人が虐待、放任、搾取等の被害をうけていないか気を配ろう。 

 

Ｆ，事務の姿勢 

 １，後見人の職務と立場を自覚し、公正かつ誠実な後見事務を心がけよう。 

  ①本人との利益相反、利害の対立に注意する。 

  ②会計管理や後見事務の正確な記録を残す。 

  ③本人の財産は、後見人自身の財産と明確に区別して管理する。 

  ④審判や契約で定められた報酬と事務費用のほかに、金銭や利益の供与を受けない。 

  ⑤第三者後見人への遺贈は、後見人の関与を疑われるおそれがあるので受けない。 

 ２，与えられた権限を逸脱しないようにしよう。 

 ３，本人のための後見人であることを自覚し、周囲の関係者の意向に引きずられないよ 

  うにしよう。 

 ４，自らの事務について、定期的に振り返る機会を持とう。 

 ５，周囲の関係者の意見を聞き、自らの事務が独善に陥らないようにしよう。 

 ６，後見人の経験をもとに、成年後見制度の内容や運用を改善するための意見を出そう。 

 

Ｇ，法定後見申立や任意後見契約締結にあたって 

１，制度の仕組みと本人が受ける制約を、本人や周囲の関係者に十分説明しよう。 

２，法定後見では、本人の状態にあった類型の申立てを心がけよう。 

３，法定後見の代理権や同意権は、それが本人への制約になることを意識し、必要最小 

 限の権限の付与を求めよう。 

４，任意後見の受任をしようとするときは、時間をかけて本人の理解に努め、信頼関係 

 の構築を図ろう。 

５，任意後見を受任するときは、本人の知識、経験及び財産の状況等に配慮して適正な 

 契約内容を考えよう。 

 ６，任意後見の受任者は、本人の状況を把握し、適切な時期に任意後見監督人の選任を 

  申し立てよう。 
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成年後見制度
ご存じですか？

公益社団法人 
成年後見センター・リーガルサポート 

せい　　 ねん　　  こう   　 けん       せい　  　 ど

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
〒160-0003  東京都新宿区四谷本塩町4番37号  司法書士会館
https://www.legal-support.or.jp/　　　   

転載禁止　2023年６月

札 幌 支 部
函 館 支 部
旭 川 支 部
釧 路 支 部
宮 城 支 部
ふくしま支部
山 形 支 部
岩 手 支 部
秋 田 支 部
青 森 支 部
東 京 支 部
神奈川県支部
埼 玉 支 部
千葉県支部
茨 城 支 部
とちぎ支部
群 馬 支 部

011 - 280 - 7078
0138 - 27 - 2345
0166 - 54 - 3312
0154 - 41 - 8332
022 - 263 - 6786
024 - 533 - 7234
023 - 623 - 3322
019 - 653 - 6101
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028 - 632 - 9420
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ながの支部
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愛 知 支 部
三 重 支 部
岐阜県支部
福井県支部
石川県支部
富山県支部
大 阪 支 部
京 都 支 部
兵 庫 支 部
奈 良 支 部
滋 賀 支 部
和歌山支部
広島県支部

054 - 289 - 3999
055 - 254 - 8030
026 - 232 - 7492
025 - 244 - 5141
052 - 683 - 6696
059 - 213 - 4666
058 - 259 - 7118
0776 - 36 - 0016
076 - 291 - 7070
076 - 431 - 9332
06 - 4790 - 5643
075 - 255 - 2578
078 - 341 - 8686
0742 - 22 - 6707
077 - 525 - 1093
073 - 422 - 0568
082 - 511 - 0230

山 口 支 部
岡山県支部
鳥 取 支 部
しまね支部
香川県支部
徳 島 支 部
高 知 支 部
えひめ支部
福 岡 支 部
佐 賀 支 部
長 崎 支 部
大 分 支 部
熊 本 支 部
鹿児島支部
宮崎県支部
沖 縄 支 部
本 部

083 -924 - 5220
086 - 226 - 0470
0857 - 24 - 7013
0854 - 22 - 1026
087 - 821 - 5701
088 - 622 - 1865
088 - 825 - 3141
089 - 941 - 8065
092 - 738 - 1666
0952 - 29 - 0626
095 - 823 - 4710
097 - 532 - 7579
096 - 364 - 2889
099 - 248 - 8860
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お問合せはお近くの支部まで マークのある支部にはホームページがあります リーガルサポート

成年後見制度はご本人の権利や財産を守り、
意思決定を支援する身近な仕組みです。

always by your side

国家資格をもつ法律の専門家である司法書士が支援します。

充実した研修制度をもち、後見人としてのノウハウと倫理を学んでいます。

全国各地に50支部があり、どこでも良質なサービスを提供します。

ご相談は
リーガルサポートへ！ リーガルサポートは成年後見業務を

専門とする司法書士の団体です。

いつも、あ
なたのそばに。

ご存じですか？
いつも

、あなたのそばに。いつも
、あなたのそばに。

成年後見制度ってなに？ …１

どのように支援するの？ …２

チャートでわかる
利用手順 …………… ３～６

後見制度支援信託と
後見制度支援預貯金 …… ７

成年後見人の業務 …８～10

　就任直後の業務

　通常の業務

　成年後見人の業務が
　終了するとき

任意後見制度 ……  11～ 14

　今できる５つの仕組み

　任意後見制度の仕組み

死後事務の委任契約 ……15

遺言 ……………… 16～ 17

親なき後問題 …………… 18

関連制度 ………………… 19

これからの
成年後見制度 …………… 20

リーガルサポート
って？…………… 21～ 23

リーガルサポートが
選ばれる理由……………24

こんな時はリーガルサポート
にご相談ください………26

制度紹介

組織紹介

リーガルサポート

組織紹介

LEGAL SUPPORTLEGAL SUPPORT

エールくん

リーガルサポート
公式キャラクター

ホットちゃん
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3

契約書

法定後見制度 が利用できます 

判断能力が衰えた後には 

　すでに判断能力が不十分になっている本
人に代わって、支援者が施設入所の契約
など法律行為を行い、本人を支援する制
度です。
　本人の判断能力の程度に合わせて、３つ
の類型に分かれます。

成年後見制度って、なに？ 

❶～❺の場合 
「こんな時に利用できます」

父の入院費や施設利用
料、生活費をまかなう
ために、父名義の株や
不動産を売却したい。

訪問販売なのか使うはずのない健康器具で
部屋があふれている独居の叔母が心配だ。

成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定
を支援する身近な仕組みです。
大きく （１）判断能力が衰えてから利用する法定後見制度
 （２）将来の判断能力が衰えた時に備える任意後見制度
に分けられ、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

チャートで、もっともふさわしい利用手順をみてみましょう 

どのように支援するの？ 

本人の意思決定を支援し、自己決定を尊重して、
本人の最善の利益を図ります。

今は元気。認知症など
で判断能力が衰えた際
の自身のため、かかわ
る人々のために。

❻

一人暮らしで、将来入院
したり、認知症になった
りしたらどうしよう。

❼

物忘れがひどくなり預貯金の管理が
難しくなってきた母のために。❶
外出中に行方不明になることがあり
施設入所をと考える父のために。❷
障害のある子の将
来が心配、私たち
が亡き後のその子
のために。

❸ ❹

❺

が利用できます 任意後見制度

判断能力が衰える前であれば

　将来、判断能力が不十分になった時
に備えておく制度です。
　元気なうちに〔支援してくれる人〕と将
来の約束をし、〔支援内容〕を契約で決
めておきます。
　望みどおりの支援が受けられるよう、
信頼できる方と一緒に自分の将来をつく
ります。

「こんな時に利用できます」

❻ ❼ の場合 

支援する人
の呼び名

支援を受ける
人の呼び名

支援する人
の呼び名

支援を受ける
人の呼び名

※以下「被後見人等」は、成年被後見人、被保佐人、被補助人を指し、「後見人等」は成年後見人、保佐人、補助人を指します。
※任意後見人に対して、成年後見人、保佐人、補助人を「法定後見人」と呼ぶことがあります。

制度を支える基本理念

1

どういった人がどんな時に利用できる？

自己決定権の尊重 本人の意思決定を支援し、本人の決めたことを尊重しようという考え

2 現有能力の活用 本人が現在できる力を活用しようという考え

3 ノーマライゼーション

4 本人の利益保護 本人が不利益を被らないように支援しようという考え

成年後見制度は、これらの理念の調和を目指しています。

補助
類型

保佐
類型

後見
類型

補助人

保佐人

成年
後見人

被補助人

被保佐人

成年
被後見人

契約
締結時

契約
発効時

任意
後見人

任意後見
受任者 本人

本人

　高齢者や障害者であっても家庭や地域で一緒に助け合いなが
ら暮らすことのできる社会をつくろうという考え
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3

公証人役場で任意後見契約を結びます

家庭裁判所 

判断能力に 
問題ない 

私は元気!
何でも自分で決められる 

今、元気な人が対象です

●申立てができる人
本人・配偶者・４親等内親族等
親族の協力が得られない方の場合
は市区町村長が申立てできます。

●用意するもの
申立書・診断書等・本人情報シー
ト・戸籍謄本・住民票
登記されていないことの証明書
財産目録・収支予定表・財産関係資料
親族関係図・親族の意見書
申立事情説明書
代理行為目録・同意行為目録ほか

●費用
　収入印紙
　　申立て１件につき８００円～
　　登記手数料２６００円
　郵便切手
　　各家庭裁判所で異なります

※申立書の作成や申立手続きを司法書
士や弁護士に依頼する場合は、別途
報酬がかかります。
※申立書の作成や申立手続きを業務と
してできるのは、司法書士と弁護士
だけです。

誰に何を支援してもらうのか決定し、その支
援内容を契約書にします。
費用/任意後見契約書作成の際（任意後見の
み）、公正証書作成  手数料… 11,000円＋そ
の他登記手数料等。詳細はご利用になる公証
人役場にご確認ください。

将来認知症になった後の
ことが心配になる

今から何かできないかしら？

物忘れが
ひどくなって
きたなぁ

任
意
後
見
制
度

法
定
後
見
制
度

代理権付き

代理権なし

判断能力に 
少し衰えがある 

最近、少し物忘れが
でてきたかと思う時がある

判断能力が不十分な人を
対象としています

自分でできることも多いけど
時々ある重要な契約の時に
一緒に判断してくれる人が

ほしい

代理して
ほしい事柄は
あるか？

同意や
取消しをして
ほしい事柄は
あるか？

補
助
類
型

はい 

代理権付き
はい 

いいえ

代理権なし
いいえ

同意権付き
はい 

同意権なし
いいえ

判断能力が著しく不十分な人
を対象としています 

本人はしっかり
している時もあるけど…

代理して
ほしい事柄は
あるか？

判断に迷うような
重要な契約の時に

一緒に判断してくれる人が
ほしい

保
佐
類
型

判断能力が
非常に

減退している 

判断能力に
かなり

衰えがある

ほとんど判断できない人
を対象としています 

本人がしっかりしている時は
ほとんど無い

あらゆる契約や手続きの時に
本人の代わりに判断して
くれる人が必要だ

後
見
類
型

法 務 局 
（東京法務局後見登録課）

チャートでわかる利用手順 

本人の判断能力の程度によって利用できる制度や手続きが異なります。
判断能力に衰えがあると思われる場合は、成年後見制度用の診断書を取得
してください。診断書で判断能力の程度を確認して手続きを進めます。

み）、公正証書作成  手数料… 11,000円＋そ
の他登記手数料等。詳細はご利用になる公証

申　立　て

家庭裁判所 

申　立　て
その1

診断書の準備について 

❶「本人情報シート」の記載を本人の福祉関係者（ケアマネジャー、相談員など）に依頼してください。
❷「診断書・診断書付票」の作成を主治医に依頼してください。
※診断書の「３　判断能力についての意見」欄で類型を判断します。

登記

※本人の同意は必要ありませんが、
　本人の理解に合わせて説明することをお勧めします

支援してくれる
人を選ぶ

（任意後見受任者）

※①②とも裁判所のＨＰからダウンロードできます。

本人の同意が必要です
本人の同意が必要です　 

本人の同意が必要です　 

本人の同意が必要です　 
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代理行為目録 

同意行為目録 

代理行為目録 
家
庭
裁
判
所
が
適
任
者
を
選
任
し
ま
す

　
　
　

家
庭
裁
判
所
が

代
理
権
・
同
意
権
を

付
与
し
ま
す

　
　
　

代理行為目録

代理行為目録

同意行為目録

家庭裁判所

任意後見契約であらかじめ
定めておいた、財産管理や
生活・療養看護に関する法律行為を
代わって行います。

登
記

監督 

後見登記事項証明書 
登記情報 法 務 局 

家庭裁判所が認めた特定法律行為
を代わって行います。
家庭裁判所が認めた重要な法律行為
の同意・取消しをします。

注1

注2

注3

注3 財産の管理に関する法律行為
…例えば、預貯金の管理、不動産等の
売買契約や賃貸借契約の締結、遺産
の分割等があります。
生活・療養看護に関する法律行為
…例えば、介護契約・施設入所契約・医
療契約の締結等があります。

注1

注2

特定法律行為…本人の生活、療養看護
および財産に関する法律行為であれば
何でもよく、要介護認定の申請や介護契
約の締結等も含まれます。

「重要な法律行為」…民法第１３条第１項
で定められている次の行為をいいます。

① 貸金の返済や預金の払戻しを受けること。
② 金銭を借り入れたり、保証人になること。
③ 不動産をはじめとする重要な財産を手に入
れたり、手放したりすること。
④ 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
⑤ 贈与すること、和解・仲裁契約をすること
⑥ 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をする
こと。
⑦ 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がつい
た贈与や遺贈を受けること。　
⑧ 新築・改築・増築や大修繕をする契約をする
こと。　
⑨ 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

●成年後見制度を利用していても、日用品の
購入やその他日常生活に関する法律行為は
本人が単独でできます。

●本人が居住している建物やその敷地を売却
や賃貸などする場合には、家庭裁判所の許
可が必要です。

●法定後見人は毎年１回家庭裁判所へ報告し
ます。

●法定後見人・監督人への報酬は裁判所が決
定します。

注1

注2

家庭裁判所が認めた特定法律行為
を代わって行ったり、
その同意・取消しをします。
また、重要な法律行為
の同意・取消しをします。

日常生活に関する法律行為を除く
すべての法律行為を代わって行ったり、
必要に応じて取消したりします。

必要に応じて裁判官が直
接事情を尋ねます。

誰がどのような権限を持って支援しているか後見人等は東京法務局で登記されます。
後見人等は登記事項証明書を提示して行政や金融機関で手続きを行います。　　※取得方法はP.8参照

任
意
後
見
人

補
助
人

保
佐
人

成
年
後
見
人

監
督

監
督

監
督家庭裁判所 

審　問

家庭裁判所調査官や参
与員が事情を尋ねたり問
合せをします。

調査・審査

本人の判断力について鑑
定（別途鑑定費用がかか
ります）が行われることが
あります。
保佐類型・後見類型の場
合は原則鑑定が必要です。

鑑　定

いろいろな事を考慮して
類型・支援内容・支援者
等を決めます。

審　判

審　問
その2

支援する人 

成年後見人、保佐人、補助人には、どういう人がなるのですか。

専門職後見人等（単独）
親族後見人等＋専門職後見人等（複数後見）※権限分掌（財産管理・身上監護）もあり。
親族後見人等＋専門職監督人
後見制度支援信託・預貯金（複数後見で開始し、信託・預金が完了後、親族単独に）

●本人の身上保護、財産管理を適正に行うことができる人を家庭裁判所が選任します。本人の親族がなる場合もあれ
　ば、司法書士などの専門職や社会福祉協議会などの法人、市民後見人を選ぶ場合もあります。
　申立人が希望する人が選任されるとは限りません。
　後見人等が行う後見等事務を監督するために専門職を監督人に選ぶ場合もあります。
　後見人等や監督人は、家庭裁判所の審判により、本人の財産から報酬を受け取ることができます。
●預貯金等の財産の内容によっては、後見制度支援信託や後見制度支援預貯金の利用を検討することもあります。

２

1

３
４
５

親族後見人等（単独）
専門職関与のケース

・保佐監督人・補助監督人

司法書士・弁護士等が専門職として親族後見人等をサポートします。

任
意
後
見
制
度

任
意
後
見
監
督
人

法
定
後
見
制
度

補
助
類
型

保
佐
類
型

後
見
類
型

代理権
あり

代理権
なし

同意権
あり

同意権
なし

同意権
なし

必要に応じて選任 

代理権
あり

代理権
なし

成年後見
監督人
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4 5
就任直後の業務

年金•不動産収入・株式配当•
預貯金利息等

税金•家賃•公共料金

後見制度支援信託 と 後見制度支援預貯金 

成年後見人が適切に成年被後見人の財産を管理するための選択肢として、家
庭裁判所が後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金の利用を検討する場合
があります。
これらの仕組みは、成年被後見人の財産のうち、日常的な支払いをするのに
必要十分な金銭を預貯金等として成年後見人が管理し、通常使用しない金銭
を信託財産または特別な預貯金として金融機関が管理するものです。
両制度ともに払戻しや追加信託・追加の預入れ、契約の解除には家庭裁判所
の指示書が必要となります。

成年後見人の業務
家庭裁判所で選任された後見人等は、具体的に
どんな業務を行うことになるのでしょうか。
ここでは、法定後見人のうち、成年後見人の業務を
中心に紹介します。

本人の状況の把握・調査
裁判所の記録の閲覧、本人と本人にかかわる親族や関係者との面会・面談、預貯金・保険・不動産・
負債などの財産調査を行い、本人の抱えている問題や状況を把握します。

1

登記事項証明書の取得
支援者であることの証明書として登記事項証明書を取得します。
銀行など金融機関での財産調査や行政の手続きをする際に必要となります。

2

後見届
銀行など金融機関、年金事務所、市区町村各課など行政機関、その他各所からの郵送物など連絡が支
援者に届くよう、今後の手続きのために関連各所に届出・登録を行います。

3

財産目録及び収支予定の作成
本人の財産調査の結果をもとに１年間の収支の予定を立てて、財産目録と収支予定表を作成します。

4

裁判所への報告
裁判所の定める期間内に、財産目録と収支予定表を提出します。

5

取得方法 郵送申請

窓口申請

最寄の法務局や法務省HPなどで申請用紙を入手し、東京法務局へ提出

東京法務局及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局の窓口に提出

費　用
登記事項証明書 
（１通　収入印紙 550円）

後見制度支援信託・後見制度支援預貯金の仕組み（イメージ図）

本人の財産本人の財産
信託銀行等が管理

成年後見人が管理

普段は使用しない金銭

日常生活で必要な金銭

〈後見制度支援信託の場合〉
信託財産

〈後見制度支援預貯金の場合〉
特別な預貯金

預貯金等

払戻しや解約等には
家庭裁判所が発行する
「指示書」が必要

※制度を利用する際に専門職が成年後見人または成年後見監督人として関与した場合には、家庭裁判所の定める
報酬が必要となる場合があります（別途、金融機関の管理報酬が生じる場合もあります）。
　なお、信託契約の締結後、専門職が関与する必要性がなくなれば専門職は辞任します。
※本人の財産が複雑な場合や特定遺贈を内容とする遺言がある場合、収支計画を立てることが難しい場合など、
本人の身上への配慮等から利用に適さないケースもあります。

後見制度支援信託

成年後見
未成年後見

×保佐
×補助
×任意後見

成年後見
未成年後見

（対象としない金融機関あり）

×保佐
×補助
×任意後見

信託銀行の一部
銀行の一部

金銭に限る

家庭裁判所の指示書が必要

信用金庫　信用組合
農業協同組合（JA）　銀行の一部

対 象

取扱い金融機関

利用対象財産

対象財産からの
払戻し

介護サービス事業者や 
金融機関など 東京法務局発行の 

「登記事項証明書」

本人 成年後見人 

この人は誰？ 

成年後見人です OKです！ 

〒１０２-８２２6 東京都千代田区九段南１-１-１５ 九段第２合同庁舎
　　　　　　 東京法務局　民事行政部　後見登録課 （返信用封筒・切手同封のこと）

※本人宛ての郵便物を成年後見人が受け取ったときは、成年後見人が開封できます。
※家庭裁判所の審判によって、６か月以内の期間を定めて、本人宛ての郵便物を成年後見人の元に転送（回送）してもらえます。

最寄の法務局や法務省HPなどで申請用紙を入手し、東京法務局へ提出

後見制度支援預貯金

審判書が届いて２週間経過したら、後見業務が始まります。
業務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。
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家庭裁判所

成年後見人の通常業務

〔財産管理と身上保護の業務例〕
●預貯金の管理（振込依頼・払戻し、口座の変更、口座の開設、解約等）
●定期的な収入（家賃・地代・年金・障害手当金等）の受領
●定期的な支出を要する費用（家賃・地代・公共料金・保険料・税金等）の支払い
●証書等（登記済権利証・実印・銀行印・印鑑登録カード・個人番号カード）の保管
●介護契約・福祉サービス契約・入退院手続き・施設入所契約、それら費用の支払い
●介護保険、要介護認定、障害支援区分認定、健康保険等の各申請
●行政官庁手続き（年金、登記申請・税金の申告等）の一切の代理業務
●保険契約の締結・変更・解除、保険金の請求受領
●不動産の売却、賃貸、住宅棟の増改築・修繕
●相続関係手続き（相続の承認、相続放棄、遺産分割等）
これらは一例です。
後見業務はこのほか多岐にわたります。

含まれない業務

●医療行為の同意（※ともに病状説明を聞くなどして本人の意思決定を支援する形で関与します。）
●本人に代わって婚姻・離婚･認知・養子縁組・離縁・遺言を行うこと（身分行為）
●居住場所を強要すること（居所の指定）
●直接の介護や看護
●身元保証・連帯保証　　　など

本人の居住用不動産の処分

本人の居住用不動産を処分（売買、取壊し、賃貸、賃貸借契約の解除、抵当権の設定等）をするには、
事前に家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てをして、その許可を得る必要があります。
本人の生活や財産に大きな影響を与えるため、慎重に判断する必要があります。

支援者が報酬を受けるには

後見人等はその事務の内容に応じて本人の財産の中から報酬を受けることができます。
報酬付与の申立てをすることにより、家庭裁判所がすべての事情を考慮して報酬額を決めます。

本人と後見人等とが利益相反することがあります

本人と後見人等が共同相続人である場合や専門職が複数の共同相続人の後
見人等である場合の遺産分割など本人と支援者の利益が相反する場合、監
督人がついている場合を除き、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申立
てをする必要があります。

本人が死亡した場合

適切な財産管理と身上保護に関する業務を行い、これを裁判所の
定める期間内に報告するのが通常の業務となります。

成年後見人の業務が終了するとき

相続人の調査
財産を引渡すために、戸籍等を調査して相続人を探します。

本人の死亡によって後見業務は終了し、本人の財産は相続財産として管理権限が相続人に移ります。
急迫の事情がある場合を除いて成年後見人であった者に死後の事務を行う義務はなく、原則として相続人
に委ねられることとなります。ただし、成年後見人であった者は次の業務を行います。 

管理の計算（財産目録、収支状況報告書の作成）
就任時から任務終了までの全財産の収入支出を計算し、相続人に対して、財産変動と現在の財産を業
務終了時から２か月以内に報告します。

成年後見終了登記の申請
終了後速やかに、東京法務局に終了の登記申請をします。

本人が死亡すると後見業務は終了です。本人の判断能力が回復して後見制度を利用する必要がな
くなったときも終了します。後見人等の死亡や辞任など支援者側の事情の場合、本人が後見制度

を利用する必要がある限り、家庭裁判所が新たな後見人等を選任します。

1

2

3

家庭裁判所への終了報告
財産引渡しが完了したら最終の報告をします。これで後見業務はすべて終了します。

5

財産の引渡し
※遺言書がある場合
　　遺言書の内容に従って引渡します。
　　遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に引渡します。
※遺言書がない場合
　　相続人に引渡します。
　　相続人が複数の場合、原則、全員に引渡すことになります。
※相続人がいない場合 
　　利害関係人として相続財産管理人の選任申立を行い、選任された相続財産管理人に引渡します。

4

　 相続財産である特定の財産の保存に必要な行為。 
　 相続財産である債務（弁済期が到来しているもの）の弁済。 
　 遺体の火葬や埋葬に関する契約、その他相続財産の保存に必要な行為。
ただし、 この❸だけは、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

本人が死亡した場合、その相続人が相続財産を管理することができるまで、成年後見人は以下の

保存行為ができるようになりました。 ただし、相続人が反対した場合はこの限りではありません。

1
2
3

≪本人死亡後の主な業務≫

9 10167
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6

（※1）公証役場で任意後見契約公正証書が作成されると、法務局でその内容が登記されることになります。
（※2）任意後見監督人とは…
任意後見人の事務が適正に行われるようにするため、家庭裁判所が中立的な立場の任意後見監督人を選任し、任意後見人を監督します。任意後見人の事務が適正に行われるようにするため、家庭裁判所が中立的な立場の任意後見監督人を選任し、任意後見人を監督します。

判断能力十分 判断能力低下

公証役場健康不安など 入院や施設入所など 判断能力の衰え 死亡 家庭裁判所
信
頼
で
き
る
方
と
の
間
で

お
願
い
す
る
内
容
を
決
め
る

財
産
の
こ
と
・
生
活
の

こ
と
・
保
険
の
こ
と
等

介
護
の
こ
と
・
住
居
の

こ
と
・
医
療
の
こ
と
等

公
正
証
書
に
す
る

　
　
　
　
　（※

1
）

任
意
後
見
監
督
人

　
　
　選
任
申
立

任
意
後
見
監
督
人

　
　
　
　
　選
任

❶
見
守
り
契
約
の
履
行

❷
任
意
代
理
契
約
の
履
行

　判
断
能
力
低
下

❸
任
意
後
見
契
約
の
履
行

任意後見開始前の生活をサポート任意後見契約を中心として、利用者の希望に合わせて、組合わせて選べます。 判断能力低下後の
生活をサポート

任意後見開始
任意後見人

元気な時の支援です 私が自分で決められるのね。

判断能力がしっかり　
していても、病気等で
　身体を思うように

　　　　　　動かすことができない。

お変わりありませんか？

今現在、自分で何でもできるけれども、将来が不

安で、今から少しでも安心したい方に利用をお勧

めできるのが、「見守り契約」です。

判断能力が低下する前から定期的に面談をした

り、連絡をとったりすることで、生活の状況や健

康状態を確認し、あなたを見守ります。

あなたに代わって契約などはしませんが、ホーム

ドクターのような気軽な相談相手として、信頼で

きる方と常に繋がっている安心感を得ることがで

きます。

❶ 見守り契約

現在、既に病気や身体の障害によって財産の管

理ができなくなっている、介護サービスの手続

きが難しいとの心配がある方や、将来、病気な

ど身体的な面が心配で、そのような場合に備え

たい方にお勧めするのが、「任意代理（財産管理）

契約」です。

例えば、通帳の保管や預金の引き出し、各種支

払い、介護サービス・入院手続きなど、契約で

決めた手続きをあなたに代わってしてもらうこ

とができます。

❷ 任意代理（財産管理）契約

任意後見制度　～将来の安心のために今から備える～

任意後見制度は、将来のために、支援する人も支援内容
も自分であらかじめ決めることができる制度です。
すでに判断能力が不十分な方が利用することができる法定後
見制度に対し、現在、本人の判断能力に問題はなく、今は何
でも自分で決められるけれども、将来が不安だという方が利
用できる制度です。

今すぐ何ができるのかしら。
今できる　　つの仕組み

2 3 4 5
今から支援し
てもらえない
でしょうか？

遺産分けは
どうしよう。

任意代理（財産管理）契約 任意後見契約 遺言書作成死後事務の委任契約

5今できる　　つの仕組み5今できる　　つの仕組み5今できる　　つの仕組み5今できる　　つの仕組み今できる　　つの仕組み55

将来判断力が低下
した後のことが
心配なんです。

お葬式やお墓のこと
はどうしたら
良いだろう。

1
今は支援してもらわ
なくても相談できる
相手がほしい…

見守り契約

●一人暮らしで身寄りがないので、将来、入院した時の手続きや支払いが心配だ。
●将来、もし認知症になったら困る。
銀行や市役所等の手続き、施設の入所手続きやその支払いはどうすればいいのか…
アパートの管理や所有している土地を売却する必要が出てきたらどうすればいいのか…

例
え
ば
、

などの不安
に備えること
ができます。

公証役場で…

❷任意代理契約は、監督人をつけることを必ずしも求められていませんが、リーガルサポートは、
LSシステム（リーガルサポート会員専用システム）への報告を求めるなど一定関与し、支援や監督を行っています。

現在

❶見守り契約
定期的な訪問や連絡

❷ 任意代理（財産管理）契約
預貯金・不動産等の財産管理、
入院入所手続きなど

❸ 任意後見契約
財産管理
身上保護

❹ 死後事務の委任契約
葬儀法要の執行
病院施設等の支払い

❺ 遺言書作成

（
財
産
管
理
）

（※２）
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病院 

入院契約 

羽フトン代金￥400,000

任意後見契約
任意後見受任者

任意後見人

監督

支援開始
選任

本人 ※判断能力があるうちに

※必ず公正証書で費用も契約で決める

契約発効

申立て

契約

ステップ1

ステップ2

ステップ3

任意後見監督人選任申立て

※報酬は家庭裁判所が決める
任意後見監督人

❸ 任意後見制度の仕組み
今決めておくことができるのは安心！

●申立てできる人
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者等

入院・施設入所・福祉
サービスの契約を
代理で行う

預貯金の管理

土地建物の売却

判断能力に不安が
生じた後に支援が始まります

今は大丈夫だが、
将来、判断能力が
衰えた時のことを
思うと不安だ。

注意事項
法定後見と異なり、自分のした行為について、法律上の取消権は任意後見人にはありません。

≪任意後見制度の３つのステップ≫

ステップ１　支援してくれる人（任意後見受任者）と　任意後見契約　を締結します。

　ステップ２ 判断能力が衰えた時に、家庭裁判所に 任意後見監督人選任申立て をします。

　ステップ３　任意後見監督人が選任されて、　任意後見が始まり　ます。

取消権

チェック

任意後見制度  ここが知りたい！

任意後見契約では、私の代わりにどんなことをしてもらえるのですか？

大きく分けて、日常の継続的な事項と臨時的な事項について代理してもらえます。

支援してもらいたい内容の代理権目録を作成します。

１．継続的管理業務として

　①預貯金の管理（振込依頼・払戻し、口座の変更、口座の開設、解約等）

　②定期的な収入（家賃・地代・年金・障害手当金等）の受領

　③定期的な支出を要する費用（家賃・地代・公共料金・保険料・税金等）の支払い

　④生活費の送金

　⑤証書等（登記済権利証・実印・銀行印・印鑑登録カード・個人番号カード）の保管

２．臨時的な管理業務として

　①介護契約・福祉契約・入退院手続き・施設入所契約

　②保険の締結・変更・解除、保険金の請求受領

　③不動産の売却、賃貸、住宅等の増改築・修繕

　④行政官庁手続き（年金、登記申請・税金の申告等）の一切の代理業務

※あなたの生活や将来の希望に合わせて、じっくり相談して決めましょう。

任意後見人や任意後見監督人へ報酬は？

任意後見人の報酬は、契約の相手方と話し合いで決め、任意後見契約公正証書に記載します。

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。

一度締結した任意後見契約は変更できますか？

変更できる内容とできない内容があります。報酬額を変更することはできますが、任意後見人を別の人にす

る変更や代理権の範囲を変更することはできません。ただし、現在の契約を解除して、改めて変更したい内

容で任意後見契約を締結することはできます。

任意後見契約を解除できますか？

契約当事者どちらからも解除できます。

●任意後見監督人が選任されていない場合

　⇒公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。

●任意後見監督人が選任されている場合

　⇒正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、解除できます。

Q1

A1

Q2

A2

Q3

A3

Q4
A4

任意後見人がすること

13 14169
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請求書
●●●●円

知的障害などのある子の面倒を親が見ている場合に、親が亡くなった後にその子を
どうやって支援していくかという問題を「親なき後問題」と言います。
●障害者年金等の年金収入で生活費は足りるのか。
　●親がその子にたくさん遺産を残した方がいいのか。
　●預金を下ろしたり支払いをしたりと、きちんと金銭の管理ができるだろうか。
　●施設に入所することになったら、入所の契約はどうすればいいのか。
　●年金の手続きや福祉サービスなどの手続きはどうするのか。
等々心配は尽きません。親が死亡した後ではなく、親が元気なうちにどのように備えるかが重要です。
その方策の一つとして、成年後見制度を利用することができます。
また、遺言や民事信託（家族内の信託）などを併せて利用することを検討されてはいかがでしょうか。　

任意代理・任意後見契約は、本人が死亡すると、その時点で終了してしまいます。
それでは、入院費の清算・葬儀・納骨などはいったいどうなるのでしょうか。
このような問題に対応するために、任意後見契約とあわせて定めておくと安心なのが、
死後事務の委任契約です。

亡くなった後の支援です
あなたの気持ちを尊重して、人生の最後をしめくくるための契約です。

❹ 死後事務の委任契約
私が死んじゃった後はどうなるのかしら…

● 身辺整理● 納骨

親なき後問題への応用

● 清算

死後事務の委任契約でできること（例）

● 医療費などの支払いに関する事務
● 老人ホームなど施設利用料の支払いなどに関する事務
● お通夜や葬儀、納骨、永代供養などに関する事務
● 行政官庁などへの届出事務
● 家財道具や生活用品などの処分に関する事務．．．など

● 葬儀のこと

❺ 遺言
子どもがいないから私の財産について

きちんと遺しておきたいわ。

私が私であるために、今できるもう一つの仕組みです。
財産は自分の生きてきた証でもありますが、天国に持っていくわけにはいきません。
自分の財産をだれに、どのように分けるのか。遺言があれば、遺言が優先されます。

遺言は、最後の自己決定です。そして、残された者への最後のメッセージです。

●子がなく、たくさんの兄弟がいるが、配偶者に話し
合いをさせるのは大変そうだ。

●兄弟姉妹もすでに亡くなっており、付き合いのな
い甥姪がどうも何人もいるようで、連絡をとるだ
けでも難しいと思う。

●財産が今住んでいる土地建物だけしかないから、
自宅を配偶者が相続する代わりに兄弟や甥姪に
現金を支払うとなると、自宅の売却も…。自宅に
住み続けられるようにしてあげたい。

●障害をもった子に多く遺したい。
●障害をもった長男の面倒を見てくれている長女に
多く遺したい。

遺言があった方が望ましいケース

遺言で決定できること

※遺言は取り消す（撤回する）ことができます。
※希望などのメッセージ「付言事項」を書き残すことができます。
　「私は、良き妻と良き子供たちのお蔭で、今まで楽しい人生を送ることができた。これはなにものにも替えられな
　い幸福であり、深く感謝する。子供たちは、母親にいつまでもやさしくし、くれぐれも遺産争いなどはせず、仲良
　く暮らしてほしい。」

●相続人が一人もいないから、せっかくなら、お世
話になった方や施設に財産を遺したい。

●動物愛護団体やユニセフなど、社会のために寄
付したい。

●長男が死亡した後も、ずっと長男の嫁が世話を
してくれているので、お礼の気持ちとして遺産を
渡したい。

●内縁関係の妻や
夫（事実婚）がい
るので、連れ添っ
たパートナーの
生活を守りたい。

① 相続人の間で、遺産分割協議を
　 するのは難しいと思う…

② 相続人でない者に
　 遺産を分けたい。

※兄弟姉妹以外の各相続人には一定の割合の相続権を保障する「遺留分」を請求する権利があります。

①財産に関すること 遺贈・相続分の指定・遺産分割方法の指定・配偶者居住権・
遺言執行者の指定・生命保険金受取人の指定　  など

②相続人に関すること 推定相続人の廃除・祖先の祭祀主宰者の指定　  など

詳しくは、P.18へ
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遺言書 

私
の
気
持
ち
は…

。

後見人等 後見人等

1 2

親なき後

●イメージ図

親 死亡委託者兼受益者

受託者  甥 受益者 受託者障害のある子

信託契約信託契約
生活費の
援助

賃料
賃料

対応策その１　法定後見制度を利用する

対応策その２　任意後見制度を利用する

対応策その３　遺言を利用する

対応策その４　民事信託（家族内の信託）を利用する

遺言のしかた 親なき後問題  ～残された子のために～

このほかにも秘密証書遺言（民法第970条）の方法もあります。また、死亡の
危急に迫った人等がすることができる特別の方式の遺言も認められています。

①公正証書遺言
あなたの意向をもとに
公証人が遺言書を作成
します。公証役場で遺
言をしますが、自宅、
病院などでもできます。

②自筆証書遺言
自分で全文と日付・名前を書き
印鑑を押します（財産目録は自
書の必要はありません）。間違え
たときの訂正方法が決められてい
ますので、注意が必要です。

死亡 死亡

公証役場に原本が
保管されます。

保管中に改ざんされない
ように注意が必要です。

家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

財産の受け取り
すぐに財産を

受け取ることができます

※２人以上の証人の立会いが必要です。

「公正証書遺言」の メリット
●家庭裁判所の検認手続きが不要で、遺言者の死亡
後、ただちに執行できます。
●遺言の内容、真偽などについてのトラブルを未然に
防止できます。
●改ざんなどの心配がありません。

「公正証書遺言」のデメリット
●数万円の費用がかかります。

「自筆証書遺言」のメリット
●いつでも簡単に作成することができます。

「自筆証書遺言」のデメリット
●専門家の関与なく作成した場合、気持ちは伝わっ
ても、遺言の内容が不明確になるなど、遺言による
処分ができなくなることがあります。

●改ざん・紛失等の危険があります。また、発見されな
かったときは、せっかく遺言を書いてもその意思は
実現されません。
●家庭裁判所の検認手続きを経なければ執行できません。

自筆証書遺言書保管制度 新制度

令和２年７月１０日から全国の法務局で自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
この制度は、遺言者本人が自筆証書遺言書を法務局に保管することを申請できるもので、遺言者に
も、相続人にもメリットがあります。
　①法務局が管理するため、遺言書を改ざんされたり紛失したりする恐れがありません。　
　②自筆証書遺言書に必要とされる家庭裁判所での検認の手続きが不要です。
　③遺言書を原本及びデータの両方で保管するため、遺言者は、全国の法務局で遺言者の内容を
　　閲覧することができます（原本自体の確認ができるのは保管を申請した法務局のみです）。
　④遺言者が死亡した場合、特定の方に遺言書を保管している旨のお知らせを送ることができます。
以上のメリットから、自筆証書遺言書保管制度は、安価な手数料で遺言書を適正に管理でき、相続
人の手続きを緩和するものとして注目されています。

●リレー方式（単独後見）　
当初は、親が後見人等になって本人を支援します。
後見人等である親が亡くなったとしても、家庭裁判所が新たな後見人等を選任するので、支援を継続できます。

●親族で複数後見
親とともに子の兄弟など親族が後見人等になり、親が亡くなった後はもう一人の親族後見人等が引き続き支援します。

●専門職と複数後見
親とともに専門職が後見人等となり、親が亡くなった後は専門職後見人等が引き続き支援します。

子に一定の判断能力がある場合には、本人も親も信頼できる人と本人とが任意後見契約を締結します。
望みどおりの人から、本人の意思をきめ細やかに反映した望みどおりの支援が受けられます。

信託とは、財産を持っている人（委託者）が信頼できる相手（受託者）に、その財産の運用で利益を得る人（受益者）
のために、自分の財産の管理や処分をする権限を託す財産管理の仕組みです。信託銀行と間の信託の契約を商事信託
というのに対し、家族や親族との間での信託の契約を民事信託といいます。
家族などに財産を託す契約をして管理・処分してもらうことができ、財産を託された人（受託者）がお金の出し入れや
不動産の売却などを行います。
民事信託を利用するメリットとしては、
①親が亡くなっても障害のある子の生活資金を確保できます。
②親が亡くなった後でも煩雑な相続手続きを経ることなくスムーズに障害のある子をサポートできます。

『親が元気なうちは一人息子へ金銭的支援もできるし、親が死亡したら遺産は子が相続することができる。
けれども、子は自分で財産を管理できないだろうから、子に後見人等を就けておこう。
そして、信頼できる甥と信託契約を締結してアパートの管理処分を託すことにして、親が元気なうちは親が賃料を受け取
る受益者として、親の死後は子を受益者とすれば、子の生活資金も確保できて安心だ。』

障害のある子自身やその子の面倒を見てくれる親族に多く遺産がわたるようにすることが考えられます。

17 18171
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7 8関連制度

1.介護保険制度 
2000年に成年後見制度と同時に開始した社会全体で介護を支
えようとする制度です。
　①介護サービスの提供を受けるには契約が必要です。
　②介護サービスの費用負担には社会保険方式を採用しています。
判断能力が低下した高齢者が介護サービスを受けようとする場
合、本人を支援したり代わりに契約をしたりする必要があるため、
成年後見制度の利用に繋がります。

３.日常生活自立支援事業
全国の社会福祉協議会が、軽度認知症の高齢者や知的障害や
精神障害のある方のために実施している事業です。利用するに
は契約が必要で、サポートできる範囲は、次のとおりです。
　①福祉サービスの利用援助
　②日常的な金銭管理
　③書類等の預かりサービス

２.障害福祉制度 
障害者総合支援法（旧・障害者自立支援法）のもと、知的障害
者や精神障害者、身体障害者が自らの意思で選択した福祉
サービスを利用し、自立した社会生活を送れるようにしようと
する制度です。
障害者が福祉サービスを利用しようとする場合、本人を支援
したり代わりに契約をしたりする必要があるため、成年後見制
度の利用に繋がります。

５.公益信託成年後見助成基金
経済的理由で制度を利用できない方がないようにと、2001年
リーガルサポートが別機関として発足させた基金です。
成年後見制度利用のための費用を負担することができない
方々の後見人等（親族以外の第三者に限る）の報酬に充てら
れ、その後見活動を支えています。
助成金は、この基金の目的に賛同する方々からいただいた寄
付や遺贈でまかなわれています。

４.成年後見制度利用支援事業
経済的な理由で成年後見制度が利用できないことのないよ
う、費用の全部または一部を助成する厚生労働省の事業で、
各市町村が窓口です。
後見人等の報酬や申立て費用などの必要となる経費の一部に
ついて、助成がなければ成年後見制度の利用が困難であると
認められる人、例えば、生活保護法(昭和25年法律第144号)
による被保護者や資産、収入等の状況がそれに準じると認め
られる人が対象です。

契約

契約

ケアマネジャー

事業者

本人

わかりました。
ケアプランを
つくります。

わかりました。
利用料は○○○円になります。

お願いします。

６.市町村による市民後見人育成事業 
支援を受ける本人と同じ地域に生活する一般市民が、本人の
後見人等となって、本人を支援します。
「成年後見制度利用促進法」（平成28年４月成立）では、市町
村が市民からの後見人を育
成して活用を図ることが明
記され、今後はさらに市民
後見人の活躍が期待されて
います。

事業者と利用者の
契約に基づく
サービス利用方式

これからの成年後見制度
平成28年「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、翌29年
「成年後見制度利用促進基本計画」が策定されました。そして、令和４年度か
らは第二期「基本計画」に基づく取組みが始まりました。
地域共生社会の実現と権利擁護支援の充実を目指し、本人を中心とした成
年後見制度の利用促進が広がりを見せています。 

社会福祉
協議会

地域連携ネットワークのイメージ

民間団体・
ＮＰＯ等

金融機関

医療・福祉
関係団体

民生委員・
自治会等
地域関係団体

地域包括
支援センター

家庭裁判所

中核機関 市町村 都道府県

権利擁護支援チーム

・相談対応
・チームの支援
・協議会の開催
・家庭裁判所との連携
・後見人受任者調整等の支援　等

本人 
後見人等

医療機関

家族・親族

民生委員
ボランティア

相談支援
事業者

地域共生社会の実現
成年後見制度利用促進法 第1条 目的成年後見制度利用促進法 第1条 目的

包括的・重層的な支援体制と地域における様々な支援・活動のネットワーク

（本人を中心にした支援・活動の共通基盤となる考え方）

自立した生活と地域社会への包容

権利侵害の回復支援意思決定支援 権利擁護支援

協議会

高齢者支援の
ネットワーク

子ども支援の
ネットワーク

地域社会の
見守り等の
穏やかな
ネットワーク

障がい者支援の
ネットワーク

生活困窮者支援の
ネットワーク

直営又は
委託

連携支援

リーガルサポート

福祉
サービス
事業者

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

こうなると
安心ね

19 20
※厚生労働省第二期成年後見制度利用促進基本計画の図を参考に再編集して掲載

令和２年10月に「意思決定支援
を踏まえた後見事務のガイドラ
イン」が策定されました。
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＊法定後見　●成年後見人・保佐人・補助人・成年後見監督人など
＊任意後見　●任意後見人・任意後見監督人

成年後見人等と本人との
関係別件数・割合
最高裁判所 令和４年「成年後見関係事件の概況」より

リーガルサポートって？１

全国各地に
50支部

＊売買・贈与、相続による所有権移転登記
＊融資に伴う抵当権・根抵当権設定登記
＊ローン完済時の抵当権抹消登記　　　など

＊会社の登記（設立・役員変更・商号変更・本店移転・増資・合併等）
＊会社以外の法人の登記（社会福祉法人・ＮＰＯ法人等）　　　など

＊売掛金請求などの民事訴訟（訴状・答弁書・準備書面等）
＊個人破産・個人再生申立書
＊相続放棄申述書
＊遺産分割・離婚などの調停申立書
＊成年後見等開始申立書　　　など

リーガルサポートは成年後見制度を担う司法書士の団体です。
司法書士は、令和４年２月１日現在、全国に２万2822人、司法書士法人は976法人、全員が各都道府県の司法書士会
に入会しています。都市部にも地方にも全国各地に司法書士の事務所があります。

司法書士は街の身近な法律家です！

成年後見制度を担うため
司法書士がリーガルサポートを設立しました。

成年後見関係

不動産登記

商業法人登記

裁判書類作成

＊簡易裁判所における140万円以内の訴訟
　（貸金・売掛金の請求、過払い金・敷金の返還請求等）
＊少額訴訟（60万円以内）とその執行（差押）
＊上記についての裁判外の和解　　　など

簡裁訴訟代理等
関係業務

＊相続財産管理人
＊不在者財産管理人
＊銀行等の相続手続（紛争性がない場合）
＊遺言執行者　　　など

財産管理業務

リーガルサポートと成年後見制度
●リーガルサポートは成年後見制度を支える公益社団法人です。
1999年（平成11年）12月、リーガルサポートは成年後見制度の施行に先立ち、全国の
司法書士によって社団法人として設立されました。
高齢者、障害者等が自らの意思に基づき安心して日常生活を送ることができるように支援し、もって高齢者、障害者
等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的にしています。
2011年（平成23年）に公益社団法人の認定を受け、現在も日本の成年後見制度を支え続けています。

●リーガルサポートは日本最大の専門職後見人団体です。
リーガルサポートの正会員はすべて司法書士です。司法書士はこれまで、重要な財産の管理・保全や民事紛争の解決
など、みなさまのそばでみなさまの権利を守る法律の専門家としての役割を果たしてきました。
リーガルサポートは、全国都道府県ごとに50
の支部（北海道は４支部）あり、全国8000人
を超える会員がそれぞれの地域の実情に即し
た後見業務を行っています。

●司法書士は第三者後見人の中で一番多く選任されています。
司法書士は、成年後見制度が始まって以来、親族以外の第三者後見人の中で一番多く家庭裁判所から選任されています。
リーガルサポートは、その信頼に応えるべく、会員が適切な後見業務を遂行することができるよう、研修制度や報告
制度などを採用しています。

登記司法書士の主な仕事　

●専門職後見人としての知見を活かし国や自治体に意見を述べています。
成年後見制度利用促進専門家会議をはじめ、国や自治体の成年後見制度施策に関する会議にリーガルサポート会員が
委員として就任し、成年後見制度の発展のために意見を述べています。

１

裁判関係司法書士の主な仕事　２

簡裁訴訟代理等関係（認定司法書士のみ）司法書士の主な仕事　３

財産管理関係司法書士の主な仕事　４

相談司法書士の主な仕事　５
※上記に関する相談業務

親族
7,560（19.1%）

親族
7,560（19.1%）

親族以外
32,004（80.9%）

日本の裁判所で新たに
選任されている成年後見人等の

うちの4人に1人以上が司法書士です。

親族以外の内訳

社会福祉協議会
1,432（4.5%）

市民後見人
271（0.8%）

その他個人
98（0.3%）

その他法人
2,259（7.1%）

精神保健福祉士
57（0.2%）

税理士
58（0.2%）

行政書士
1,427（4.5%）

社会福祉士
5,849（18.3%）

社会保険労務士
107（0.3%）

司法書士
11,764（36.8%）

弁護士
8,682（27.1%）

正会員及び後見人等候補者名簿登載者数推移表

R
４

R
３

R
２

H
31（
R
１
）

H
29

H
28

H
28

H
27

H
26

H
25

H
24

H
23

H
22

H
21

H
20

H
19

H
18

H
17

H
16

H
15

H
14

H
13

H
12

H
11 （年度）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000
（名）

正会員数 後見人及び後見監督人候補者名簿の
いずれかに登載している会員数

後見人候補者
名簿登載者数

後見監督人候補者
名簿登載者数
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リーガルサポートは元気なうちから
トータルなサービスを提供します

本人の状況に合わせて
細やかに配慮してほしい

後見人には
リーガルサポート会員に

なってほしい

後見人には
知識豊富な専門職に
就いてほしい

さまざまな機関と
連携して後見業務を
行ってほしい

家庭裁判所への業務報告とは別に、独自に業務報告を義務付けています。
後見人等は、通常１年に１度、家庭裁判所に業務報告を行いますが、リーガルサポ
ート会員は、適切な後見業務を行うために、より短い期間で（原則として６か月に１
度）、会員報告専用に開発した「LSシステム」を利用して業務報告を行っています。
報告を受けた支部が精査し、必要に応じて業務のあり方の修正を指示することで会
員がさらに適切な後見業務を遂行できるようにしています。

リーガルサポートが選ばれる理由2

●親なき後も安心して
残された障害を持つ子が安心して人生を送れるよう
に、成年後見制度や民事信託などの仕組みを利用
して支援します。　　→P.18へ

成年後見制度は、判断能力が衰えてしまってからでも利用できます。
元気なうちに成年後見制度を利用して自分や家族の将来について準備することもできます。
どのような段階でも、リーガルサポートにご相談ください。
リーガルサポートは  いつも、あなたのそばに います。

元　気

判断能力の
衰え

そして
天国から

死亡

身元保証問題

●補助人・保佐人・成年後見人として
法定後見制度を利用して、あなたの意思を尊重し、あなたの人生を支援します。

●補助監督人・保佐監督人・成年後見監督人として
親族が後見人等になった場合など、監督人として後見人等を支援監督します。

●任意後見人として
あらかじめ決めておいた任意後見契約に沿って、あなたの希望した生き方を実現します。

●任意後見監督人として
監督人として任意後見人を監督して、あなたの人生を守ります。

●あなたの最後の意思を実現します
「死後事務の委任契約」でお葬式や埋葬などの手続きを行います。　→P.15へ

遺言執行者（「遺言書」で指定された場合）としてあなたに代わって
あなたの最後の想いを叶えます。　→P.16へ

高齢者の入院や施設入所に際し、身元保証人を求められることがありますが、
成年後見制度を利用することで入院や施設入所ができるケースが増えてきています。

一定の研修を履修したリーガルサポート会員だけ
が後見人等や監督人にふさわしい候補者として名
簿に登載されます。
この名簿は、家庭裁判所に提出され、名簿の中か
ら選任された会員が後見人等として全国各地で活
躍しています。
名簿登載会員には、「登載証明書」を発行してい
ます。

リーガルサポート会員は、法律以外の関連分野の研修も定期的・
継続的に受講しています。
リーガルサポートから家庭裁判所に推薦される会員は、医療、介
護、福祉分野や倫理、ディスカッション形式など、リーガルサポ
ート所定の研修を15科目22時間以上履習しています。さらに、２
年ごとに15時間以上の研修の受講が義務付けられています。
会員は、法律と福祉の両方の知識や経験が要求される相談に対応
することができます。

リーガルサポート会員は、各地域の中核機関や社会福祉協議
会、地域包括支援センター、障害者地域生活支援センター等
権利擁護や福祉の関係機関と日頃から連携しています。
また、地域で実際に使える関係制度の実際の運用や仕組みに
精通し、困難案件についてもケアマネジャー等福祉や介護の
関係者と協力して対応し、本人の権利擁護支援に取り組んで
います。

居住地を変える予定があったり、財産が各地に散在し
ていたり、刑事事件が関係する場合などは、全国組織
であるリーガルサポート自身が法人として後見人等に
なり、全国各地の会員を活用して継続的に広範囲に支
援します。また、支援を受ける人が若い方の場合や個
人の後見人等での支援が困難だと思われる場合には、
リーガルサポート法人会員（司法書士法人）が対応し
ています。

成年後見制度を安心してご利用いただくための工夫

司法書士は成年後見制度が始まって以来、親族以外の第三者後見人の中で一番多く家庭裁判所か
ら選任されています。
リーガルサポートは、成年後見制度を安心して利用いただくために、研修制度や管理体制など、
多くの工夫でさまざまなお声に対応しています。

会員研修後見人等候補者名簿

管理指導体制

法人後見 福祉・権利擁護関係機関との連携

常に適切な
後見業務を行って

ほしい

●今を大切に！
「見守り契約」や「任意代理契約」で支援します。　→P.12へ
（原則として「任意後見契約」と併せての締結が必要です。）

●将来に備える！その１
「任意後見契約」で支援します。　→P.13へ

●将来に備える！その２
「死後事務の委任契約」や「遺言書」作成を支援します。　→P.15・16へ

法定後見制度　→P.3へ　　　任意後見制度　→P.11へ
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成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てが必要です。

最も大切なのは
ひとりや家族だけで
問題を抱え込まない

ことです !

リーガルサポートでは、
成年後見のあらゆる相談に対応するため、
全国各支部に相談の窓口を設置しています。

申立関係書類を作成します
口 家庭裁判所に提出する書類を自分で作成する
 のが大変なときは、リーガルサポート会員に
 依頼すれば、申立書等を作成します。
口 申立書に何を記載すべきかなど、
 書類の作成方法に精通しています。
口 多肢にわたる必要書類を効率よく揃えられます。

将来に備えた支援もできます
ロ リーガルサポート会員が任意後見人となって支援します。
口 親族間の任意後見契約をサポートします。
口 遺言の作成をサポートします。

申立時に後見人等候補者になります
口 本人に家族がいない場合や、
 本人の財産管理に困難を伴ったり
 親族間に紛争があるなどの事情があったりする
 場合はご相談ください。
口 家庭裁判所に後見人等候補者名簿を提出しており、
 信頼と実績があります。
口 常に研鑚し、制度変更にも
 柔軟に対応することが
 できます。
口 後見制度支援信託利用のための
 後見人等候補者にも
 なります。

親族後見人への助言と支援を行います
口 親族後見人が疑問や不安に思っていることをお聞きして、
 最善の方法を一緒に考えるなど、本人のみでなく
 親族後見人への支援も行います。
口 本人もご家族も可能な限り満足のいくよう、その方の
　生活状況にあった解決方法を考えるよう努めます。

成年後見制度を利用しようと思ったときは、ご相談ください

後見人等になった方もご相談ください

私たちリーガルサポートは
高齢者・障害者の暮らしと
財産をまもります！

こんな時はリーガルサポートにご相談ください3

最新の情報を提供

●成年後見制度や申立手続き等の相談
　毎年全国の各都道府県にある支部で、無料（一部有料）の「成年後見相談」を実施しています。
　無料電話相談や定例の無料面談相談を実施している支部も多くありますので、各支部にお問い合わせください。

●親族後見人養成講座、講演会、説明会、市民後見人育成支援活動
　後見の専門職団体であるリーガルサポートが親族や市民の方を対象とした育成講座や説明会を実施しています。

●シンポジウムの開催
　成年後見制度の研究者や多職種と連携して研究を重ね、シンポジウムや公開講座を企画実施しています。

●講師の派遣
　全国各都道府県の支部では、シンポジウムや講演会への講師や相談員を派遣してします。

●成年後見制度の改善研究・提言活動

など、成年後見制度の課題に取り組み、提言を行っています。

成年後見制度に関連した事業に取り組んでいます

●書籍の発刊
　成年後見制度に関する専門書や一般市民に向けた広報誌など、さまざまな出版物を作成しています。

ホームページhttps://www.legal-support.or.jpにて
最新の情報を提供しています。

＊入院や施設入所の保証人について
＊医療行為の同意をめぐる問題について
＊制度利用者の資格制限について

さまざまな活動

＊第二期成年後見制度利用促進基本計画（案）について
＊任意後見制度の利用促進について
＊保佐・補助制度の利用の促進について

※研究・提言・発刊書籍関係はリーガルサポートホームページをご覧ください。　https://www.legal-support.or.jp/public

※経済的に余裕がない方については、無料での相談や申立費用・書類
作成費用などの立替えを行い援助する法テラスの民事法律扶助を利
用できる場合があります。詳細はご相談ください。

リーガルサポートプレス実践成年後見【隔月誌】 市民後見人養成講座

リーガルサポートの
しくみと組織

賛助会員（個人・法人）

業
務
報
告

指
導
監
督

2022年３月31日現在支援を受けたい人

支
援
・
サ
ポ
ー
ト

相
談

会員（司法書士）

委員会

総務委員会　　 財務委員会
研修委員会　　 広報委員会
出版委員会　　 執務管理委員会
業務相談委員会
実践成年後見企画委員会
利用促進法対応委員会
災害対策委員会　　　　　など

方針

報告

業務審査

公益社団法人成年後見センター・
リーガルサポート

本部

常任理事会

理事会

法人後見・法人後見監督事業

成年後見普及啓発事業

法人管理業務等

専門職後見人養成・指導監督事業

支部
全国50支部

業
務
審
査
委
員
会
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成年後見制度
ご存じですか？

公益社団法人 
成年後見センター・リーガルサポート 

せい　　 ねん　　  こう   　 けん       せい　  　 ど

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
〒160-0003  東京都新宿区四谷本塩町4番37号  司法書士会館
https://www.legal-support.or.jp/　　　   

転載禁止　2023年６月

札 幌 支 部
函 館 支 部
旭 川 支 部
釧 路 支 部
宮 城 支 部
ふくしま支部
山 形 支 部
岩 手 支 部
秋 田 支 部
青 森 支 部
東 京 支 部
神奈川県支部
埼 玉 支 部
千葉県支部
茨 城 支 部
とちぎ支部
群 馬 支 部

011 - 280 - 7078
0138 - 27 - 2345
0166 - 54 - 3312
0154 - 41 - 8332
022 - 263 - 6786
024 - 533 - 7234
023 - 623 - 3322
019 - 653 - 6101
018 - 824 - 0055
017 - 775 - 1205
03 - 3353 - 8191
045 - 640 - 4345
048 - 845 - 8551
043 - 301 - 7831
029 - 302 - 3166
028 - 632 - 9420
027 - 224 - 7771

静 岡 支 部
山 梨 支 部
ながの支部
新潟県支部
愛 知 支 部
三 重 支 部
岐阜県支部
福井県支部
石川県支部
富山県支部
大 阪 支 部
京 都 支 部
兵 庫 支 部
奈 良 支 部
滋 賀 支 部
和歌山支部
広島県支部

054 - 289 - 3999
055 - 254 - 8030
026 - 232 - 7492
025 - 244 - 5141
052 - 683 - 6696
059 - 213 - 4666
058 - 259 - 7118
0776 - 36 - 0016
076 - 291 - 7070
076 - 431 - 9332
06 - 4790 - 5643
075 - 255 - 2578
078 - 341 - 8686
0742 - 22 - 6707
077 - 525 - 1093
073 - 422 - 0568
082 - 511 - 0230

山 口 支 部
岡山県支部
鳥 取 支 部
しまね支部
香川県支部
徳 島 支 部
高 知 支 部
えひめ支部
福 岡 支 部
佐 賀 支 部
長 崎 支 部
大 分 支 部
熊 本 支 部
鹿児島支部
宮崎県支部
沖 縄 支 部
本 部

083 -924 - 5220
086 - 226 - 0470
0857 - 24 - 7013
0854 - 22 - 1026
087 - 821 - 5701
088 - 622 - 1865
088 - 825 - 3141
089 - 941 - 8065
092 - 738 - 1666
0952 - 29 - 0626
095 - 823 - 4710
097 - 532 - 7579
096 - 364 - 2889
099 - 248 - 8860
0985 - 28 - 8599
098 - 867 - 3526
03 - 3 359 - 0 541

HP
HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

お問合せはお近くの支部まで マークのある支部にはホームページがあります リーガルサポート

成年後見制度はご本人の権利や財産を守り、
意思決定を支援する身近な仕組みです。

always by your side

国家資格をもつ法律の専門家である司法書士が支援します。

充実した研修制度をもち、後見人としてのノウハウと倫理を学んでいます。

全国各地に50支部があり、どこでも良質なサービスを提供します。

ご相談は
リーガルサポートへ！ リーガルサポートは成年後見業務を

専門とする司法書士の団体です。

いつも、あ
なたのそばに。

いつも
、あなたのそばに。いつも
、あなたのそばに。

成年後見制度ってなに？ …１

どのように支援するの？ …２

チャートでわかる
利用手順 …………… ３～６

後見制度支援信託と
後見制度支援預貯金 …… ７

成年後見人の業務 …８～10

　就任直後の業務

　通常の業務

　成年後見人の業務が
　終了するとき

任意後見制度 ……  11～ 14

　今できる５つの仕組み

　任意後見制度の仕組み

死後事務の委任契約 ……15

遺言 ……………… 16～ 17

親なき後問題 …………… 18

関連制度 ………………… 19

これからの
成年後見制度 …………… 20

リーガルサポート
って？…………… 21～ 23

リーガルサポートが
選ばれる理由……………24

こんな時はリーガルサポート
にご相談ください………26

制度紹介
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意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン 

２０２０年（令和２年）１０月３０日 

意思決定支援ワーキング・グループ 

附錄十  基於意思決定支援的監護事務指引
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第１ はじめに 

１ ガイドライン策定の背景 

２０１７年（平成２９年）３月２４日に閣議決定された成年後見制度利用促進

基本計画（以下「基本計画」という。）では、成年後見制度の利用者がメリットを

実感できる制度・運用へ改善を進めることが目標とされ、後見人等が本人の特性

に応じた適切な配慮を行うことができるよう、意思決定支援の在り方についての

指針の策定に向けた検討が進められるべきであるとされている。 

このような背景には、２０００年（平成１２年）の成年後見制度発足以来、財

産保全の観点のみが重視され、本人の意思尊重の視点が十分でないなどの課題が

指摘されてきたことがある。そのため、今後、成年後見制度の利用促進を図って

いくためには、本人の意思決定支援や身上保護等の福祉的な観点も重視した運用

とする必要がある。 

民法８５８条、８７６条の５第１項、８７６条の１０第１項においても、後見

人等が本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮することが求

められている。しかし、実務においては、本人の判断能力が低下していることを

理由に、本人の意思や希望への配慮や支援者等との接触のないまま後見人等自身

の価値観に基づき権限を行使するなどといった反省すべき実例があったことは

否定できない1。 

後見人等を含め、本人に関わる支援者らが常に、「意思決定の中心に本人を置

く」という本人中心主義を実現するためには、意思決定支援についての共通理解

が必要である。そこで、意思決定支援を踏まえた後見事務についての理解が深ま

るよう、最高裁判所、厚生労働省、日本弁護士連合会、成年後見センター・リー

ガルサポート及び日本社会福祉士会により構成される意思決定支援ワーキング・

グループにおいて検討を重ね、成年後見制度の利用者の立場にある団体からのヒ

アリング等の結果を踏まえつつ、本ガイドラインを策定した。

本ガイドラインに記載されていることが意思決定支援の全てではないことは

言うまでもなく、意思決定支援については他にも多数のガイドラインやテキスト

が存在するものの、本ガイドラインが、専門職後見人、親族後見人、市民後見人

等のいずれにとっても、本人の意思決定支援を踏まえた後見事務を行う上で参考

にされ、活用されることを期待するものであり、そのためには、今後、関係各団

体等において、それぞれの後見人等の属性に合わせた普及・啓発方法が展開され

ることが望ましい。 

また、本ガイドラインは意思決定支援を踏まえた後見事務の実現に向けた一つ

1 典型的には、本人が在宅での地域生活を希望しているのに十分な検討をせずに施設等の利用を支援者らが選択

し、本人の保護という名目の下、本人に説得をしてしまう例などが挙げられる。 
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の出発点にすぎず、完成形ではない。認知症や精神障害、知的障害、発達障害等

の内容や程度には個人差があるが、適切な意思決定支援は本人の権利擁護につな

がるものであることからすれば、今後、専門職団体における本ガイドラインに基

づく意思決定支援の経験の蓄積を経て、本人の属性や特性に応じた更なる深化・

発展が期待されるところである。 

 

２ ガイドラインの趣旨・目的等 

本ガイドラインは、専門職後見人はもとより、親族後見人や市民後見人を含め

て、後見人、保佐人、補助人（以下「後見人等」という。）に就任した者が、意思

決定支援を踏まえた後見事務、保佐事務、補助事務を適切に行うことができるよ

うに、また、中核機関や自治体の職員等の執務の参考2となるよう、後見人等に求

められている役割の具体的なイメージ（通常行うことが期待されること、行うこ

とが望ましいこと）を示すものである3。 

なお、本ガイドラインには、意思決定支援及び代行決定の場面で使用できるア

セスメントシートを５種類添付している（様式１～５）。後見人等がそれぞれの

プロセスごとにアセスメントシートへの記録を行うことで、意思決定支援を踏ま

えた後見事務を適切に実践できているかを省みることができると考えられる4。 

 

第２ 基本的な考え方 

１ 本ガイドラインにおける意思決定支援の定義 

意思決定支援とは、特定の行為に関し本人の判断能力に課題のある局面におい

て、本人に必要な情報を提供し、本人の意思や考えを引き出すなど、後見人等を

含めた本人に関わる支援者らによって行われる、本人が自らの価値観や選好に基

づく意思決定をするための活動をいう。 

本ガイドラインにおける意思決定支援は、本人の意思決定をプロセスとして支

援するものであり、通常、そのプロセスは、本人が意思を形成することの支援（意

思形成支援）と、本人が意思を表明することの支援（意思表明支援）を中心とす

る（なお、形成・表明された意思をどのように実現するかという意思実現支援は、

本ガイドラインにいう意思決定支援には直接には含まれないが、後見人等による

身上保護の一環として実践されることが期待される。）5。 

                                            
2 後述のとおり、本ガイドラインはチームによる意思決定支援を前提とするものである。そのため、チーム形成

やチームの連携に向けて中核機関がサポートを行う際や、中核機関、地域包括支援センター、基幹相談支援セン

ター等と後見人等を含めたチームが連携する際の参考として活用されることも期待される。 
3 後見監督人は直接、意思決定支援に関与する者ではないが、意思決定支援を踏まえた後見事務を監督する立場

にあることからすれば、後見監督人においても意思決定支援について理解をしておくことが望ましい。 
4 既に実践において活用されている他のアセスメントシート等を使用することでも問題ない。 
5 意思実現支援としては、例えば、生活の本拠について検討する場面において、本ガイドラインのプロセスに沿
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本ガイドラインにおける意思決定支援は、後見人等による「代行決定」とは明

確に区別される。すなわち、①意思決定支援が尽くされても本人による意思決定

や意思確認が困難な場合、又は②本人により表明された意思等が本人にとって見

過ごすことのできない重大な影響を生ずる可能性が高い場合のいずれかにおい

て、最後の手段として、後見人等が法定代理権に基づき本人に代わって行う決定

（代行決定）とは区別されるものである。 

 

２ 本ガイドラインにおける意思決定能力の定義 

意思決定能力6とは、支援を受けて自らの意思を自分で決定することのできる

能力であるが、意思決定を行う場面では通常次の４つの要素が必要と考えられる。 

(1) 意思決定に必要な情報を理解すること（情報の理解） 

(2) 意思決定に必要な情報を記憶として保持すること（記憶保持） 

(3) 意思決定に必要な情報を選択肢の中で比べて考えることができること（比較

検討） 

(4) 自分の意思決定を口頭又は手話その他の手段を用いて表現すること（意思の

表現） 

 

３ 本ガイドラインにおける意思決定支援及び代行決定のプロセスの原則 

(1) 意思決定支援の基本原則 

第１ 全ての人は意思決定能力があることが推定される。 

第２ 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさ

なければ、代行決定に移ってはならない。 

第３ 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決

定能力がないと判断してはならない。 

 

(2) 代行決定への移行場面・代行決定の基本原則 

第４ 意思決定支援が尽くされても、どうしても本人の意思決定や意思確

認が困難な場合には、代行決定に移行するが、その場合であっても、

後見人等は、まずは、明確な根拠に基づき合理的に推定される本人の

意思（推定意思）に基づき行動することを基本とする7。 

                                            
って意思形成支援・意思表明支援が行われた結果、自宅をリフォームした上で在宅での生活を継続する旨の本人

意思が示されたのであれば、後見人等としては、身上保護活動の一環として、自宅のリフォームのための契約締

結など必要な後見事務を適切に行うことが求められる。 
6 意思決定能力は法律で定められた概念ではなく、意思能力や行為能力とは異なるものである。本ガイドライン

では、意思決定能力は、あるかないかという二者択一的なものではなく、支援の有無や程度によって変動するも

のであるという考え方を採用している。 
7 成年後見人等の権限の広さや本人の生活に与える影響の大きさに鑑み、意思決定支援のプロセスを踏まえない
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第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意

思等が本人にとって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合

には、後見人等は本人の信条・価値観・選好を最大限尊重した、本人

にとっての最善の利益に基づく方針を採らなければならない。 

第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点か

らこれ以上意思決定を先延ばしにできず、かつ、他に採ることのでき

る手段がない場合に限り、必要最小限度の範囲で行われなければなら

ない。 

 第７ 一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面で

は、第１原則に戻り、意思決定能力の推定から始めなければならな

い。 

 

４ 後見人等として意思決定支援を行う局面 

後見人等による意思決定支援は、飽くまで後見事務の一環として行われるもの

である以上、後見人等が直接関与して意思決定支援を行うことが求められる場面

は、原則として、本人にとって重大な影響を与えるような法律行為及びそれに付

随した事実行為の場面8に限られる。 

本人の特性を踏まえ、ケース・バイ・ケースで判断する必要があるが、一般的

な例としては、①施設への入所契約など本人の居所に関する重要な決定を行う場

合、②自宅の売却、高額な資産の売却等、法的に重要な決定をする場合、③特定

の親族に対する贈与・経済的援助を行う場合など、直接的には本人のためとは言

い難い支出をする場合などが挙げられる9。 

ただし、それ以外の局面における意思決定支援に関しても、後見人等として、

後記第３の２(2)に記載した関与が求められる10。 

 

 

                                            
安易な推定に基づく法定代理権の行使・不行使を戒めるという趣旨から、本ガイドラインでは、意思推定を代行

決定と捉え、濫用を防止するための慎重な検討を求めるという立場を採用している。 
8 一般的には日常的と評価される行為でも、本人にとっては日常的とは言えない場合もあり得る。そのような場

面では、本人にとっての重要性に鑑みて、後見人等がその意思決定支援に関与することが求められていると考え

られることから（例えば、これまで携帯電話やスマートフォンを所有していなかった本人が初めてこれらを購入

することになったため、機種や料金プランを選択する場合など）、本ガイドラインでは、「本人にとっての影響の

大小」を基準としている。 
9 「成人した本人の人生周期（ライフサイクル、ライフステージ）」においては本人にとっていくつかの重大な意

思決定を求められる場面が考えられる（就職、転居、転職、サービスの契約と利用、入院、施設入所、相続

等）。これらの課題は、本人からの相談や家族や支援者らからの情報提供だけではなく、後見人等が本人の生活

状況を確認することからも発見される。 
10 後見人等は医療行為に関する同意権は有していないが、医療の局面における後見人等の関与の在り方について

は、厚生労働省 2018 年度厚生労働行政推進調査事業費補助地域医療基盤開発推進研究事業「身寄りがない人の

入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」（２０１９年５月）を参照されたい。 
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第３ 意思決定支援における後見人等の役割 

＊本項に対応するアセスメントシート：様式１ 

１ 関連する基本原則の確認 

第１ 全ての人は意思決定能力があることが推定される。 

第２ 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなけ

れば、代行決定に移ってはならない。 

第３ 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能

力がないと判断してはならない。 

 

２ 意思決定支援のための環境整備（事前準備） 

(1) 環境整備の必要性・目的 

後見人等が直接関わる意思決定支援の事務としては、本人に重大な影響を与

える法律行為及びそれに付随する事実行為が主である。 

しかしながら、そのような課題が生じてからいきなり意思決定支援をしよう

としても容易ではなく、日頃から日常的な事柄について、本人が自ら意思決定

をすることができるような支援がされ、そのような意思決定をした経験が蓄積

されるという環境が整備されている必要がある。 

① 本人のエンパワメント 

特に、本人が自信を持って意思決定を行うことができるためには、本人の

自尊心や達成感が日頃から満たされていることが重要である。 

したがって、日常的に、本人が自ら意思決定を行う機会に接し、成功・失

敗に至る過程を経ながら、「自らの意思決定が他者に尊重された」という経

験を本人が得られるよう、後見人等も含めた本人に関わる支援者らが協力し

て支援をする（エンパワメント）環境が整備されることが求められる1112。 

② 支援者側の共通認識・基本的姿勢 

本人の意思決定に向けた支援は、これを支援する者の態度や本人との信頼

関係、立ち会う人との関係性や環境による影響を受ける。また、意思決定支

援をする支援者側の共通理解が乏しい場合、本人の意思決定や意思表明を引

き出す支援が十分に行われなかったり、本人の意思を都合よく解釈した事実

上の代行決定が行われたりするおそれもある。さらに、職業倫理や価値観の

                                            
11 従前、本人が自ら意思決定をしたという経験の少ない人については、日常生活において何を食べるか、今日何

を着るかなどの身近な決定を支援者らの支援によって繰り返すことにより、自身の意思を尊重される体験を積む

ことができ、自信を持って意思を表明することができるようになる。 
12 本人がエンパワメントを受けて変化した結果、支援者らがそのような本人の姿に感化され、支援活動に一層前

向きになることもある。 
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違いから、本人と支援者間、支援者相互の対立を招くことも懸念される13。   

したがって、意思決定支援を行うに際しては、後見人等を含めた本人に関

わる各支援者が、本人の意思決定を尊重する基本的姿勢を身につけておく必

要がある。そこで、本ガイドラインないし関連する他の意思決定支援ガイド

ライン14をあらかじめ読み合わせておく、又は研修等に参加するなど、意思

決定支援を行うに当たっての共通認識を得ておくことも重要である。 

 

(2) 環境整備の手順、環境整備に対する後見人等の関与の仕方・役割 

後見人等が就任した時点では、既に本人は、親族や介護サービス、障害者福

祉サービス事業者のスタッフや医療従事者等による支援を受けていることが

多い（潜在的なチームの存在）。後見人等としては、本人が日常生活を送るに当

たって、これらの支援者によって、本人の意思決定が適切に支援され、表明さ

れた意思が十分に尊重されているかどうかを把握しつつ、以下の点に留意して

活動を進める必要がある。 

＜留意するポイント＞ 

▶ 後見人等に就任した後、なるべく早期に本人や支援者らと接触すること15 

▶ 本人の状況や支援状況を把握し、支援者らの輪に参加すること 

▶ 本人の意思が周囲の支援者らから十分に尊重されていないとみられる場合

には、環境の改善を試みること 

特に専門職後見人の場合は、選任された時点では本人に関する情報量が親族

や介護サービス事業者と比べて圧倒的に少ないことを自覚し、意識的に本人と

話をしたり、本人のことを知ろうと努めることが重要である。 

なお、意思決定を支援するチームが編成されていないような場合や、チーム

の編成を変更する必要があるような場合には、地域包括支援センターや障害者

基幹相談支援センター、発達障害者支援センターがチーム支援の起点となるよ

う、中核機関のサポートを受けながら働きかけを行うことが望ましい。 

 

(3) 本人と後見人等の信頼関係の構築 

後見人等としては、本人と定期的な面談、日常生活の観察や支援者らからの

                                            
13 他方で、それぞれの立場や考え方が異なることを認識し、多角的な視点から検討することによって本人の多面

的な生活を支援することができるという認識を持つことが重要である。 
14 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」（２

０１７年３月）、厚生労働省医政局地域医療計画課「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関す

るガイドライン」（２０１８年３月）、厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室「認知症の人の日常生活・社会

生活における意思決定支援ガイドライン」（２０１８年６月）、厚生労働省 2018 年度厚生労働行政推進調査事業

費補助地域医療基盤開発推進研究事業「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関

するガイドライン」（２０１９年５月）。 
15 本人との信頼関係が構築されていない段階では、本人から直接得られる情報は限定的になりがちであるため、

親族等の周囲の支援者らからの情報収集に努めることが有益な場合も多い。 
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情報収集、生活歴の把握等を通じて積極的にコミュニケーションを図ることに

より、本人が安心して自分の意思を伝えることができ、後見人等とともに意思

決定支援のプロセスに参加することに意欲を持つことができるような信頼関

係を構築しておくことも重要と考えられる。後見人等が本人にとってどのよう

な存在であるのかを本人自身に正しく認識してもらうことにより、本人として

も安心して支援を受けることができるようになるはずである。 

３ 後見人等の関与する意思決定支援の具体的なプロセス（個別課題が生じた後の

対応） 

(1) 本人にとって重大な影響を与えるような意思決定について

本人にとって重大な影響を与えるような法律行為及びそれに付随する事実

行為に関して意思決定を行う場面において、後見人等に求められるのは、本人

の意思決定のプロセスを丁寧に踏むという意識及びそのプロセスに積極的に

関わるということである。具体的には、後見人等は、基本的に以下の場面で一

定の重要な役割を担うことになる。 

① 支援チームの編成と支援環境の調整

② 本人を交えたミーティング

 もっとも、本人にとって重大な影響を与えるような法律行為及びそれに付随

する事実行為に関して意思決定を行う場合においても、本人の意思が明らかで

あり、支援者においても本人の意思に沿うことで異論がないような場合には、

本ガイドラインのプロセスを必ずしも全て経る必要があるわけではない。 

(2) 支援チームの編成と支援環境の調整

① 支援チームの編成

支援チームの編成は、本来は福祉関係者において責任を持って行うことが

想定された事柄ではあるが、後見人等も、日頃から本人の意思決定支援のた

めの環境整備がなされていることを前提に、ミーティング主催者とともに意

思決定を支援するメンバーの選定に主体性を持って関わっていくことが望

ましい。 

一般的には、親族、介護支援専門員、相談支援専門員、施設長・施設ケア

マネジャー等相談支援専門職・相談員、地域包括支援センター等行政機関の

担当者、主治医・看護師・臨床心理士、医療ソーシャルワーカー・精神保健

福祉士などが支援メンバー候補者であるが、これらの者に限るわけではなく、

本人が希望する場合には、本人が信頼する友人やボランティア、当事者団体

のメンバーなどが加わることもあり得る。第三者的な立場のメンバーが加わ

ることで、支援者らが無意識のうちに自分達の価値観に基づきプロセスを進
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めることを防ぐという効果も期待される。本人の思いや意思が反映されやす

いチームとすることを意識しつつ、課題に応じて適切なメンバーを選ぶこと

が重要である16。 

基本的には、本人との日常のコミュニケーションの方法をよく知る者、専

門的見地から発言ができる者、その課題について本人に適切な選択肢を示す

ことができる者などがバランス良くメンバーに加わることが望ましい。メン

バーには、本人の意思が明確に表明されない場合であっても本人の意思自体

は存在するということを十分に理解し、その意思を汲もうとする姿勢が求め

られる。 

一方で、当該事案において本人と利害が明らかに対立する者、本人の意思

決定に不当な影響を与える可能性のある者の参加は好ましくなく、慎重な判

断が求められる。 

② 支援環境の調整・開催方法等の検討 

本人を交えたミーティングに先立ち、支援チームのメンバー間において、

ミーティングの趣旨やミーティングにおける留意点をお互いに理解するよ

うに努め、また本人にとってどのような形でミーティングを開催するのが適

切であるかを、以下の点に留意して慎重に検討することが望ましい。 

チームが機能しているような場合、後見人等は、コーディネーターとして

振る舞う必要はなく、以下の留意事項も踏まえ、他の支援者らが本人の意思

や特性を尊重しながら適切に準備を進めているのかをチェックし、問題があ

る場合には改善を促すという形での関与をしていくことが求められる17。ま

た、後見人等のみならず、他の支援者においても、意思決定支援が適切なプ

ロセスをたどっているかについて、相互にチェックし合うような環境が整備

できると更に望ましい。他方で、後見人等は、他の支援者らとは異なり、最

終的な決定権限（法定代理権）を有しているが、自分の価値観が最終的な決

定に影響しないよう、意思決定支援の準備につき他の支援者らの意向を尊重

するという意識を持つことも重要である。 

これに対し、チームがうまく機能していないような場合には、後見人等は、

中核機関等からの支援を受けて他の支援者らに働きかけを行い、支援者らの

意識の改善を図った上で検討を進めたり、チームの再編成を試みたり(上記

２⑵参照)するなど、支援環境の調整段階から主体的に関与することが望ま

しい。 

 

                                            
16 毎回、メンバー全員が形式的に集まる必要はない。 
17 支援環境の調整段階で他の支援者らが中心となって検討を行うことも少なくなく、後見人等が必ずしも検討の

場に常に同席を求められるとは限らない。 
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   ＜ミーティング開催に当たっての留意事項＞ 

▶ 本人は、いつ、どこで、どのような方法であれば安心して参加できるか。

また、誰に意思決定支援のチームに参加してほしいか。 

本人の特性・生活スタイルから避けた方がよい時間帯がないか、本人が一番安心して

意思を表明できる場所はどこか、本人が安心して話をすることができる支援者が誰かに

ついて十分に配慮すべきである。 

必ずしも「ケース検討会議」のような場面がいつも適切とは限らず、たとえば本人との

少人数でのミーティングを行い本人の意思を十分に引き出した上で、本人意思の確認・

共有のために支援メンバーが揃う場を設けるなど、段階的にミーティングを行っていく

ことが望ましいケースもあり得る。  

 

▶ 本人は、どのようなコミュニケーションの方法を望んでいるか。また、本

人の意思決定を支援するために必要な調整・コミュニケーション手段につ

いて意識されているか。 

本人がミーティングにおいて適切に意思形成・表明ができるよう、本人が意思決定を

行う場合の課題を整理し（関連する情報の理解・記憶・比較・表現等の各要素に留意し

て）、支援者らが本人の意思の形成を促し、引き出していくための手段を検討する18。 

また、本人が課題を理解し、自分なりの意思決定を行うためには、ミーティングの進行

における工夫や本人の特性に合わせたコミュニケーションスキル（意思疎通の技術）が

必要である。そのため、誰が進行役（ファシリテーター）を務め、本人との意思疎通を誰

がどのように図り、本人が実質的にミーティングに参加できるようにどのように工夫す

るか等、支援チーム全体で予め検討しておくべきである。 

 

▶ 意思決定支援に関するミーティングであることが参加者により理解され

ているかどうか。 

ミーティングの呼びかけ方によっては、参加者が会議の趣旨について抱くイメージが

変容してしまう危険性がある。支援者らの価値観に基づく結論が先にありき（いわゆる

「落としどころ」を決めて臨む）での本人を説得するために集まる場では決してないこ

とを予め留意事項として認識させることが重要である。 

 

▶ ミーティングにおけるメンバーの役割やルールが参加者により理解され

                                            
18 例えば、本人の状況によっては、支援メンバーの些細な言葉や態度に敏感に反応し、影響されることもあり得

るため、何気ない感想やコメント（例えば「○○だと大変そうだね」という言葉で当該選択肢は避けるべきと考

えてしまう）にも気を遣う必要があるかもしれない。また、質問の仕方によっては、本人へのプレッシャーにな

ることもあるかもしれない（例えば「どうして〇〇しないの？」「〇〇したいと思わない？」など）。さらに、本

人の意思疎通手段が限られている場合には、本人にとって最も意思が表出しやすいコミュニケーション手段が何

かを考え、適切な通訳者の確保、タブレット端末、絵カード、写真等の準備等が必要になるかもしれない。 

188



 

10 
 

ているか。 

ミーティングの参加者がすることは「本人の意見、考えを引き出す」こと、「支援者ら

の価値観を押し付けない」ことであり、避けなければならないことは参加者が望ましい

と考えることを押しつけたり、その方向に誘導・説得したりしないこと、本人の話を頭ご

なしに否定・批判をしないことである。 

なお、検討のための手段としては、支援チームのメンバーが直接会って事

前の打合せをするほか、電話、メール、ファックス等で確認・意見交換する

など、支援チームの構成や従来の支援実績、対象となる課題、本人の状況等

により、その方法は様々であってよい。 

 

(3) 本人への趣旨説明とミーティング参加のための準備 

支援チームのメンバー、環境整備、開催方法を検討していく過程において、

本人が信頼している意思決定支援のキーパーソンによって、本人にあらかじめ

ミーティングの趣旨を説明しておくことが必要である。たとえば、支援メンバ

ーの情報やミーティングの予定日時、場所のほか、自分で自分のことを決めて

いくことが大切であること、意思を決めていくためにメンバーができる限り協

力すること、本人の意思を尊重し、受け止めてくれるメンバーがいるので安心

して意見を述べてよいことなどを丁寧に説明する。その際、本人としては、課

題についての自分の思いを聞いてもらうことが会議に向けた心の準備になる

こともあるため、本人が何か課題について思いを伝えようとしている場合には、

本人の話に耳を傾けることも重要である1920。 

  

(4) ミーティングの招集 

進行管理に責任を持つ者において、関係者を招集する。その際、必要な資料

の準備も行う21。 

 

(5) 本人を交えたミーティング 

① 進行方法の工夫 

ミーティングでは、主催者等（後見人等が兼ねることもある）は、事前の

環境調整を踏まえて設定されたテーマ及びミーティングのルールに沿って

                                            
19 この確認に当たっては、例えば、本人が「はい」等と了解するような言葉を述べていても、本人の表情や動作

等を観察しながら本人の意思を確認することが望ましい場合もある。 
20 支援メンバーを通じて本人の思いを聞き出し、後見人等に伝えてもらうこともあり得る。 
21 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」（２

０１７年３月）、厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決

定支援ガイドライン」（２０１８年６月）等参照。 
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以下②・③の支援プロセスが展開されているかに注意しながら、会議を適切

に進行する必要がある。ミーティングは必ずしも１回とは限らず、複数回開

催したり22、本人の意思形成の状況によっては、その間に見学や体験を導入

したりすることが有効な場合もある。 

事前の環境調整で確認したことなどを踏まえ、本人の置かれている状況を、

本人の特性を踏まえつつ分かりやすく説明するとともに、課題となる意思決

定事項に関連する本人の意思や考えを引き出すことができるよう最大限努

力する。 

加えて、本人の意思や考えを踏まえつつ、現在の本人が採り得る選択肢を

分かりやすく示す。選択肢については、それぞれのメリット・デメリットな

どを説明する必要がある場合もあるが、その際には、殊更誘導や本人の選択

を意図的に狭めるような説明、プレッシャーを与える言動のないよう配慮す

る必要がある。説明方法は、言葉によるものに限らず、タブレット端末、パ

ンフレット、写真、絵カード等の視覚的な資料を用いるなどの工夫も考えら

れる。 

このような本人の意思形成支援を行った上で、他者の不当な影響が及ばな

い状態において、本人が自らの意思を表明できるよう支援する。適切なコミ

ュニケーション手段の選択はもちろん、表明を直接受け取る支援者、場所、

時間、雰囲気などにも配慮すべきである。 

後見人等は、本人の権利擁護者として、本人が意思決定の主体として実質

的にミーティングに参加できるよう、本人のペースに合わせた進行を主催

者・参加者に促していくことが期待される。ただし、後見人等だけで一連の

意思決定支援を全て提供できるものではないため、主催者、参加者と適宜役

割分担をし、以下のポイントに留意しながら、チーム全体として意思決定支

援のプロセスを展開できるようにすることが大切である。 

② 意思形成支援におけるポイント 

□支援者らの価値判断が先行していないか？  

▶ 判断の前に本人の希望に着目し、できる限り「開かれた質問」23で尋

ねる。 

□本人の「理解」と支援者らの「理解」に相違はないか？ 

▶ 本人に説明してもらう。同じ趣旨の質問を、時間をおいて、違う角度

から行ってみる。 

▶ 説明された内容を忘れてしまうことがあるため、その都度説明する。 

                                            
22 本人の反応や意見次第では、支援チームのメンバーや開催方法等を再検討することも考えられる。 
23 「開かれた質問」とは、「はい」「いいえ」では答えられない自由な答えを求める質問のこと。「どうして？」

「どんな点が？」など。 

190



 

12 
 

▶ 本人に体験してもらうことによって本人の理解を深める。 

□選択肢を提示する際の工夫ができているか？ 

▶ 比較のポイント、重要なポイントを分かりやすく示す。 

▶ 文字にする。図や表を使う。ホワイトボードなども活用する。 

□他者からの「不当な影響」はないか？ 

③ 意思表明支援におけるポイント 

□決断を迫るあまり、本人を焦らせていないか？ 

▶ 時間をかけてコミュニケーションを取る。 

▶ 重要な意思決定の場合には、時間をおいて、再度、意思を確認する。 

▶ 時間の経過や置かれた状況、同席者の影響によって意思は変わり得る

ことを許容する。 

▶ 本人の意思決定を強いるものではない（本人がむしろ支援者らに判断

を任せたいという意思を持つこともあり得る。）。 

□本人の表明した意思が、これまでの本人の生活歴や価値観等から見て整合

          性があるか？ 

▶ これまでと異なる判断の場合には、より慎重に本人の意思を吟味する。 

▶ 表面上の言葉にとらわれず、本人の心からの希望を探求する。 

□意思を表明しにくい要因や他者からの「不当な影響」はないか？ 

▶ 支援者らの態度、人的・物的環境に配慮する。時には、いつものメン

バーとは異なる支援者が意思を確認してみることも必要。 

 

(6) 意思が表明された場合 

第１原則において、全ての人は意思決定能力があることが推定されている。 

したがって、本人及び支援者らにおいて意思決定能力について特段疑問を持

たない限り、後見人等は、本人の意思決定に沿った支援を展開することが通常

である（なお、意思実現支援は本ガイドラインにおける意思決定支援には直接

含まれないものの、後見人等としては、身上保護の一環として、後見人等が本

人の意思の実現に向けて適切に行動することが期待される。）。 

もっとも、表明された意思が本人の意思であるかは慎重に確認する必要があ

り、支援者らによる意思決定支援が適切にされていないおそれがある場合24や、

本人の表明された意思に関し、支援者らの評価・解釈に齟齬や対立がみられる

場合には、再度意思決定支援を行う必要がある。 

また、本人の意思に揺らぎがみられるような場合には、一旦本人が意思を表

                                            
24 例えば、過剰な誘導や、周りの思惑に基づき本人を説得するようなアプローチを繰り返し、本人が「同意」せ

ざるを得ないような状況に追い込んだ上で、それが本人の意思決定と取り扱われているような場面などが考えら

れる。 
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明した場合であっても、直ちにその実現に移るのではなく、一定期間見守り、

表明された意思が最終的なものであるかを確認する必要がある。 

 

(7) アセスメントシートへの記録 

後見人等は、(1)～(6)における意思決定支援のプロセスについて、アセスメ

ントシート様式１に随時記録する。 

 

第４ 意思決定や意思確認が困難とみられる局面における後見人等の役割 

＊本項に対応するアセスメントシート：様式２・様式３ 

１ 関連する基本原則の確認 

第２ 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなけ

れば、代行決定に移ってはならない。 

第４ 意思決定支援が尽くされても、どうしても本人の意思決定や意思確認が

困難な場合には、代行決定に移行するが、その場合であっても、後見人等

は、まずは、明確な根拠に基づき合理的に推定される本人の意思（推定意

思）に基づき行動することを基本とする。 

 

２ 意思決定や意思確認が困難とみられる局面とは 

特定の意思決定について、意思決定支援を尽くしたにもかかわらず、本人の意

思や意向を把握することが困難であり（本人とのコミュニケーションが困難であ

る場合や､本人の意思の揺らぎが大きい場合など）、かつ、法的保護の観点から決

定を先延ばしにすることができない場合もある。その場合には、下記３のとおり、

本人の意思決定能力のアセスメント（評価）を行った上で、意思決定をすること

が困難であると判断された場合には、代行決定のプロセスに移行することになる。 

なお、決定を先延ばしにすることができる場合には、改めて意思決定支援を行

うことになる。 

 

３ 意思決定能力アセスメントの方法 

(1) 意思決定能力アセスメント 

本ガイドラインにおける意思決定能力の定義からすれば（第２の２）、意

思決定能力アセスメントは、本人が独力で特定の意思決定ができるか否かを

評価するものではなく、支援者ら自身が意思決定支援を尽くしたにもかかわ

らず、意思決定を行う場面で通常必要と考えられる４要素につき満たされな

いものがあるかを評価することとなる。 
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理解  ：与えられた情報を理解する力 

▶ 支援者側が実践上可能な工夫・努力を尽くしたにもかかわら

ず、本人が意思決定に関連する情報を理解することができな

かったかを評価する。 

記憶保持：決定するためにその情報を十分に保持する力 

▶ 支援者側が実践上可能な工夫・努力を尽くしたにもかかわら

ず、本人が情報を必要な時間、頭の中に保持することができな

かったかを評価する。 

比較検討：決定するためにその情報を検討する力 

▶ 支援者側が実践上可能な工夫・努力を尽くしたにもかかわら

ず、本人がその情報に基づく選択肢を比較検討することがで

きなかったかを評価する。 

表現  ：決定について他者に伝える力 

▶ 支援者側が実践上可能な工夫・努力を尽くしたにもかかわら

ず、本人が意思決定の内容を他者に伝えることができなかっ

たかを評価する。 

ここで重要なことは、意思決定能力は、あるかないかという二者択一的な

ものではなく、支援の有無や程度によって変動するものであることから25、本

人に意思決定能力がないと決めつけることなく、４要素を満たすことができ

るように、後見人等を含めたチーム全体で支援をすることが必要であるとい

うことである。 

このように、意思決定能力アセスメントは本人の能力の有無のみを判定す

るアプローチではなく、支援を尽くしたといえるかどうかについても、チー

ム内で適切に検討することが求められる。 

 

(2) アセスメントシートへの記録 

意思決定能力アセスメントの検討プロセスについては、アセスメントシー

ト様式２に記録する。 

 

４ 本人の意思推定（意思と選好に基づく最善の解釈）アプローチ 

(1) 基本的な考え方 

意思決定能力アセスメントを実施した結果、本人の意思決定や意思確認

が、その時点ではどうしても困難と評価された場合、代行決定が検討される

ことになる。もっとも、その場合であっても、後見人等が直ちに自らの価値

                                            
25 意思決定能力に関する基本的な考え方については、厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室「認知症の人の

日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」（２０１８年６月）4頁脚注 ix を参照  
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判断に従って何が本人にとって最善であるかを決定することは避けるべきで

ある。後見人等を含めた支援チームが集まって、本人の日常生活の場面や事

業者のサービス提供場面における表情や感情、行動に関する記録などの情報

に加え、これまでの生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根拠を明確に

しながら本人の意思及び選好を推定することを試みることが必要である26。 

すなわち、本人が自ら意思決定をすることができたとすれば、本人はどの

ような意思決定をしていたのかをまずは推定する必要がある。 

収集された事実については、一見すると矛盾していたり、古すぎる情報、

又聞き情報といったものも存在したりするため、信頼できる情報を適切に選

別していく必要もある。さらに整理された事実に基づいて、本人の意思や価

値観を合理的に推定していくために関係者による評価が行われる。後見人等

は、本人の権利擁護の代弁者であるという意識を持ち、十分な根拠に基づい

て本人の意思推定が行われているか、関係者による恣意的な本人の意思推定

が行われていないかどうか等を注視していくことが求められる。 

このような整理や評価は、単独で行うことは通常困難であり、意思決定支

援の場面で構築されたチームを活用し、複合的な視点から検討する必要があ

る。意思推定は、本人に意思決定能力があればどのような決断をしていたの

かを第三者が推定し、判断するものである。支援チームがいかに努力したと

しても本人の意思そのものとは異なって解釈される可能性があることから、

慎重な取扱いが求められる。 

 

(2) 検討結果に基づく後見人等としての行動原則 

ミーティングの結果、本人の意思が推定できる場合には、第５原則「本人

にとって見過ごすことのできない重大な影響」に該当しない限り、後見人等

も含めた支援者らは、本人の信条・価値観・選好に基づいて支援を展開する

こととなる。 

他方、意思推定すら困難な場面では、第５原則及び第６原則に沿って行動

することが検討される（最善の利益に基づくアプローチ。第５参照）。 

 

(3) アセスメントシートへの記録 

後見人等は、上記４(1)の本人の意思推定に基づく代行決定の検討プロセス

について、アセスメントシート様式３に記録する。 

 

 

                                            
26 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」（２

０１７年３月）参照。 
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第５ 本人にとって見過ごすことができない重大な影響が懸念される局面等におけ

る後見人等の役割 

＊本項に対応するアセスメントシート：様式４ 

１ 関連する基本原則の確認 

第３ 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能

力がないと判断してはならない。 

第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等

が本人にとって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合等には、

後見人等は本人の信条・価値観・選好を最大限尊重した、本人にとっての

最善の利益に基づく方針を採らなければならない。 

第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこ

れ以上意思決定を先延ばしにできず、かつ、他に採ることのできる手段が

ない場合に限り、必要最小限度の範囲で行われなければならない。 

２ 本人にとって見過ごすことができない重大な影響が生じる場合等 

(1) 基本的な考え方

意思決定支援の結果として、本人が意思を示した場合や、第４のプロセス

を踏むことにより本人の意思が推定できた場合であっても、その意思をその

まま実現させてしまうと、本人にとって見過ごすことができない重大な影響

が生じるような場合がある。その場合、当該意思をそのまま実現することは

適切ではないため、法的保護の観点から、「最善の利益」に基づいた代行決

定を行うことが許容される。 

また、本人の意思を実現すると、権利侵害を第三者に生じさせるような場

面においても、個別具体的な事情に応じて、「最善の利益」に基づく代行決

定を検討すべき場合がある。 

(2) 検討方法

「重大な影響」といえるかどうかについては、以下の要素から判断する。 

① 本人が他に採り得る選択肢と比較して、明らかに本人にとって不利益な

選択肢といえるか 

② 一旦発生してしまえば、回復困難なほど重大な影響を生ずるといえるか

③ その発生の可能性に確実性があるか

例として、自宅での生活では本人が基本的な日常生活すら維持できない場

合や、本人が現在有する財産の処分の結果、基本的な日常生活すら維持でき

ないような場合が挙げられる。 

意思推定の場面と同様、このような整理や評価は、単独で行うことは通常
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困難であり、意思決定支援の場面で構築されたチームを活用し、複合的な視

点から、明確な根拠を示して検討する必要がある。 

 

(3) 検討結果に基づく後見人等としての行動原則 

ミーティングを踏まえて、「本人にとって見過ごすことができない重大な

影響」が発生する可能性が高いと評価される場合等には、後見人等は、本人

が示した意思決定（推定意思の場合には､本人に意思決定能力があれば示した

であろう意思決定）であったとしても、法的保護の観点から、同意しない

（同意権・代理権の不行使）又は本人の示した意思とは異なる形での代行決

定（代理権、取消権の行使）を行うことがある27。 

他方、第三者からみれば必ずしも合理的でない意思決定であったとして

も、「本人にとって見過ごすことができない重大な影響」が発生する可能性

が高いとまでは評価できない場合には、本人なりの価値判断に基づく意思決

定であることを踏まえ、後見人等も含めた支援者らは、本人の信条・価値

観・選好に基づいて支援を展開することが期待される。 

 

(4) アセスメントシートへの記録 

後見人等は、本人にとって見過ごすことができない重大な影響が生じるかど

うかの検討プロセスについて、アセスメントシート様式４に記録する。 

 

第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定 

＊本項に対応するアセスメントシート：様式５ 

１ 関連する基本原則の確認 

第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等

が本人にとって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合には、後

見人等は本人の信条・価値観・選好を最大限尊重した、本人にとっての最

善の利益に基づく方針を採らなければならない。 

第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこ

れ以上意思決定を先延ばしにできず、かつ、他に採ることのできる手段が

ない場合に限り、必要最小限度の範囲で行われなければならない。 

第７ 一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面では、第

１原則に戻り、意思決定能力の推定から始めなければならない。 

 

 

                                            
27 この場合、本人の意思とは異なる結果を招くことになるため、それによって本人に生じる負担等に対し、継続

的な支援が必要となり得ることに留意する必要がある。 
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２ 本ガイドラインにおける「最善の利益」に基づく代行決定 

これまで述べてきたとおり、①意思決定支援を尽くしても本人の意思が明確

ではなく、かつ、本人の意思を推定することさえできない場合や、②本人が表

明した意思や推定される本人の意思を実現すると本人にとって見過ごすことが

できない重大な影響が生じてしまう場合には、後見人等は、「最善の利益」に基

づく代行決定を行うことになる。 

本ガイドラインで採用されている最善の利益は「本人にとっての最善の利

益」、すなわち、本人の意向・感情・価値観を最大限尊重することを前提に他の

要素も考慮するという考え方である。この点、「自分ならこうする。この方が本

人のためだ。この人はこういうふうに行動すべきだ。」と、第三者の価値観で決

めるという客観的・社会的利益を重視した考え方は採用していないことに注意

が必要である。 

３ 本人にとっての「最善」を検討するための方法 

(1) 最後の手段としての位置付け

本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、意思推定の場面とは異なり、

本人の意思よりも他者の判断が優越し得る場合がある（本人の意思や推定意思

とは異なる他者決定があり得る）ということに留意する必要がある。したがっ

て、使い方を誤るとかえって本人の自己決定権の侵害となる可能性もあるため、

最後の手段として慎重に検討されるべきものである。 

特に後見人等としては、付与された代理権、取消権をどのように行使すべき

かを検討する上で、第６原則を踏まえて、下記(2)のように検討すべきである。 

(2) 本人にとっての最善の利益を検討するための前提条件

□ 意思決定能力アセスメントが実施されているか？当該意思決定について、

意思決定支援が尽くされているか否かを吟味する過程があったか？

□ その結果、意思決定支援の限界場面と評価できるか？

▶ 意思決定支援が尽くされたにもかかわらず、本人の意思決定や意思確認

がどうしても困難であり、かつ、意思推定すら困難といえるか？

▶ 本人にとって見過ごすことができない重大な影響に該当するといえる

か？

□ これ以上決定を先延ばしできない場面と評価できるか？

▶ 意思決定をしないこと（思うようにさせておくこと）もまた決定であり、

行動しないことが本人に与える結果についても念頭におく必要がある。

□ 後見人等による代行決定が及ぶ意思決定か？

後見人等が代行決定することができない意思決定（身分関係の変動､身体へ
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の侵襲を伴う医療に関する意思決定等）には当たらないことの確認が必要

である。 

また、他の法律による介入が必要と判断される場合（例えば虐待防止法に

おける「やむを得ない事由による措置」の発動など）には、所管する関係機

関に対して会議への同席を求めることも検討する。 

□ 課題とされている意思決定に関与する本人の支援者らから、本人の選好・

価値観その他本人にとって重要な情報が十分に得られているか？ 

□ 本人が最善の利益の検討過程に参加・関与できる機会が考慮されている

か？ 

後見人等は、本人にとっての最善の利益の判断に至る過程が適切に議論され

ているかどうかを確認する必要があるが、このような議論の整理や評価は、後

見人等や支援者らが単独で行うことは通常困難である。 

したがって、緊急判断が求められる場面でない限り、意思決定支援の場面で

構築されたチームを活用し、複合的な視点から検討する必要があるが、その際

には、無意識のうちに支援のしやすさを優先していないか、最初から結論を決

めており、代行決定を後付けの根拠としようとしていないかといった点に注意

しなければならない。 

 

(3) 本人にとっての最善の利益を検討する際の協議事項28 

① 本人の立場に立って考えられるメリット、デメリット（本人の主観的利益・

損失を含む）を可能な限り挙げた上で、比較検討する。表（バランスシート）

に記録することが望ましい。 

② 相反する選択肢の両立可能性があるかどうかを検討する。 

二者択一の選択が求められる場合においても、一見相反する選択肢を両立

させることができないか考える。 

③ 本人にとっての最善の利益を実現するに当たり、本人の自由の制約が可能

な限り最小化できるような選択肢はどれかを検討する。 

例えば、住まいの場を選択する場合、選択可能な中から、本人にとって自

由の制限がより少ない方を選択する。また、本人の生命又は身体の安全を守

るために、 本人の最善の利益の観点からやむを得ず行動の自由を制限しな

くてはならない場合は、行動の自由を制限するより他に選択肢がないか、制

限せざるを得ない場合でも、その程度がより少なくて済むような方法が他に

ないか慎重に検討し、自由の制限を最小化する。その場合、本人が理解でき

るように説明し、本人の納得と同意が得られるように、最大限の努力をする

                                            
28 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」（２

０１７年３月）参照。 
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ことが求められる。 

 

４ 検討結果に基づく後見人等としての行動原則 

後見人等は、最善の利益に関する協議結果を踏まえて、与えられた裁量・権

限の範囲において、代行決定を行う。 

最善の利益に関する協議が、後見人等及び関連する支援者らにおいて真摯に

行われることによって、当該代行決定が合理的かつ適切な情報に基づいて行わ

れたことが推定される。将来的には、後見人等による権限行使・不行使が適切

であったことを担保するための根拠資料となることも想定される。 

重要なことは、第１原則である。特定の意思決定についてこれ以上先延ばし

ができない場面において、後見人等による代行決定がされたとしても、将来に

わたり本人が当該意思決定をすることができないと評価されることはないし、

ましてやそれ以外の意思決定を行う能力がないと評価されることもない。なぜ

ならば、意思決定能力アセスメントや代行決定は、意思決定をする・しないと

いった判断が迫られている限定的な場面の中で行われる本人の意思決定プロセ

スに対するその場限りの介入であり、異なる時点・場面においては、同じ意思

決定に関する課題に対しても、本人（及び支援者らの意思決定支援力の総体と

して）の意思決定能力は変化し得るからである。 

例えば、生命・身体の具体的危機に直面しているセルフ・ネグレクト状態に

置かれた本人に対する介入の場面では、本人の意思決定支援を十分に行う余裕

がない中で検討が進み、限られた時間の中での支援では本人自身の意思決定・

意思確認がどうしても困難、又は意思が推定できても「見過ごすことのできな

い重大な影響」が既に発生している場面として評価され、自宅から施設へ本人

の住まいの変更に関する諸契約について、後見人等が代行決定せざるを得ない

場面も考えられる。 

しかし、一旦本人が安全な環境に置かれ、意思決定支援を行う時間的余裕が

確保でき、再び意思決定支援のプロセスを丁寧に経ることが可能となった段階

においては、本人の住まいや生活に関わる意思決定を本人自身が行うことので

きる可能性も十分考えられる。本人の自由の制約を可能な限り最小化する観点

からも、一旦代行決定がなされたからといって、本人が今後意思決定すること

のできる機会を取り上げるのではなく、再編成された意思決定支援チームによ

って、本人による意思決定の機会が最大限提供され、本人自身の意向・身上・

価値観を踏まえた今後の住まいや生活を可能な限り保障していくことが求めら

れる。 

したがって、再び何らかの意思決定が課題となる場面が生じた場合には、改

めて意思決定支援のプロセスに立ち戻って支援が展開される必要がある。 
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５ アセスメントシートへの記録 

後見人等は、本人にとっての最善の利益に基づく代行決定の検討プロセスにつ

いて、アセスメントシート様式５に記録する。 

 

  以上 
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意思決定支援ワーキング・グループ 参加者一覧 

 

最高裁判所 

家庭局第二課長                  木 村 匡 彦 

家庭局付                     小 田 誉太郎 

家庭局第二課家事手続第三係専門職         浅 岡   彩  

 

厚生労働省 

 社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室 

室長                      松 﨑 俊 久 

室長補佐                    渡 邉 英 介 

室長補佐                    上 辻 暁 久 

成年後見制度利用促進専門官           川 端 伸 子 

主査                      安 藤   亨 

社会・援護局障害保健福祉部障害福祉部地域生活支援推進室 

虐待防止専門官                 片 桐 公 彦 

相談支援係長                  池 沼 憲 一 

係員                      布 野 晃 平 

老健局認知症施策・地域介護推進課  

課長補佐                    南   恵 理 

係員                      加 藤 わか葉 

係員                      小 幡 俊 輔 

 

日本弁護士連合会 

日弁連高齢者・障害者権利支援センター  

センター長                   青 木 佳 史 

事務局次長                   亀 井 真 紀 

委員                      水 島 俊 彦 

 

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート  
専務理事                     西 川 浩 之 
常任理事                     中 村 栄 一 

常任理事                     安 井 祐 子 

  

公益社団法人 日本社会福祉士会 

理事・後見委員会委員長・ 

意思決定支援プロジェクト委員長         星 野 美 子 

後見委員会委員・意思決定支援プロジェクト委員   大 輪 典 子 

後見委員会委員                  大 川 浩 平 
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附錄十一  日本律師聯合會舉辦成年監護制度相關講座
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